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序文：｢日越共同研究の自己評価｣中間報告

この報告は 2001年 3月末終了した 6年間にわたる「（日本国の）ヴィエトナム市場経済化支援開

発政策調査」（表題の｢日越共同研究｣は、日本側アカデミックス内での略称である1）に関して行っ

た「自己評価」のための中間的報告書である。

国際援助機関の援助プロジェクトの慣行的な運営ステップを記したプロジェクト・サイクルで

は、1つのプロジェクトが成果物を完成すると、そのプロジェクトを終了する前にかなりの時間を

とって完成したプロジェクトの「評価」を行い、良かった点、良くなかった点を反省して、次に実

施される同種プロジェクトに対してフィードバックすることになっている。プロジェクト・サイ

クルはかくして完結するわけである。我が国では｢日越共同研究｣のような規模の「知的協力」（経

済の様々な分野・局面に関する総合的経済開発政策への助言を行う協力と定義される）は事実上は

じめてであり、そのあと次々と類似の「知的協力」プロジェクトが登場してきた。日越共同研究は、

我々アカデミックスが事実上責任のほとんどを担って進めてきた「知的協力」であり、我々自身に

よる「評価」とそのフィードバックは有意義であると考えられる。私自身は自分の経験もあって、

世界銀行のやっている「評価」のようなものができればと希望していた2。

しかしそれはいろいろな事情で提案もできず、この報告書の作成は｢日越共同研究｣フェーズ III

の最終報告書の残された編集・原稿の校正などの事務と併行して、JICA東京ヴィエトナム事務局

の職員 瀬戸 健太氏（ただし2001年 8月末まで）、日本国際協力センター調査研究員 小竹 優子氏、

及び大学院生の研究助手 高橋 塁氏の 3名が、総括主査の指揮の下に編集及び部分的執筆にあた

ることによって可能な限りで行われることになった。そこで報告の目玉をなす「自己評価」（本報

告書の第2編）は、アカデミックスの共同討議による共同作業としてでなく、主査及び主査代行（コ

ンサルの一部の方を含む）の間でそれを行う意思のある方が任意に執筆されたものを単純に集積す

るものとなった。この 6年間に JICAで｢日越共同研究｣の業務にあたられた方々にも、このフィー

ドバックの報告にご賛同いただき、評価の文章をいただくようお願いした。その結果、ご寄稿い

ただいたものも単純に集積して発表することにした（第 3編）。

東京ヴィエトナム事務局の 3氏による主たる貢献は、6年間にわたって事務局に集積された膨大

な書簡類、資料類、文献類（主として全体及び総論部会にわたるもので、その他部会のものを含ま

ない3）を整理、分類し、それを基にしてフェーズ I（1995年 8月～ 1996年 6月）、フェーズ II（1996

1 援助当局間ではしばしば「石川プロジェクト」と略称されている。
2 私自身の経験というのは、1985年から 1991年の 7年間にかけて、世界銀行の対中国大学改革借款プロジェクト

に参加したことである。私はその国際諮問委員会副委員長として経済・経営学部をもつ250の大学の経済学カリ

キュラム改革を担当した。「評価」報告書は他の部分、特に工学部の近代化を含めて全文 119ページに及んだ。

（International Advisory Panel and Chinese Review Commission, Evaluation Report: Chinese University Development Project
II, June 1991, National Academy Press, Washington D.C., 1991.）



年7月～ 1998年 3月）、フォローアップ（1998年 9月～ 1999年 9月）及びフェーズ III（1999年 9月～

2001年 3月）のそれぞれ、及びそれらをつなぐ「プロジェクト概要」（第 1編）を執筆し、その間の

「クロノロジー」を用意し（第 5編）さらに文書、報告書類及び収集資料の目録（本報告書の第 4編

収集資料目録）を作成したことである。我々は、｢日越共同研究｣の「知的協力」としての先駆性、そ

の研究領域の多様性、研究への投入の大きさに照らしてみると、収集され、分類された資料・文

献類が将来参照されることがあることと考える。それは「知的協力」そのものへの関心だけでな

く、開発経済学、開発協力政策への関心からしてもそうである。この 6年間のヴィエトナム経済

は、実体経済の情報が政策形成プロセスに関する情報と同時に利用可能となったユニークなケー

スだからである。整理された資料・文献類は、主として JICA図書館及び一橋大学経済研究所のご

厚意により保管されることになるが、この第1編、第 4編及び第 5編は、それらの文献類を利用す

る際の不可欠の手引書となるだろう。

しかしこれと同時に、この部分の記述が中間的であることもお断りしておかねばならない。上

述したような諸制約のため、我々はこれらの記述において不備を知りつつも追加資料の発掘・吟

味を行う余裕をもたず、また第 1次原稿に念入りのチェックを加える余裕も持たず執筆を終えな

ければならなかった。さらに、第 1編「プロジェクト概要」に各フェーズごとに示された事業費と

その内訳については、事務局による厳密な最終的照合はまだ行われていない。このような残され

た仕事が遠からず誰かによって補われることを期待して、この報告書を「中間報告」と名付けた。

自己評価の中間報告を終えるにあたって、2点の私的な感想を述べることを許されたい。第1点

は世界銀行の援助政策が、1990年代を通ずる「見直し」の結果として、急速に途上国経済の現実に

真剣な考慮を払うように変わってきて、市場経済の低発達性にせよ、幼稚産業の育成にせよ、我々

のアプローチとの「距離」が狭まってきたことである。これは『世界開発報告2000/1』の貧困特集や

『同上 2001/2』の市場経済特集に反映している。『日越共同研究』の 6年間における難しい問題の 1

つは、世界銀行とヴィエトナムとの間に生じていた不一致にどう対処するかだったが、上記の距

離が狭まるとともにやりやすくなるに違いない。しかしなお残る問題があるが、私はそれが日本

の側の今後の研究において日本の開発の経験を一般化することに成功すれば、埋められるような

問題だと思う。｢日越共同研究｣への参加は、この点でも大きいレッスンを私に与えてくれた。

第 2点として、この「自己評価」は、このような意味で日本の経験の一般化をめざす“日本発”の

開発経済学・開発協力政策の形成の重要性と、そのためのアカデミックスと JICAのような国際援

助機関との間のより豊かで発展的な協力の可能性を示唆するように思われる。私の「自己評価」の

文章は、JICAが｢日越共同研究｣の“実施機関”としての de jureのステータスを持っていながら、de

factoにはそれがないことを主張した。｢日越共同研究｣では大層のお世話になりながらこのようなこ

とをいうのは、JICAに対して誠に失礼かもしれないが、私の本意は JICAが de factoに、そうなる

3 農業・農村開発部会は当該部会の自らの資料整理をされた。整理された文献は、東京大学農学・生命科学研究

科泉田研究室に保管されている。



ような第一歩を踏み出すことを希望することにあり、寛容をお願いしたい。

謝辞：この自己評価中間報告の作成に関しては、何より先に国際協力事業団当局に対して、そ

のために｢日越共同研究｣の事実上の延長と、ヴィエトナム事務局オフィスの継続使用を許された

ことに対し感謝しなければならない。「自己評価」実施については、諏訪理事及び松岡アジア第一

部部長の賛同及び支持を得て、また畠山インドシナ課課長の多岐にわたる支援を得た。「自己評

価」の企画段階において、JICA本部でこの仕事に関心を持たれる方々に呼びかけて助言をお願い

したところ、中野アジア第一部次長、力石企画課課長、大川評価監理室室長代理、桑島調査研究

第一課課長、牧野同代理、畠山インドシナ課課長、嶋田社会開発調査部計画課職員などの方々が

出席され、有益な意見を与えられた。また、これまで JICAの業務として｢日越共同研究｣に参加さ

れた方々の一部、すなわち不破中近東・欧州課課長（フェーズ I当時の社会開発調査第一課課長代

理）、森同代理（フェーズ II当時ヴィエトナム事務局担当 JICA職員）、寺本インドシナ課課長代理、

平井社会開発調査第一課課長（フェーズ II のインドシナ課長）、嶋田社会開発調査部計画課職員

（フェーズ I当時ヴィエトナム事務局担当 JICA職員）、橋本ヴィエトナム事務所企画調査員及び太

田ハノイ事務所コーディネーターの各氏が要請に答えてこの自己評価に参加され、貴重な文章を

お寄せいただいた。いずれについても心からお礼申し上げたい。

次に、アカデミックス及びコンサルタント、専門家の多数の方々が、忙しい時間を割いて「自己

評価」に参加された。「自己評価」のために特別討議をしたわけでなく各人の個人的意見の開陳で

あるが、全体として「自己評価」の目的が十分に達成されたと思われる。厚く感謝する。

最後に、編集及び部分執筆にあたられたヴィエトナム事務局の 3氏とそれに協力いただいた天

津 邦明氏（フォローアップ当時のヴィエトナム事務局担当 JICA職員）、斎藤 亜紀子氏（フェーズ

III当時国際協力センター派遣調査研究員）、中林 さえ子氏（同上）にも厚くお礼をいわねばならな

い。

なお、フェーズ III終了後の段階において、自己評価作業及びフェーズ III最終報告の編集刊行の

仕事はヴィエトナム事務局担当の JICA職員 菊入 香以氏、嶋田 晴行氏及び下田 恭美氏（日本国

際協力センター調査研究員）が当たられた。そのご努力に対し、深く感謝する。

2001年 11月 21日

石 川 　 滋

追伸：この自己評価中間報告書は2001年 11月 30日 JICAアジア第一部長 松岡 和久氏、同年12

月 19日外務省経済協力局長 西田 恒夫氏に提出された。

2001年 8月 7日

石 川 　 滋
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2001年 12月 19日　

報告のポイント

石川　滋　

1. 「知的協力」の観点から「日越共同研究」が行った主な仕事は、「4つの当初意見」と「3提案」で

要約される。

4つの当初意見―成長率。国内貯蓄率。農業・農村開発。大小 2つのレベルでの工業化。

3提案―AFTA、APEC、WTOとの関係

1997年以降のアジア金融危機の教訓

市場化・自由化のゴールとシナリオの再確認・宣言

これは1995～ 2001年の 6年間にわたる日越共同研究の全般にわたるまとめである。共同研究

実施の最中には必ずしもよく自覚しなかったことだが、「4つの当初意見」はヴィエトナムのよ

うな最後発途上国の開発計画立案に対する助言としては、一般的に当てはまる開発経済学の原

則的事柄である。また「3提案」は同じく最後発途上国が最近の「グローバル化」の環境の下で直

面しなければならない国際統合に向けての一般的課題に対処するものだったと思われる。

2. ヴィエトナム経済は、第6次 5か年計画（1996～ 2000年）を通じて、市場経済化の初歩的体制

の整備と低開発の生産力の向上、輸出再開に向けての発足に成功した。この成功、なかんずく

市場経済化については、主たる貢献は世界銀行、IMFの技術援助に拠るものだったことを認め

るべきだろう。しかし世界銀行、IMFの助言は急進的かつ非弾力的であり、ヴィエトナム政府

にとって直ちにこれに従うことに困難があり、しばしば内外の摩擦・対立を生み出した。「日越

共同研究」の分析及び提言は、この摩擦・対立を緩和するに役立った。

3. 「知的協力」の将来への示唆として―世界銀行の援助政策見直しの帰結のなかで、特に 2つ

の点が将来に関係する。

（1）新しい援助政策の最高ゴールとされた「貧困削減」の実施措置を巡るヴィエトナム政府との

調整。

（2）新政策の哲学の 1つをなす「パートナーシップ原則」の国際的側面である「開発援助政策の

harmonization」（援助支出の common basket方式はともかくとして）の実施過程でのヴィエトナ

ム政府への圧力。

日本は（1）、（2）がもたらす困難を緩和するために、それぞれについて知的貢献を行うこと

が望ましい。



4. 「日越共同研究」の実施体制に関して―それを一貫して「共同研究」の方式で進めたことは良

かったと思われる。慣例的な援助形態の分類でいえば、ヴィエトナムへの知的協力は包括的な

開発政策の立案・実施に関する「技術援助」（TA）ということになろう。しかし「日越共同研究」

は、双方が研究上の比較優位を生かしながら、研究のテーマ・方法や研究帰結につき、たえず

協議しつつ進められた。その間、日越カウンターパートの相互間で同じ高さの「目線」が保たれ

た。日越間に相互信頼と友情が生まれた。

5. 「知的協力」の将来に対する示唆の 1つとして―日本側アカデミック・グループのメンバー

は、みなよく協力され、「日越共同研究」の目的に貢献された。しかしその協力が彼らの本業を

離れたパートタイムの活動によるものであり、それを動機づけたものが金銭的インセンティブ

でなく、彼らのアカデミックスな研究心であったことは、注意しなければならない。今日、ア

カデミックスの国際的活動は増大しており、かれらの日本国内での「知的協力」活動参加の“機

会費用”は著しく高くますますなっていることを知らねばならない。

6. 国際協力事業団は、規程上、この「知的協力」の「実施機関」とされている。しかしそれが真に

実施機関であるためには、この「知的協力」がカバーする調査研究及び政策提言のほとんどすべ

ての領域に関してアカデミックスの活動を調整する能力を持つ人材・組織の育成に心掛けるべ

きだろう。ただしこれは一朝一夕には実現できないので、small beginningで始めるべきだろう。

このような体制が整備されるにつれて｢日越共同研究｣の期間に生じた実施体制上の様々の問

題点も、このような組織・人材が置かれる「JICAヴィエトナム事務局」自体により解決されるこ

とになろう。しかし、より重要なことは、このような体制が先の「円借款問題懇談会」報告書で

要請された「我が国が国際的な援助協調の議論に積極的に参加し、途上国への知的貢献を推進す

るためAll Japanの「知的貢献基盤」を形成する有力な一部分となる」ことである。

以　上
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第 1章：フェーズ I

第1節：この文章の目的

本章では、6年間にわたって実施された「ヴィエトナム市場経済化支援開発政策調査」（日越共同

研究）の第 1段階（フェーズ I）について言及する。その目的は、フェーズ Iの内容と推移に関する

事実関係を明記し、紹介することである。

はじめにことわっておかなければならないことは、フェーズ Iが開始されたのは6年も前である

ため、資料の欠損が少なくないということである。そのような資料の欠損があるとしても、知的

支援の先駆けであった日越共同研究の模索過程を明記する意義は大きいと思われる。本章では現

在残っている資料を中心にフェーズ Iの内容に関する事実関係の整理を行った。

また、事実関係の記述にあたっては、第4部「クロノロジー」文献目録を参照する際、フェーズ

I関係のものについては、本章が1つの参考となるよう意識されていることも付け加えておきたい。

以下、第2節ではフェーズ Iの発足について触れ、第3節ではフェーズ Iの 1つの節目であり、大

きな成果となった「緊急提言」について触れる。第 4節では、予定されていたフェーズ I本調査の

開始について触れ、最後の第5節ではフェーズ Iからフェーズ IIへの推移段階がどのような状況で

あったのかまとめる。

第2節：フェーズIの発足

2－ 1 国別援助研究会から日越共同研究フェーズ Iへ

日越共同研究の起源は、1994年 10月にまでさかのぼる。このとき、木内外務省参与（当時）を

団長とする経済協力総合調査団（木内ミッション）のヴィエトナム社会主義共和国（以下、「ヴィ

エトナム」と記す）への派遣があり、ヴィエトナムのヴォー・ヴァン・キエット首相（当時）をは

じめとするヴィエトナム側との協議の中で「市場経済化支援開発調査」に関する提案がなされ

た。このことに関しては、「木内ミッション報告書」から抜き出すことができる。

「（1）ヴィエトナムは、西暦 2000年までの開発計画の詳細につき確たる内容を策定しきれず、

そのため、日々の政策においても大きな振れが見られる。当国にとって、まず緊要なことは開

発計画策定から経済政策全般にわたっての適切な助言である。そこで、インドネシアで行った

ごとく、我が国のしかるべき学者（実務者も含め）数人のグループを作り、この各専門家から成

り立つグループを通じ、ヴィエトナム側にアドバイスしていくやり方を是非提案したい1」

1 外務省経済協力局[1994]『対ヴィエトナム経済協力総合調査団（木内ミッション）の派遣』9頁
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この提案は 1995年 4月のド・ムオイ共産党書記長（当時）日本公式訪問の際に行われた首脳会

議において、日本政府のODAによる経済協力として実施することが正式に合意された。

ところで、この経済協力の基本的考え方については、1994年 1月から 1年 3か月にわたり行わ

れた「国別援助研究会」の成果が基になったといえる。1995年 4月 19日に「国別援助研究会」の

座長を務めた石川 滋 教授からド・ムオイ書記長に対し、上の経済協力に関する基本的考え方

についての説明が行われた。それは、以下の 3点にまとめられる。

① 「体制移行国」かつ「（低所得の）開発途上国」であるヴィエトナムにとっては、「構造調整」

「安定化」の問題とともに「長期開発」の問題が主要課題である。

② 市場機能が低発達の国において経済開発の問題に対処するには政府による適切な介入が

必要であり、それについては日本及び他の東アジア諸国等の経験から特に「開発計画」「産

業政策」「財政金融政策」の各観点から検討を加えることが有効であると考えられる。

③ まずフェーズ Iとして次期 5か年計画に資することを目的とする「開発計画」にかかる調

査を行い、その結果も踏まえ、フェーズ IIとして「産業政策」「財政金融政策」を対象とする

調査を実施する。

こうして「国別援助研究会」の成果が1995年 5月のプロジェクト形成のための会談を通じ、後

の日越共同研究フェーズ Iへとつながっていくこととなる。

2－ 2 ヴィエトナム側からの緊急提言要請

1995年 5月 28日から 6月 3日にかけて、石川 滋教授をはじめとする調査団（団長 深田 博史

外務省開発協力課長）はヴィエトナムを訪問し、5月 30日に援助研究会報告書にかかるシンポジ

ウムを開催、続いて上の経済協力に関するプロジェクト形成調査についてヴィエトナム側との

協議を行った。5月 29日にはド・ムオイ書記長との会見も実現したが、ここで石川 滋教授から

援助研究会報告書がヴィエトナムの開発についての日本側の考え方を打ち出したものであるの

に対し、プロジェクト形成調査のヴィエトナム側との協議は 2000年以降をもめざしたより具体

的な（開発）調査を行うものであるという説明があった。この内容は援助研究会とここでの経済

協力（日越共同研究）の一貫性を示唆している。

6月 1日、2日両日にわたってプロジェクト形成調査のヴィエトナム側との協議が行われたが、

ここで予期していなかったことにヴィエトナム側から1995年 10月に国会提出の 5か年計画素案

作成に協力してもらいたいとの要請があり、これを引き受けることによって、2－ 1で触れた日

越共同研究の当初の作業予定に変更を余儀なくされた。5か年計画素案作成に対する協力は後に

緊急提言として結実するが、これに関連した 23の調査依頼もありスケジュールとしてはかなり

逼迫したものとなった。以下、ヴィエトナム側からの要請を列挙する。
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① 第 6次 5か年計画草案に対する一般的コメント

② 第 6次 5か年計画策定にあたり、重要テーマ2を日本側が選定、提言

③ 10月までに解決すべき 3つのテーマ（今後5年・10年にわたる世界経済予測・地域経済予

測、税制改革法案へのコメント、予算法案へのコメント）

第3節：緊急提言

以上のような経過を経て日越共同研究は緊急提言の作成というところから、実質の作業がス

タートしたが、その作業は時間的にかなり逼迫したものとなり、容易ではなかった。　

1995年 7月 13日、日本側は「1996～ 2000年 5か年の経済社会開発計画の主要内容の初期草案」

（以下、「初期草案」と略）という表題の文書を受けとった。この「初期草案」では、分野別セクター

別開発計画における最優先順位を農業・農村経済の振興においており、立場としては、先に触れ

た「国別援助研究会」の研究成果と同じであった。これは「国別援助研究会」の研究成果に対する

ヴィエトナム側の信頼という点で特筆すべき事実である。

この「初期草案」に対して日本側は、緊急提言としてのコメントを 1995年 8月 28日・29日両日

にわたって行われた第1回ハノイワークショップにて報告した。以下では、前節であげられた①、

②、③それぞれがどのように報告されたのか触れていく。

① 一般的コメント：

これに関する報告は、石川 滋教授による「4つの当初意見」としてまとめることができる3。

それを具体的にあげるならば、第一に成長と安定（高すぎる成長率の抑制）第二に貯蓄率の引

き上げ（（減価償却を除く）純国内貯蓄の低位に自戒。貯蓄増強に要努力）第三に農業生産・農

村工業（農業・農村開発に政策の最重点を指向すべき）第四に工業化の二重構造（工業化は大

中・小別の二階層別アプローチで）となる。この一般的コメントは「国別援助研究会」との連

続性が明確に現れている。このことは、ハノイワークショップに提出された一般的コメント

を行ったペーパーから読みとることができる。

「3.『早期草案』にコメントする我々の立場と限界

・・・・そこで今なし得ることは、私が自分の責任において意見を述べることだ。そして、

その際の私の立場は、前掲の『ヴィエトナム国別援助研究会報告書』の分析及び戦略提案の立

場に立つことである4。」

2 このときヴィエトナム側が提示した重要テーマとしては、産業政策、農業開発、貧困問題、財政・金融問題が

あげられる。
3 初期草案に関しては、四点意見のほかに企業改革、ヴィエトナムとASEAN・APECの 2つのトピックについても

ふれられたが、前者はOECFの春田 弘司氏のペーパー、後者は浦田 秀次郎氏、大野 健一教授のペーパーによっ

て報告された。
4 石川 滋教授の第 1回ハノイワークショップ提出ペーパー「ヴィエトナム 5か年計画早期草案についてのコメン

ト」より抜粋。
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なお、この 4つのテーマに関しては石川教授からド・ムオイ書記長に対しレクチャーが行

われた。

② 重要テーマに対する提言：

日本側は重要テーマとして、当初日越共同研究で計画していたトピックである財政金融政

策、産業政策を選択し、特に産業政策の中から農業・農村政策を独立にとりだしその 3分野

に関して提言を行った。産業政策に関しては下村 恭民教授、財政金融部門に関しては広野

良吉教授、木下 俊彦氏、農業・農村開発に関しては原 洋之介教授から報告が行われた。

③ 10月までに解決すべき問題：

「今後 5年・10年にわたる世界経済予測・地域経済予測」に関しては大和総研が担当し、ハ

ノイワークショップにて報告し終了した。

また「税制改革法案へのコメント、予算法案へのコメント」はもともと大蔵省の財政金融研

究所のプロジェクトで、資金面の問題から JICAプロジェクトに組み込まれたが、実際は財政

金融研究所が担当となり、ワークショップも独立して開かれるなど、本来の日越共同研究と

は異なった枠組みにおかれていた。

以上のうち、特に注目すべきは①の四点意見で、フェーズ Iの部会体制の礎を築いた。これ

に関しては次節でふれる。

第4節：本調査の開始

4－ 1 四部会体制へ

第 1回ハノイワークショップにおいて、緊急提言局面は終了し、本来予定されていたフェー

ズ Iの調査が開始されることとなった。この本調査段階に入り、フェーズ Iの作業体制も確立し

てくる。具体的には日越共同研究が四部会体制となったことである。この四部会並びに各部会

のトピックは以下のとおりである。

・マクロ経済

① 5か年計画に関するコメント

② 経済成長とインフレ、国際収支バランスとの関係

③ 環境保全と経済成長のバランス

・財政金融政策

① 国内貯蓄の動員と中長期投資システム

② 外国貯蓄の動員と債務管理、外国為替管理

・産業政策
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① 二重経済下における産業・技術の適正選択

② ASEAN・AFTA・APECへの参加とヴィエトナム経済との関係

・農業・農村開発（農村経済）政策

① （国内及び国際市場における）農業生産性向上のための政策

② 農業生産のための組織（農業協同組合を含む）

以上の四部会は、もともと第 1回ハノイワークショップにおける四点意見に由来し、ハノイ

ワークショップにおける②の担当者がそのまま主査となる形となった。すなわち、マクロ経済

は石川 滋教授、財政金融政策は広野 良吉教授、産業政策は下村 恭民教授、農業・農村開発政

策は原 洋之介教授が主査となり、部会体制が運営された。

このうちマクロ経済部会はフェーズ I、フェーズ IIとプロジェクトが続いていくなかでフェー

ズ Iのみに存在した部会であり、特筆する必要がある。すなわち、全体の報告のイントロダク

ションでどうしても 5か年計画全般について触れなくてはならないが、そうした5か年計画全般

の問題の中で他の三部会が扱わない落穂拾いのようなことをしなければならない。そういった

ことに対処すべく設けられた部会がマクロ経済部会であった。

マクロ経済部会のトピックとしては 5か年計画に関するコメントのほか、②経済成長とイン

フレ、国際収支バランスとの関係、③環境保全と経済成長のバランスがあったが、これがどの

ような経過を経て、どのような結果となったのか触れておく必要がある。

まず「経済成長とインフレ、国際収支バランスとの関係」については、財政金融政策部会で

あった渡辺 慎一教授の協力も得て、シミュレーション分析が試みられたが、統計数字の精度の

問題があり、結論は出たものの、多くの時間と大きな困難を伴った。　「環境保全と経済成長の

バランス」は外務省の環境問題に関する日中共同プロジェクトの影響もあって取り上げられたト

ピックであるが、アジア経済研究所の藤崎 成昭氏と当時CIEMの所長であったLe Dang Doanh

氏により詳細な分析が試みられ、充実した内容となった。

4－ 2 緊急提言後の主要行事

4－ 1では、フェーズ Iが四部会体制になったことについて触れたが、11月にはこれにコンサ

ルタントが加わり、フェーズ Iの作業が本格化する。以下では、そうしたことも含め、緊急提言

後の主要行事とその成果を取り上げる。

・1995年 11月 27日・28日　共同研究の作業計画に関する合同協議

この会議以降コンサルタントがプロジェクトに加入し、フェーズ Iの作業が本格化した。

また会議では、1995年 11月 30日のパリCG会議に報告するための5か年計画骨子が示され、

それに関する議論も行われた。特にNgyuen Quang Thai氏からはこのCG会議提出 5か年計
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画骨子に関連した疑問点として3つのトピックが取り上げられた。それは、多少変更があっ

たが、次の三つに集約される。①地域計画及び地域格差の問題。②雇用問題。③貧困問題。

・1996年 1月 28日・29日　第一回東京ワークショップ

ここではフェーズ Iの作業の中間報告が行われた。また、先の会議で Thai氏によって出

された三つの疑問点に対する回答が行われた。また、研究トピックとして取り上げる合意

もなされたが具体的に組織化されるまでは至らなかった。

・1996年 3月 1日・2日　第二回ハノイワークショップ

この会議においてフェーズ I作業の最終報告が行われた。

第5節：フェーズIからフェーズIIへ

フェーズ Iは知的支援の先駆けであった日越共同研究の最初の局面であったため、多くの模索を

含んだものとなった。その 1つが「共同研究」というスタイルである。フェーズ Iでは日本側では

アカデミック・グループが陣容をそろえていたのに対し、ヴィエトナム側メンバーにアカデミッ

クの人員がそろわないゆえの困難、また会議のたびにヴィエトナム側出席者が異なるなどの問題

もあった。しかし、そうした問題もフェーズ Iからフェーズ IIへと研究の局面が進んでいくに従

い、少しずつ氷解していくこととなる。

フェーズ IIに向けた動きとしては、3月のハノイワークショップが終了した後にフェーズ IIのト

ピック決定に向けた会談がもたれた。1996年 3月 5日に石川 滋教授とフックMPI次官の会談が行

われ、①フェーズ Iで取り上げた問題を掘り下げていくものと、②フェーズ Iでは取り上げなかっ

たが今後のヴィエトナム経済発展戦略には重要で研究が必要とされるものの二方向から検討され

た5。

1996年 6月 24日には、日本側は総括会議を開き、それによって正式にフェーズ Iが終了、日本

側研究メンバーは解散となった。

5 すなわち、フェーズ Iでは、①マクロ経済安定の問題、②貯蓄率の問題、③農村経済発展の問題、④産業育成（工

業化）の問題、⑤地域開発計画、⑥雇用と失業の問題、⑦貧困緩和があげられる。このうち①は一応の成果をあ

げ、③はもっと掘り下げる必要、②はあまり成果があがっていない、④、⑤は更なる検討が必要とされた。こ

れに加え新たに研究されるべき問題として、⑧産業組織の問題（国営企業改革、民間企業育成、外国投資・国内

投資）、⑨ヴィエトナム経済の国際化、地域経済への融合の問題（AFTA・APEC加盟問題）があげられた。⑧は当

時世界銀行もプロジェクトとして取り組んでおり「国営企業のドイモイ」との名で進められていた。
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フェーズ I

（1）全体実施体制：調査全体の実施体制は次頁のとおり。また特徴は次のとおりである。

1） アドバイザリー・グループ（AG）は、図では作業監理委員に相当するものとして位置づけ

られているが、実際にはAGもプロジェクト研究費によって自ら報告書作成を行った。こ

のため調査は基本的には業務実施コンサルタントではなく、AGが主導したといってよい。

2） したがって最終成果品も業務実施契約に基づくコンサルタントの成果品とAGの報告書

の 2つが並行して作成され、ヴィエトナム側に提出された。

3） 通常の作業監理委員は JICAに対するアドバイザーであって、コンサルタントに対して直

接アドバイスは行わないことになっている。しかし本調査に関しては、高度な内容も含ま

れることから、AGからコンサルタントへの直接の指導も必要に応じ行われた。

4） カウンターパート機関は、計画投資省（Ministry of Planning and Investment: MPI）であり、

同省のPhuc次官がGeneral Supervisorを務めている。各部会の主査はMPIまたはMPI傘下の

開発戦略研究所（Development Strategy Institute: DSI）の職員が務めている。またMPI/DSIの

了承を得たうえで必要に応じて他機関からの参加を得ている。
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●注　釈

*外務省経協局開協課「対ヴィエトナム総合政策支援開発調査実施体制図」（平成7年6月）、JICA“Minutes of Meeting”

（Aug 12, 1995）等を基に作成した。組織名・肩書きはすべて当時のもの。なお、フェーズ I調査に関する残存資

料には実施体制について統一的・網羅的に記述されたものがなく、多数の資料の記述を組み合わせて上図を作

成した点に注意を要する。

（1）アドバイザリー・グループ（AG）の活動経費及びAGの活動を支援する事務局の経費は、プロジェクト研究費

から支出した。AGメンバーはメンバーリスト参照　

（2）AG最終報告書の「日越共同研究アカデミック・グループメンバーリスト」への記載者の所属機関を記載した。

メンバーはリストを参照。なお、AGとアカデミック・グループの関係は必ずしも明確ではないが、アカデミッ

ク・グループを業務実施契約の体系に位置づけた場合の名称がAGであると考えられる。　

（3）団長は関谷宏彦氏。

（4）事務局は、AGの活動支援のためにプロジェクト研究費による JICEへの委託契約によって JICA本部外に設置

された（スタッフ 2～ 3名）。

（5）フェーズ I期間中にMPIへ改組。

＜ヴィエトナム側＞�

ヘッド　：フックMPI（5）次官�

メンバー：関係各省�

ス テ ア リ ン グ ・ コ ミ ッ テ ィ �

↓指示� ↑報告�

　　　　＜日本側＞（監督委員会）�

ヘッド　：外務省経済協力局服部審議官�

幹　事　：深田外務省開協課長�

メンバー：外務省、大蔵省、通産省、農水省�

石川滋一橋大学名誉教授（総括主査）、原洋之

介東大教授、廣野良吉成蹊大学教授、下村恭

民埼玉大学教授　他�

＜日本側＞�

�

アドバイザリー・グループ（１）
�

＜ヴィエトナム側＞�

総括主査：タイDSI副所長�

MPI/DSI（主査）�

CIEM　MOF　NEU　MARD　IEI　WEI（2）�

各部会のカウンターパートとして指名�

再委託契約を通して�

謝金・活動経費を支給�
作　成�

助言�

JICA（担当課：社調一課）� JICA（担当課：社調一課）�

アドバイザリー・グループ報告書�

（プロジェクト研究費）�

業務実施契約に基づく報告書�

（調査業務実施費）�

業務実施契約�

業務実施コンサルタント�

大和総研（主幹）
（３）
、日経研、PCI

事務局による活動支援（4）�

委嘱状発給、謝金支給�

開 発 調 査 実 施 チ ー ム �

作
　
成�
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（2）アドバイザリー・グループ（アカデミック・グループ）・メンバー・リスト

日本側 ヴィエトナム側
総括主査 石川　滋　 一橋大学名誉教授 Nguyen Quang Thai DSI

マクロ経済部会

主　査 石川　滋 一橋大学名誉教授 Nguyen Quang Thai DSI

渡辺　愼一 国際大学教授 Nguyen Xuan Tien MPI

藤崎　成昭 アジア経済研究所 Phan Ngoc Mai Phuong

江崎　光男 名古屋大学教授 Le Duc Thuy 書記長秘書

高阪　章 大阪大学教授 Duong Duc Ung MPI

Le Dang Doanh CIEM

Nguyen Buu Quyen

Vu Thi Ngoc Phung NEU

財政／金融部会

主　査 廣野　良吉 成蹊大学教授 Lai Quang Thuc MPI

木下　俊彦 日本輸出入銀行 Le Quoc Ly MPI

海外投資研究所

田近　栄治 一橋大学教授 Vo Dai Luoc IEI

渡辺　愼一 国際大学教授 Nguyen Ngoc Quang

岡田　依里 横浜国大教助授 Hoang Cong Thi MOF

Tran Van Ta MOF

Nguyen Dinh Huong

産業政策部会

主　査 下村　恭民 埼玉大学教授 Pham Quang Ham DSI

大野　幸一 アジア経済研究所 Nguyen Duc Minh MPI

江橋　正彦 明治学院大学教授 Nguyen Dinh Phan NEU

大野　健一 埼玉大学教授 Nguyen Gia Hao WEI

浦田　秀次郎 早稲田大学教授 Nguyen Thien Tong

成相　修 麗澤大学教授 Ho Quang Minh MPI

Nguyen Tu Nhat

Nguyen Tien Hiep MPI

Nguyen Quang Dung MPI

農業／農村開発部会

原　洋之介 東京大学教授 Nguyen Xuan Thao MPI

桜井　由躬雄 東京大学教授 Le Hong Thai MPI

栗木　レタンギェップ 城砦国際大学教授 Nguyen Thai Nguyen 副首相秘書

泉田　洋一 宇都宮大学助教授 Cao Duc Phat MARD

Nguyen The Nha
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（3）事業費（実施計画額）

合計 4億 817万 5,000円

内　訳　

科　目
実施計画額 用　途

（　）内は実施計画書番号

開発調査事業費

市場経済化支援調査に必要な経費

調査諸費

（A9501425+A9501785）

開発調査事業費

市場経済化支援調査に必要な経費調査

業務実施経費

（A9501425+A9600340）

開発調査事業費

事業効率促進等に必要な経費

プロジェクト研究費

（A9501131+A9501736）

+官団員（アカデミック、各省、JICA）の調査経費

+業務実施契約（会社単位を契約相手方とし、成

果品（レポート等）の提出を求める

+アドバイザリー・グループの調査及び報告書作

成

+アドバイザリー・グループの活動支援のための

プロジェクト事務局運営

7,692万 3,000円

3億 550万 4,000円

2,574万 8,000円
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第 2章：フェーズ II

第1節：フェーズIIの発足

1－ 1 フェーズ IIの目的

『平成7年度ヴィエトナム社会主義共和国プロジェクト形成調査（市場経済化支援分野）対処方

針』並びに『石川 滋教授・ド・ムオイ書記長会談録（1995年 4月 15日）』によると、1995年 8月

に正式発足した「ヴィエトナム市場経済化支援開発政策調査」（日越共同研究）は、フェーズ IIで

行うことが予定されていた6。フェーズ Iでは、ヴィエトナム共産党第 8回全国大会における審

議のため、準備されていた「ヴィエトナム社会経済開発5か年計画」（1996～ 2000）に関する研究

が総目的とされた。続くフェーズ IIでは、この「5か年計画」の実施とその過程に生じた新しい

問題の研究が総目的であった7。

この総目的をもって、日越共同研究フェーズ IIは 1996年 8月 1日の日本側全体会合により事

実上発足したが、研究の過程で“新しい挑戦”にヴィエトナムが直面していることが明らかに

なった8。それは次の 3点にまとめられる。

① より高次のマクロ経済管理の課題

② AFTA・WTO等国際経済組織加盟問題

③ アジア通貨危機とそのヴィエトナム経済に対する影響

このうち②、③は、フェーズ Iが主として国内経済問題を扱っていたのに対し、フェーズ IIで

はヴィエトナム経済の新情勢のもとで、国際経済的側面をも検討することが必要となったこと

を示し、フェーズ IIの大きな特徴を示している。②は当時、ヴィエトナムがAFTAに参加し、ま

たWTO、APECへの参加申請をしている状況のもとで、その貿易・投資政策をどのように立案・

実施するかということが具体的に検討されることとなった。③は、1997年 7月のタイを発端と

6 1995年 4月のド・ムオイ書記長（当時）訪日の際の首脳会談において、開発計画、産業政策、財政政策等を内容

とする総合的政策支援を目的とする開発調査を行うことで合意があった。このド・ムオイ書記長の訪日の際、石

川 滋教授から、この総合的政策支援に関して、「まずフェーズ Iとして次期 5か年計画に資することを目的とす

る『開発計画』にかかる調査を行い、その結果を踏まえ、フェーズ IIとして『産業政策』『財政金融政策』を対象と

する調査を実施する」との説明があった（第 1章 2節参照）。ここでの総合的政策支援が、後の日越共同研究であ

る。
7 当初、フェーズ IIで取り上げる予定であった財政金融政策、産業政策はフェーズ Iの緊急提言局面から取り上げ

られることとなった。また1995年 5月 28日から 6月 3日にかけて、石川 滋教授をはじめとする調査団（団長 深

田 博史開発協力課長）はヴィエトナムを訪問し、その際行われたヴィエトナム側との協議の中で、「フェーズ II

については、現時点では詳細まで検討する必要はなく、むしろフェーズ Iの成果を踏まえてフェーズ IIの具体的

内容を決めるのが妥当」という発言が日本側からあり、ヴィエトナム側の同意が得られた。
8 石川 滋[1998]「ヴィエトナム経済の新段階と国際化の挑戦」投資計画省・国際協力事業団編『ヴィエトナム国市場

経済化支援開発政策調査（フェーズ II）最終報告書第 1巻』3-24頁。
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するアジア諸国通貨金融危機と、そのショックに対するヴィエトナムの政策対応が具体的に検

討されることとなった。特にこの問題に関しては、ヴィエトナムからの緊急要請ということも

あり、後に触れるようにアド・ホック委員会を構成することで対処された。その後、このアジ

ア通貨危機問題は、フェーズ IIの枠を越え、日越共同研究発足当事は予定されてなかったフォ

ローアップ・プロジェクト発足のきっかけとなった。また、①に関しては、前章で述べたよう

にマクロ経済の問題は、統計の不備が著しく、フェーズ Iにて思うような成果があげられなかっ

た。そのためフェーズ IIでは、マクロ経済部会といった特定の部会を設けて検討されるまでに

は至らなかった。しかし、国内貯蓄率と関連する研究として、特筆すべきことが行われた。そ

れは、財政金融政策部会の渡辺 愼一教授が中心となって行った家計調査である。この調査結果

の詳細は、ここでは省くが、世界銀行、UNDP等国際機関の援助を受けて行われたVLSS（Vietnam

Living Standard Survey）のデータと補完的役割を果たすものであり9、大きな成果をあげた。

以上のような新しい状況のもとで、次項で触れるように国営企業改革、産業政策、財政金融

政策及び農業・農村政策の四部会が新たな課題を担う形で成立することとなる。

1－ 2 フェーズ IIにおける四部会体制

フェーズ IIにおける四部会体制の発足経緯について言及するには、1996年 3月 5日にハノイ

で行われた、フェーズ Iのワークショップ後の石川 滋教授とフックMPI次官の会談にまでさか

のぼる必要がある。この会談がフェーズ IIにおける四部会成立のベースになるからである。

会談では、フェーズ IIのトピックが、

① フェーズ Iで取り上げた問題を掘り下げていくもの。

② フェーズ Iでは取り上げなかったが、今後のヴィエトナム経済発展戦略には重要で研究が

必要とされるものの二方向から検討された。①に関していえば、フェーズ Iでは a）マクロ

経済安定化の問題、b）貯蓄率の問題、c）農村経済発展の問題、d）産業育成（工業化）の問題、

e）地域開発計画、f）雇用と失業の問題、g）貧困緩和といった問題10が取り上げられたが、a）

は一応の成果をあげ、c）はもっと掘り下げる必要あり、b）はあまり成果があがっていない、

d）、e）は更なる検討が必要とされた。②に関していえば、新たに加え研究されるべき課題

として h）産業組織の問題（国営企業改革、民間企業育成、外国投資、国内投資）、i）ヴィエ

9 この調査の詳細は渡辺 愼一［1999］「貯蓄・投資行動に関する家計調査データと金融政策」石川 滋・原 洋之介編

［1999］『ヴィエトナムの市場経済化』東洋経済新聞社 第 10章を参照のこと。また、この調査がVLSSと補完的で

あることは、例えば上記論文の脚注 5）からうかがえる。「貯蓄率に関する調査は、SISH97（筆者注：渡辺教授が

中心となった家計調査の名称）が最初だと思われる。VLSS93では、一般的に所得より消費支出の方が大きく、貯

蓄率は計算できない。SISH97では、貯蓄率が計算できるように、様々な工夫がしてある」。
10 e）から g）は、フェーズ Iにおいて Thai氏から問題提起があったトピックで、部会として組織化されるにはいた

らなかった。
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トナム経済の国際化、地域経済への融合の問題（AFTA・APEC加盟問題）があげられた。

1996年 8月 3日から 9日にかけて石川 滋教授が訪越、フェーズ IIの共同研究の大綱を協

議、決定し、これによって、フェーズ IIの四部会は発足するに至った。4つのトピック（部

会）11と各部会のサブトピック12は以下のとおりである。

A. 農業・農村開発部会

① 農業経済の改善

a. 農村貧困の軽減

b. 農業の多角化、農村雇用の増加による農村経済の改善

② 農村組織

a. 農業協同組合にかかわる問題

b. 農村金融機関にかかわる問題

③ 農村インフラの改善

a. 洪水制御と灌漑

b. 農村道路

B. AFTA・APEC・WTO等産業政策部会

① 輸出産業振興と政策

a. 電子・電機

b. 繊維・金型・船舶修理

② 輸入代替産業振興と政策

③ 中小企業振興と政策

④マクロ経済の視点からの産業発展のシナリオ

11 このときフックMPI次官からトピックについてのヴィエトナム側希望として、①農業と農村開発、②産業、③

金融・財政、④APEC・AFTA・WTO参加問題、⑤国営企業刷新の5つが挙げられた。結局、産業とAPEC・AFTA・

WTO参加問題は一本として考えられ、四部会となった。なお1996年 3月 2日石川 滋教授とド・ムオイ書記長と

の会談で、書記長から2020年に向けての長期計画という問題が提起された。これに対してフェーズ IIでは、2020

年目標も念頭に研究を進めるが直接的には取り上げないとし、途中で検討が必要になればフェーズ IIに引き続

き考えるとした。
12 サブトピック決定にあたってはヴィエトナム側の希望に対して、日本側が返答する形をとった。各部会サブト

ピックのヴィエトナム側希望は次のとおりである。①AFTA ・APEC・WTO等産業政策部会－A.石油精製、製

鉄、セメント、機械工業（自動車）、化学肥料の 5つの資本集約産業に対する具体的な産業政策、B.中小企業振

興、C.工業団地の地域的、効率的な割り振り、D.APEC・AFTA・WTOに関し、産業別の対応策につき、関税バ

リア削減と国内産業保護とのバランス、先進国輸入数量規制の研究、②財政金融部会－A. 国民の貯蓄高及び貯

蓄内容の実態調査、B.これまで実施した貯蓄動員政策の再評価。効果があがらなかった原因究明、C.国民の貯

蓄を生産活動への投資に振り向ける方策（資本市場設立）、D.国内と海外の資金調達バランス、③農業・農村開

発部会－A.農業の多角化と農村経済の振興、B.農民組織、C.農村のインフラ整備、D.地域間格差、E.資本調達、

④国営企業部会－A.現状の再評価、大がかりで広域の分野に関する実態調査、B.株式化、C.今後の方向性。
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C. 財政金融部会

① 財政セクター改革

a. 財政・租税制度改革の実態調査

b. 中央と地方の財政調整のあり方の実態調査

c. 公共投資、国営企業への投資配分メカニズムの調査研究

② 金融セクター改革

a. 家計・個人部門の貯蓄動向の調査（家計調査の実施）

b. 銀行融資の実態、銀行による融資審査、中央銀行と（民間）銀行部門の関係、企業

金融の実態調査

c. 為替管理政策の実態と問題点

③ 公的金融、長期金融制度の確立

a. 郵便貯金制度の可能性の調査

b. 公的金融機関（ヴィエトナム版財政投融資制度）の可能性の調査

c. 長期信用銀行制度設立の可能性の調査

D. 国営企業部会

① 国営企業の生産・経営・財務の現状調査

② ドイモイ以降の国営企業改革の政策及びその実施政策

③ 企業組織及び経営制度に関する現行の諸法令・示達並びに現在検討中の改正案につ

いての評価

④ 国営企業改革についての政策提言

このように、マクロ経済部会はなくなったが、新たに国営企業部会が付け加えられたこ

とが、フェーズ Iと大きく異なる点であった。

また、フェーズ IIにおいて新しく 4つの部会が発足するにあたり、部会主査もフェーズ

Iとは異なる陣容となった。すなわち、農業・農村開発部会は原 洋之介教授、AFTA・APEC・

WTOへの参加及び産業政策部会は今岡 日出紀教授、財政金融部会は堀内 昭義教授、国営

企業部会は石川 滋教授が主査となった。

以上のような部会体制を念頭に置いて、続く第 2節では、この時期、主要な問題となっ

てきたヴィエトナム経済の国際的側面に焦点をあて、それに対する取り組みとして、

フェーズ IIではどのようなことが行われたか明らかにしたい。具体的には、1－ 1でふれた、

②AFTA・WTO等国際経済組織加盟問題、③アジア通貨危機とそのヴィエトナム経済に対

する影響という 2つの問題に対する取り組みについて触れる。
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第2節：ヴィエトナム経済の新情勢と新たな研究課題

2－ 1 APEC・AFTA・WTO加盟問題

フェーズ IIでは、ヴィエトナムに、新たに現れた情勢への対応について検討されたことは先

に述べた。その一つとして、1996年 1月にAFTAの成員となり、WTO・APECなど国際経済組織

に参加申請したことによる貿易自由化という問題の重大性があげられる。ヴィエトナム側は当

初この重大性にあまり関心を示さなかった。

1997年 1月 23日から 30日まで石川教授は、ハノイを訪問し、ド・ムオイ書記長と会談した。

この会談をきっかけとして、APEC・AFTA・WTO加盟問題に対するヴィエトナム側の関心が高

まることとなり、ヴィエトナム側から、AFTA、WTO、APEC等の国際経済組織がどのような内

容と手続きとで貿易・投資自由化の目標達成をねらい、またヴィエトナムにとってそれはいか

なる性質の政策課題を提示するのかが問われた。それに対し、1997年 2月 27日日本側総括主査

の見解が、石川 滋教授から「ヴィエトナムの国際経済組織参加と日本の経験」という題でヴィ

エトナム政府に提出された13。これによって示された政策オプションは次のとおりである。

① 貿易投資の自由化による産業・企業の健全な成長の促進

② 国際社会の理解を得て幼稚産業保護を進める

③ ①、②の最適な組み合わせを追求する（日本のとってきたやり方）

また 1997年 5月 22日、23日にThai氏、Doanh氏が来日した際、「ヴィエトナム経済の新段階」

という国際経済組織参加問題に対するヴィエトナム政府の方針が提示された。その内容は①

AFTAに加盟し、WTO、APECへの参加を準備する、②「輸出指向工業化」を産業政策の最高方

針とするというものであった。これを支持する意見が日本側総括主査の石川 滋教授から示され

た。これは、1997年 6月 6日、7日のハノイワークショップにて、「日越共同研究の“これまで”

と“これから”」という覚書によって報告されている。

ところで、以上のようなヴィエトナムのAFTA・APEC・WTO加盟問題に関する検討では、ま

ずAFTA、WTO等の国際経済機関がどのようなものであるのか調べることに多くの時間と労力

が払われた。例えば、小林 良邦氏（コンサルタント）の協力のほか、AFTA・APEC・WTO等産

業政策部会の委員であったコンサルタントの舛山 誠一氏によるAFTAのジャカルタ事務所にお

ける聞き取り調査、さらにWTOの研究に関しては東海大学の高瀬 保教授の協力を得ることが

できた。この結果、AFTAの域内関税や、WTOの譲許関税に関して多くの情報を得ることがで

きた。またAFTA・APEC・WTO等産業政策部会においては、WTO-AFTAの相互関係を考慮し、

ヴィエトナムにおける有望産業を見つけることが検討された。これはフェーズ IIIに引き続き検

討されることとなる。

13 1997年 3月 23日東京ワークショップの背景論文として記録されている。
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2－ 2 アジア通貨危機とアドホック・プロジェクト

フェーズ IIも後半に入った 1997年 7月東アジア通貨危機が起こり、急遽そのヴィエトナムへ

の影響と政策対応が検討されることとなった。

1997年 11月 25日から29日、石川教授はフェーズIIの概略報告書をヴィエトナム側に渡し、説

明を行うためヴィエトナムを訪問した。大野 健一教授もそれに同行し、東アジア通貨金融危機

のヴィエトナム経済に対する影響について、MPIスタッフに対しセミナーを行った。そこでMPI

側からの強い要望があり、上の問題に対するアドホックなプロジェクトを立ち上げ、意見書を

ヴィエトナム政府に提出することとなった。

このアドホック・プロジェクトは 1997年 12月 15日に開かれた準備会議をもって正式に発足

した。このプロジェクトでは、堀内 昭義教授を主査とするアドホック委員会が構成された。主

査以外のメンバーは石川教授、大野教授、フェーズ IIの委員ではないが、伊藤 隆敏教授、河合

正弘教授、トラン・ヴァン・トゥ教授、高阪 章教授である。ヴィエトナム側もMPIを中心にし

た研究グループが、日本側と同様に組織された。12月 22日にはアドホック・プロジェクトの第

1回検討会が開催され、あけて 1998年 2月 12日には 2回目の検討会が開催された。これら一連

の検討会で議論された意見は、大野教授によって取りまとめられ、立案された作業計画を実施

したこの問題にかかる報告書のドラフトがまとめられた。その研究は次の 4つの「シナリオ」を

つくるという方法で行われた。

① 通貨の overvaluation

② 金融自由化に伴う危機

③ 銀行危機

④ 対外債務危機

これに基づき大野教授は2月 15日から 22日にドラフトのプレゼンテーションと必要なデータ

の収集を行うために訪越した。そして、最終的にアドホック報告（英語）は、大野教授により「ア

ジア金融危機のショックとヴィエトナムの政策対応」14というタイトルでまとめられた。

第3節：フェーズIIからフォローアップ・プロジェクトへ

フェーズ IIではフェーズ Iにはない様々な試みがあった。本節では、そのうち目立ったものを取

り上げていく。

その第一は、1998年 3月 22日から 23日に行われた、東京国際ワークショップである。

そもそも、日越共同研究と世界銀行など国際機関の研究の間には、ヴィエトナム経済を特徴づ

14 このアドホック報告は、石川 滋・原 洋之介編［1999］『ヴィエトナムの市場経済化』東洋経済新聞社に第 3章と

して掲載されている。



- 21 -

ける市場経済発達の著しい遅れが、計画経済体制から市場経済体制への移行や、開発過程の経済

構造転換に与える影響を、重大だと考えるか、考えないかの相違があり、そのため政策提言にお

いても重点の違いが微妙に生じていることが認識されていた15。

このような背景のもとでのワークショップに至る経緯は、1997年 10月 23日に行われた第5回部

会連絡会議における石川教授の言葉から抜き出すことができる。

「世界銀行の現地ミッションのバブソン氏から、随分前に提案のあったものである。スティグ

リッツ氏や副総裁のベアード氏との会談でも話題にのぼったので、機はそろそろ熟してきたと思

う。世界銀行は、ひとつの被援助国に対して、ドナー各国の示すポリシーオプション提案がそれ

ぞれ違うのは望ましくないと考えている。しかし、我々はあくまでオプションとして提示してい

るのであって、どのポリシーを選ぶかは、その政府の問題である、という考えをもっており、各

ドナー国のポリシーオプションを一本化することは必ずしもよいこととは考えていない。ター

ゲットや出発点でのパラダイムは世界銀行と我々との間に変わるところがあるわけではないので、

両者が了解しあうことが大切である。そこで、このワークショップでの話し合いは、confrontation

にならないように持っていきたい。」

このワークショップは成功裏に終わった。この結果は次のようにまとめられている。

「基本的な市場経済化の目的については、ヴィエトナム自身を含めて、双方（筆者注：日越共同

研究側、世界銀行を始めとする国際機関側）は同意しているのであり、またその違いに由来する調

査重点の違い（我々は市場経済未発達の状況とそのインパクトを知るための詳細な実態調査を指向

し、国際機関はマクロ経済調査及び市場経済化の設計に重点指向する）から生まれる双方のデータ

や知見には、強い補完性があり、双方にとって有益な役割を論じる可能性があることが確認され

た16。」

第二にフェーズ IIまでのプロジェクトの成果を、商業出版として世に広めることが行われた。こ

れは、日越共同研究がODA予算を使って実施された調査であり、その成果を国民に示すことは、

一種の義務であるとの認識がこの出版計画にはこめられていた。これは東洋経済新報社から、石

川 滋教授、原 洋之介教授を編者とし、『ヴィエトナムの市場経済化』と題して出版された。

第三に、この日越共同研究における「共同研究」体制の発展があげられる。これに関しては、1998

年 2月 23日に行われた、第 4回監督委員会における次の石川教授の言葉が、端的に示していると

いえる。

「フェーズ IIでは、それまでのフェーズ Iのときにでき上がった信頼関係があったため、その実

施は円滑に行われた。6月と 11月の訪越時には、ド・ムオイ書記長からコメントをいただいたが、

15 石川 滋・原 洋之介編［1999］『ヴィエトナムの市場経済化』東洋経済新聞社　v頁。
16 石川 滋・原 洋之介編［1999］『ヴィエトナムの市場経済化』東洋経済新報社、石川教授序文より抜粋。
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特に 6月の訪越時には各部会主査との面会は2時間半にも及んだ。このことは日越共同研究の成果

のひとつの特徴をあらわしているといえよう。」

以上に言及してきたような成果を残し、日越共同研究はフェーズ IIを終了した。事務局は残務

整理のため 3か月（1998年 3月～ 6月）の延長を許されたが、この時点では、後に行われることと

なったフォローアップ・プロジェクトの実施は全く考えられていなかった。ところが、日本では、

アジア通貨危機の影響が経済に及び始め、1998年度補正予算が組まれることになった。このとき

の補正予算の中には、国内事業だけでなく、海外事業も組み込まれることとなり、新宮沢構想が

円借款ベースで立案されたほか、日越共同研究のフォローアップ・プロジェクトが予算要求上の

案の一つとして盛り込まれることとなった。

一方、ヴィエトナム側からも、当時のヴィエトナムを巡る経済情勢の著しい変化もあり、日越

共同研究発足当時には予定されていなかったフェーズ IIIの実施が、日本側に要求されていた。し

かし、その要求に応じる前にフェーズ IIIの実行可能性を検討する必要があった。

以上のことから、1998年 6月下旬から 7月にかけて、このフォローアップ研究の実施が正式に

決まることになった。そして 1998年 9月 15日から 19日にかけて石川教授は訪越し、1999年 3月

に至るフォローアップ・プロジェクトを行うことにヴィエトナム側、日本側が同意し、プロジェ

クトが開始されることとなった。

フェーズ II

（1）全体実施体制：調査全体の実施体制は次頁のとおり。また特徴は次のとおりである。

1） 検討委員会は、図では業務実施コンサルタントの作業監理委員に相当するものとして位

置づけられているが、実際には検討委員会もプロジェクト研究費によって彼ら自身の報告

書の作成も行い、調査は基本的には業務実施コンサルタントではなく、検討委員会が主導

したといってよい。

2） したがって最終成果品も業務実施契約に基づくコンサルタントの成果品と検討委員会の

報告書の 2つが並行して作成され、ヴィエトナム側に提出された。

3） 通常の作業監理委員は JICAに対するアドバイザーであって、コンサルタントに対して直

接アドバイスは行わないことになっている。しかし本調査に関しては、高度な内容も含ま

れることから、検討委員会からコンサルタントへの直接の指導も必要に応じ行われた。

4） カウンターパート機関は、計画投資省（MPI）であり、同省のPhuc次官がGeneral Supervisor

を務めている。各部会の主査はMPI、MPI傘下の開発戦略研究所（DSI）、又は同じくMPI傘

下の中央経済管理研究所（Central Institute of Economic Management: CIEM）の職員が務めて

いる。またMPI/DSI/CIEMの了承を得たうえで必要に応じて他機関からの参加を得ている。
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●注　釈
フェーズ II調査に関する残存資料には実施体制について統一的・網羅的に記述されたものがなく、多数の資料の記述を
組み合わせて上図を作成した点に注意を要する。
（1）検討委員会の活動経費及び検討委員会の活動を支援する事務局の経費は、プロジェクト研究費から支出した。委員

のメンバーは後出のメンバー・リスト参照。　
（2）検討委員会最終報告書の「日越共同研究アカデミック・グループメンバーリスト」への記載者の所属機関を記載した。

メンバーはリストを参照。なお、AGとアカデミック・グループの関係は必ずしも明確ではないが、アカデミック・
グループを業務実施契約の体系に位置づけた場合の名称がAGであると考えられる。　

（3）事務局は、AGの活動支援のためにプロジェクト研究費による JICEへの委託契約によって JICA本部外に設置された
（スタッフ 2～ 3名）。

（4）検討委員会の活動を直接補佐するために、業務実施契約とは別個に傭上した（プロジェクト研究費）。
（5）契約相手方は、（財）国際臨海開発研究センター、監査法人トーマツ、（株）アイシー・ネット、（財）日本経済研究所

の 4社。
（6）業務実施コンサルタント 1の業務分野はフェーズ Iで扱われていた分野であったため、コンサルタント 1はフェーズ

Iとの継続性を考慮して特命随意契約を行った。団長はフェーズ Iと同じ関谷 宏彦氏。
（7）業務実施コンサルタント 2の業務分野はフェーズ Iで扱われていなかった分野であったため、通常のプロポーザル方

式で選定、契約を行った。団長は玉尾 豊光氏。

↓指示� ↑報告�

＜日本側＞�

ヘッド　：外務省経済協力局服部審議官�

幹　事　：深田外務省開協課長�

メンバー：外務省、大蔵省、通産省、農水省�

石川滋一橋大学名誉教授（総括主査）、原洋之

介東大教授、堀内昭義東大教授、今岡日出紀

筑波大教授　他�

＜日本側＞�

�

検　討　委　員　会（１）
�

＜ヴィエトナム側＞�

総括主査：タイDSI副所長�

MPI/DSI/CIEM（主査）�

MOF　NEU　MARD　SBV（2）�

各部会のカウンターパートとして指名�

再委託契約を通して�

謝金・活動経費を支給�
作　成�

助言� 作業指示�

JICA（担当課：社調一課）�
役務提供�

コンサルタント�
JICA（担当課：社調一課）�

アドバイザリー・グループ報告書�

（プロジェクト研究費）�

業務実施契約に基づく報告書�

（調査業務実施費）�

業務実施契約�

役務�

契約（4）�

（財政金融、資本集約型産業、農業農村開発）�

大和総研（主幹）、日経研、PCI

事務局による活動支援（3）�

委嘱状発給、謝金支給�

開 発 調 査 実 施 チ ー ム �

作
　
成�

業務実施契約に基づく報告書�

（調査業務実施費）�

作
　
成�

ス テ ア リ ン グ ・ コ ミ ッ テ ィ �

＜ヴィエトナム側＞�

ヘッド　：フックMPI（5）次官�

メンバー：関係各省�

大和総研（主幹）
（３）
、日経研、PCI

業 務 実 施 コ ン サ ル タ ン ト 1 （6）
�

（国営企業改革　輸出振興政策）�

野村総研（主幹）、トーマツ�
大和総研（主幹）

（３）
、日経研、PCI

業 務 実 施 コ ン サ ル タ ン ト 2 （7）
�
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（2）検討委員会　メンバーリスト

日本側 ヴィエトナム側

総括主査 石川　滋　 一橋大学名誉教授 Nguyen Quang Thai DSI

財政／金融部会

主　査 堀内　昭義 東京大学教授 Lai Quang Thuc MPI

田近　栄治 一橋大学教授 Le Quoc Ly MPI

渡辺　愼一 国際大学教授 Trinh Nhu Phuc MPI

黒柳　雅明 日本輸出入銀行 Tran Van Ta MOF

海外投資研究所

Duong Thu Huong SBV

Vu Van Hoa HFU

Ho Si Cuc GSO

AFTA/APEC/WTOへの参加及び産業政策部会

主　査 今岡　日出紀 筑波大学教授 Pham Quang Ham DSI

江橋　正彦 明治学院大学教授 Nguyen Duc Minh MPI

大野　幸一 アジア経済研究所 Nguyen Dinh Phan NEU

Tuong Lai Sociology Institute

Nguyen Quang Vinh SDRC

Nguyen Dinh Hai MPI

Dao Phi Thuy MPI

Nguyen Tien Hiep MPI

Dang Huu Dao MOSTE

農業／農村開発部会

主　査 原　洋之介 東京大学教授 Nguyen Xuan Thao MPI

桜井　由躬雄 東京大学教授 Phan Bao Doanh MPI

泉田　洋一 東京大学教授 Le Hong Thai MPI

Nguyen Thai Nguyen 副首相秘書

Cao Duc Phat MARD

国営企業部会

主　査 石川　滋 一橋大学名誉教授 Le Dang Doanh CIEM

平田　光弘 一橋大学教授 Tran Tien Cuong CIEM

大野　健一 埼玉大学教授 Le Xuan Ba CIEM

竹内　郁雄 アジア経済研究所 Nguyen The Phiet CIEM

岡田　依里 横浜国立大学助教授 Bui Van Dung CIEM

Nguyen Kim Anh CIEM

Nguyen Duc Tang MOF

Nguyen Duc Tien MOF

Nguyen Cong Thien GSO

Nguyen Van Quang MPI
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（3）事業費（実施計画額）

合　計 7億 6,285万 8,000円

内　訳

科　目
実施計画額 用　途

（　）内は実施計画書番号

4億3,293万8,000円

3億 2,992万円

+官団員の調査経費

+業務実施契約

+アドバイザリー・グループの調査及び報告書作成

+アドバイザリー・グループの活動支援のためのプ

ロジェクト事務局運営

開発調査事業費

市場経済化支援調査に必要な経費調査

業務実施経費

（A9501425+A9600340）

開発調査事業費

事業効率促進等に必要な経費

プロジェクト研究費

（A9600544+A9601334+A9700228+A9701630）
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第 3章：フォローアップ

第1節：　背景及び目的　

フェーズ Iでは、「1996～ 2000年の経済社会開発 5か年計画」草案に対してマクロ経済、財政金

融、産業政策、農業・農村開発の4分野にわたって助言を行った。フェーズ IIでは 5か年計画の実

施過程で生じる新しい問題に関し、財政金融、産業政策、農業・農村開発、国有企業改革の 4分

野にわたって政策助言を行い、ヴィエトナム政府指導部から高い評価を得た。しかし、1997年の

タイ・バーツの大幅下落に端を発するアジア通貨・金融危機の発生やその後のヴィエトナムの経

済情勢悪化、2001～ 2005年の経済社会開発 5か年計画起草の準備作業開始など、ヴィエトナムを

取り巻く対外経済環境が急激に変化するなかで、フェーズ I及び IIの内容を補完する必要が生じ

た。

そこで、日越関係の維持はアジアにおける非常に重要な二国間関係という事情もあって、日越

共同研究は継続されることとなった。しかし、日本側の立場として、過去 3年半にわたる共同研

究の成果を見直す必要とともに、当時のヴィエトナムを取り巻く国際情勢が急激に変化するなか

で新しい緊急課題が浮上していたため、それらが落ち着くのを見極める必要があった。そのため、

いきなりフェーズ IIIに入るのではなく、フォローアップとして継続した。

まず、フォローアップ研究立ち上げのために、1998年 9月下旬に石川 滋教授を団長とするミッ

ションを派遣した（他団員は、大野 健一教授（途中から合流）、天津 JICA派遣事業部職員（当時）、

通訳）。調査団は、ヴィエトナムのグエン・マイン・カム第一副首相兼外務大臣（当時）、レ・カ・

フュー共産党書記長（当時）、ボー・ホン・フック計画投資次官、グェン・クアン・タイ開発戦略

研究所（DSI）副所長を訪問し意見交換を行った。その結果、過去のフェーズと比較して、より小

規模に産業貿易（貿易自由化の公約の下での工業化）と財政金融（資本・金融自由化に備えての金

融セクター改革）、農業・農村開発（農業及び農家経済の発展～米穀経済に重点を置いて～）の3つ

の分野にわたる共同研究の実施を合意した。また、フォローアップ研究の手順として次の 3つの

ステップを合意した。第1のステップでは、フェーズ II後、ASEAN通貨金融危機後のヴィエトナ

ムの社会経済開発に関する総合的な評価、及び直面している諸問題をリストアップする。第 2の

ステップでは、このうち特定のイシューについてのアドホック調査を実施する。第 3のステップ

では、その結論として今後の研究課題のリストアップを行う。最終的にはフォローアップ研究の

成果として、1999年 7月ごろにワークショップを開催し、報告書を取りまとめることを合意した。

その後、石川ミッション帰国後、9月から 10月にかけて産業貿易、財政金融、農業・農村開発部

会の日本側関係者がヴィエトナムを訪問し、順次、部会ごとに研究計画案を合意していった。

フォローアップ研究は、正式には 1998年 9月下旬の石川 滋教授のヴィエトナム訪問から開始

し、1999年 7月のハノイでのワークショップ開催、1999年 12月の最終報告書完成を経て終了した。
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ヴィエトナム政治指導部の日越共同研究への期待感

レ・カ・フュー共産党書記長（当時）（1998年 9月の石川ミッション訪越時）

フェーズ I及びフェーズ IIの提言は実際の政策運用にも参考としており、決して箪笥にし

まっている研究書ではない。その現われとして、石川教授による農業重視の主張を 5か年計

画にも盛り込み、現在の農業セクターの安定がもたらされた。あれがなかったらアジア金融

危機によって、もっと深刻な経済危機に直面していた。金融セクターについては、金融及び

資本の自由化の流れは大変複雑である。今、最も大切と思うのは、ヴィエトナムの現状を見

て、何が起こっているか、いかに対応すべきか、どのようなスピードで対応すべきか検討す

ることである。そのために、日本のアカデミック・グループに 1999年の状況と2000年以降の

展望を研究してもらいたい。

グエン・マイン・カム第一副首相兼外務大臣（当時）（1998年 9月の石川ミッション訪越時）

ヴィエトナムの指導部は自分の弱いところを認識していないこともあり得るので、石川教

授の率直な意見を期待している。ヴィエトナムの体力に見合った貿易自由化の方策、国内金

融健全化のための方策、農業・農村開発の方策について具体的な提言を行ってもらいたい。必

要があれば情報提供を指示したい。

フック計画投資次官（1998年 9月の石川ミッション訪越時）

ヴィエトナム側では、フォローアップ研究を一つの重要なプロジェクトととらえている。

今回の 3つのトピックは重要かつ緊急なテーマであり、計画投資省と関係省庁からなるワー

キンググループを設置し取り組みたい。今回の石川教授の訪越に先立ってレ・カ・フュー共

産党書記長（当時）と計画投資省で 1999年の経済政策に関する意見交換を行った際、同書記長

から「ド・ムオイ前書記長が石川教授の意見を高く評価していた」とわざわざ発言があったこ

とをご紹介したい。
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第2節：取り上げた研究課題

2－ 1 3つのトピック

1998年 9月に石川ミッションによって、フォローアップ研究では産業貿易（トピック 1：貿易

自由化の公約の下での工業化）、財政金融（トピック 2：資本・金融自由化に備えての金融セク

ター改革）、農業・農村開発（トピック 3：農業及び農家経済の発展～米穀経済に重点を置いて

～）の 3部会体制とすることで合意した17。その後、総論として石川教授による「経済システム

改革とシナリオ作りの重要性～中越の経験比較による考察～」が加えられた。

2－ 2 総論「経済システム改革とシナリオ作りの重要性」

ヴィエトナムや中国のように開発途上の移行経済にとって、目標や日付をもった改革の工程

表など市場経済化のシナリオを明確にすることが決定的に重要な前提条件と考えた。シナリオ

は世界銀行、IMFがもつ市場経済化のモデルや東欧・旧ソ連諸国の事例と、ヴィエトナム政府

が行う社会文化的な条件を織り込んで行った調査研究と討議の結果を融合させ形成されていく

と考えた。この観点から、中国と比較しつつ、ヴィエトナムのシナリオ形成の進展状況、シナ

リオ形成の試行錯誤の状況を分析した。

2－ 3 産業貿易

セメント産業をケースにヴィエトナムのAFTAやWTOなど自由貿易へのコミットメントが

ヴィエトナム産業に及ぼす影響を行った。それによって、AFTAの CEPT関税やWTO加盟交渉

にその場限りでない首尾一貫とした開発戦略が反映されるようになるための分析方法の予備的

に提示を図った。

2－ 4 金融

1997年に始まったアジア通貨・金融危機において、銀行や企業に及ぼす影響を緩和するため

に政府がとった金融面のアドホックな緊急避難措置が、ヴィエトナム経済への外的なショック

の波及を軽微なものにとどめる効果をもつ一方、金融システム改革の大きな流れを停滞させる

可能性が懸念された。そこで、銀行と企業の財務状況、信用リスクと為替リスク軽減のための

アドホック措置の評価、実施済みの金融システム改革を検討した。

17 各トピックを選んだ経緯を説明すると、トピック 1と 2では、フェーズ Iでは「1996～ 2000年の経済社会開発 5

か年計画」立案に関する意見書という側面が強いなど日越共同研究は国内の側面をより重視し、AFTAやWTOに

ついてはほとんど意識していなかった。その背景には、ASEAN加盟は政治的な目標が優先され経済的な問題と

して十分に認識されてこなかったことがあげられる。1997年に入りアジア通貨金融危機が与えるヴィエトナム

経済へのインパクトを真剣に考えるようになり、国際的な側面がフェーズ IIの最後の段階から重大視されるよ

うになってきた。フォローアップ研究では、それをさらに補完するために、上記のトピックを選んだ。一方、ト

ピック 3の農業・農村開発はトピック1と 2と異なり国内的な側面の強いトピックといえるが、ヴィエトナムの

経済開発を考えるうえでどうしても必要な問題であり、取り上げることとした。



- 29 -

2－ 5 農業・農村開発（原 洋之介教授・泉田 洋一教授）

ヴィエトナムの農業・農村で中心的な位置にある米穀経済に焦点をあてた。コメ生産の動向、

生産費の構造、所得や輸出の動き、流通やポストハーベストの問題、メコンデルタ地域のおけ

る土地無し層の問題、農村金融や農業協同組合などのサポート機関の観点から、米穀経済の再

生産過程の解明を試みた。

第3節：陣容と実施体制

フォローアップ研究を円滑に実施するため、産業貿易部会、財政金融部会、農業・農村部会の

3部会を設置した。ヴィエトナム側では、フェーズ Iと II同様に、計画投資省（MPI）／開発戦略研

究所（DSI）をメインのカウンターパート機関とした。さらに産業貿易部会では、工業省（Ministry

of Industry）、商業省（Ministry of Trade）、統計総局（General Statistic Office）が参加した。財政金融

部会では、中央銀行（State Bank of Vietnam）が参加した。農業・農村開発部会では、農業・農村開

発省（Ministry of Agriculture and Rural Development）、国民経済大学（National Economics University）

が参加した。日本側では、フェーズ Iと IIの関係者が主査、主査代行となって継続性を図った。日

本側の支援体制として、東京とハノイにプロジェクトオフィスを設置し、東京には 1999年 6月か

ら専任の JICA職員を配置した。ハノイには現地コーディネーターとして企画調査員（長期）を配置

した。

第4節：　フォローアップ研究の特徴

4－ 1 ヴィエトナム側実施体制の強化・充実

フェーズ Iと IIの目的は、「1996～ 2000年の経済社会開発 5か年計画」草案への助言とその後

の実施過程で新たに生じる課題への方向性提示だった。そのため、それらの直接の担当機関で

あるMPI/DSIを中心とした実施体制をヴィエトナム側に編成することで所期の成果を収めるこ

とができた。フォローアップ研究では、さらに工夫を凝らしてフェーズ II以降のヴィエトナム

経済開発の情勢をより総合的に評価するためヴィエトナム側部会メンバーに、直接、各分野を

担当する関係機関が参加した。

その結果、これら機関が抱える問題意識をより具体的に把握できるようになった。また、統

計データの収集が容易になった。
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〈主な出来事〉

1）1999年 4月の日本側ワークショップ開催

1999年 4月 23日に JICAの国際協力総合研修所で、日本側関係者によるワークショップを

開催し、フォローアップ研究最終報告に向けた取りまとめ状況の報告、フェーズ IIIに関して

討議した。

2）1999年 7月ハノイワークショップ開催

1999年 7月 19～ 21日にハノイで、ヴィエトナム側研究グループと日本側研究グループによ

るワークショップを開催。研究最終報告に向けて研究成果を発表し、討議した。

4－ 2 日本国内の新たな動き～新宮沢構想～

フォローアップ研究が実施された時期は、1999年にヴィエトナム政府に対して新宮沢構想交

渉が進展した時期とほとんど同じだったことに触れなくてはならない。アジア通貨金融危機の

影響を受けて、ヴィエトナムへの外国直接投資が急減し、輸出の伸びが鈍化し、経済成長率が

低下した。一方、1998年から進んでいた世界銀行のSAC II（Structural Adjustment Credit）、IMFの

ESAF II（Extended Structural Adjustment Facility）交渉が合意に達していなかった。その結果、1990

年代前半に借り入れた民間債務の返済額の増大等が重なって、1999年以降資金ギャップの拡大

が見込まれ、早いタイミングの国際収支支援が必要な状況だったと。そうしたなか、①民間セ

クター振興、②大規模国有企業100社の監査、③非関税障壁の関税化の 3つを条件とした 200億

円を円借款で供与した。

第5節：フォローアップ研究からフェーズIIIへ

5－ 1 ヴィエトナム政府からの要請

フェーズ III開始に関するヴィエトナム政府からの要請は、1999年 9月に行った日越経済協力

政策協議や小渕首相（当時）が1999年 12月にハノイで開催された拡大ASEAN首脳会議出席のた

めヴィエトナムを訪問した際、レ・カ・フュー書記長（当時）から要請を受けた。

ミン計画投資省対外関係局次長（1998年 9月の日越経済政策協議）

日越共同研究の提言は、5か年計画の策定時において活用されるなど、ド・ムオイ前書記長

（当時）とレ・カ・フュー共産党書記長（当時）は石川プロジェクトを高く評価している。1998

年 9月に石川ミッションにも協力の継続を要請したが、今後、貿易自由化の下での産業発展、

金融改革、農業・農村開発の 3つの分野で研究を継続してほしい。
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5－ 2 JICAのヴィエトナム市場経済化支援のコンセプト拡充：3本柱

フォローアップ研究からフェーズ IIIへ移るとき、過去の経験や要望を生かして様々な工夫が

盛り込まれた。第 1の工夫は、JICAの市場経済化支援のコンセプトを整理したことである。

それまで、市場経済化支援といえば、日越共同研究を指した。しかし、同じタイミングで税

務行政、金融政策、中小企業振興、農業・農村開発などの各分野で研修員受入れ、専門家派遣

等の技術協力を実施していて、ヴィエトナム政府から評価を得ていた。日越共同研究の成果と

これら技術協力をいかに結びつけるかが今後の課題だった（フェーズ II終了時点で既に JICA内

部から同様の問題提起が出されていた）。そこで、3つの柱をまとめた。第1の柱は、「中長期的

な観点に立った政策助言」である。

ヴィエトナム政府が世界銀行、IMFと交渉を重ねながら移行プロセスの経済運営を進めてい

くためには中長期的な開発戦略が不可欠である。これが日越共同研究にあたる。第2の柱は、「行

政官の育成（政策実施面の支援）」である。日越共同研究は、当時の世界銀行のSAC、IMFのESAF

のようなコンディショナリティ型支援（政策改訂条件。Conditionality）と違って、あくまで技術

協力として行っている。つまり、日越共同研究は、ヴィエトナム経済の現状を分析し、その結

果に基づき政府が 5か年計画草案で設定したターゲットが妥当な水準か、それを達成するため

にはどのような政策措置が必要か、それをオプションとして提示し、一連のプロセスを日越双

方の研究者・高級官僚が一緒に作業を進めていくことによって教育的効果を期待したものだか

ら、共同研究によって出した政策オプションが、現実にヴィエトナム政府が採用したかどうか

を追及しないし、実現しなかったからといって、他の JICA支援や無償資金協力、海外経済協力

基金（OECF。現在の国際協力銀行（JBIC））の今後の支援が停止されることはない。

しかし、仮にヴィエトナム政府が出した政策オプションがヴィエトナムの現状やめざす方向

と一致しているから是非採用したいと考えたとしても、経験不足・知識不足から、実現が難し

い場合がある。例えば、税制改革支援をあげれば、ヴィエトナムの税体系をどういう方向に変

えていくべきかまとめていく段階なのか、個人所得税や法人所得税などの立法化を図っていく

段階なのか、地方税務署の組織／機構を整備していく段階なのか、日々の業務の質を向上させ

ていく段階なのか、若手人材の育成を図っていく段階なのか、どの段階にあるのか丹念に調べ

たうえで、適切な協力内容に適切な協力スキームを組み合わせて、ヴィエトナム政府の政策実

現努力を後押ししていくことを想定した。そのため、2000年に調査を実施し、財政金融、産業

貿易、農業・農村開発、国有企業改革の4分野で今後の協力の方向性を探った（このうち、農業・

農村開発分野は、長期専門家を中心に現地主導で行った）。検討のプロセスを追って、財政金融

分野の税務行政、産業貿易分野の中小企業振興、WTO加盟支援、工業標準化、工業所有権、税

関行政、農業・農村開発分野の畜産、農業教育、農業機械、灌漑排水など既に実施中の技術協

力と日越共同研究のリンケージをうまく持たせようとした。第 3の柱は、「大学の経済学・経営
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学教育の質の向上」である。その時々の情勢の変化に応じて、ヴィエトナム政府が適切に経済政

策を立案、実施していくためには、経済政策立案・実施を担う人材を輩出する仕組みが国とし

て構築されることが必要である。そのために第 3の柱として高等教育支援を中期的に展望した。

2000年度に、国民経済大学（NEU）に委託してヴィエトナムの経済学・経営学教育の現状調査を

行い、報告書を取りまとめた。

5－ 3 実施体制

日本側は、フェーズ Iと II同様に学者グループとコンサルタントグループによる部会編成を考

えた。ヴィエトナム政府側は、「2001～ 2005年の経済社会開発 5か年計画」と「2001～ 2010年の

経済社会開発10か年戦略」草案への助言がフェーズ IIIの主目的だったため、起草担当官庁であ

る計画投資省（MPI）／開発戦略研究所（DSI）をメインのカウンターパートとした。それによっ

て、日本側は日越共同研究が直接に政府の起草作業に貢献することを期待した。また、フォロー

アップ研究でより一層深く参加するようになった財政省、中央銀行などの機関に引き続き参加

してもらうことを考えた。

事業形態は、フェーズ Iと II同様に開発調査スキームで実施することになった18。円滑に実施

するために、東京とハノイにそれぞれプロジェクト事務局を設置し、東京には専任の JICA職員

を配置した。さらにハノイには長期専門家として 2名の専任コーディネーターを配置し、プロ

ジェクト事務局は、委員会活動へのサポートのほか、ヴィエトナム政府、学者グループ、コン

サルタントグループ、外務省、JICA本部の連絡調整を行った。また、フェーズ III全体の総括的

マネージメントのために総括委員会、ヴィエトナムの基本情勢監視のために基本情勢検討委員

会、個別研究テーマ推進のために分野別研究委員会（四部会）、世界銀行、IMF等主要ドナーの

動向フォローのために重要文献調査委員会の設置を考えた。

5－ 4 研究成果の発表

フェーズ IIIでは、透明性の確保、世界銀行、IMFなど国際機関、他の二国間援助機関との協

調を図るため、最終報告書を取りまとめる以外に、研究成果の発表の仕方に工夫を凝らすこと

を考えた。日本国内では毎月 1回、公開研究会を開催し、ヴィエトナムの経済、政治、社会動

向について共同研究を通じて知りえた有益な情報や中間的な研究成果を、発表に支障がないと

判断されるものを発表した。ドナーに対しては、ハノイで開催するワークショップに招待する

18 開発調査では、一般的にはマスタープラン（M/P）やフィージビリティスタディ（F/S）を行い、調査終了後、特に

F/S型の開発調査では援助受入国政府によって予算措置がとられ具体的なプロジェクトとして実施に移されるこ

とが期待される。日越共同研究のフェーズ Iから IIIまで開発調査スキームが適用された背景は、1～ 2年間にわ

たって大勢の学識者、コンサルタントによる実施体制を組めるスキームは何かを探ったとき、開発調査が最も

適切だったことが挙げられる。
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のはもちろん、学者グループがヴィエトナムを訪問する際、可能な限りドナーを訪問し、意見

交換、研究活動の透明性向上に努めた。

フェーズ III

（1）実施体制の全容は下図のとおりだが、特徴は次のとおり。

1） 総論、財政／金融、農業・農村、産業／貿易及び国有企業改革／民間セクター振興の5分

野について各々部会を設置し、研究を実施する。各部会は、研究委員会（学識経験者を中心

に構成）及び研究委員会を補佐する研究支援グループ（コンサルタント、大学助手等で構

成）によって構成される。

2） 本研究は研究委員会主導で進められ、コンサルタントの役割は研究委員会の補佐的業務

が中心となる。このため、研究の成果品の作成及び品質については、研究委員会が責務を

負うこととする（推薦依頼及び委嘱状にその旨記載）。

3） コンサルタントの活用方法についてであるが、フェーズ I、II では学識経験者等の研究

チームと業務実施コンサルタントが並行して調査を実施して、2種類の報告書を作成した。

フェーズ IIIではこの方式は採用せず、学識経験者と役務提供コンサルタントによる部会ご

との調査チームを組織し、学識経験者が報告書の最終的な作成を行う方式で実施した。こ

れは、コンサルタントには市場経済化に係る高度な政策提言を策定し得る能力が必ずしも

備わっていないため、この分野の調査研究では学識経験者の活用が最も有効と考えられる

こと、これまで作成した業務実施コンサルタントの報告書は学識経験者の報告書の陰に置

かれてあまり活用されなかったこと、したがって、学識経験者の調査研究に向けて資源を

集中的に投入するべきであるとの考えに基づいている。

このため本件調査では、部会ごとに学識経験者の補佐に最適と思われるコンサルタントを役

務提供契約で傭上した。契約先は、野村総研（総論、国営／民間）、三和総研（国営／民間）、

IC-Net（農業）、日本経済研究所（財政／金融）の 4社と 5契約である。

4） 研究委員会及び研究支援グループをサポートするための事務局を東京及びハノイに設置

した。東京事務局にはインドシナ課職員及び支援要員 2名を配置し、ハノイ事務局には専

門家 2名他を配置した。

5） カウンターパート機関は、計画投資省（MPI）であり、同省のPhuc次官がGeneral Supervisor

を務めた。ヴィエトナム側総括主査はMPI傘下の開発戦略研究所（DSI）の Thai副所長が務

め、各部会の主査はMPI、DSIまたは中央経済管理研究所（CIEM。MPI傘下研究機関）の職

員が務めている。また部会のメンバーについては、必要に応じて他機関からの協力を得て

いる。
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（2）研究委員会　メンバーリスト

日本側 ヴィエトナム側
総括主査 石川　滋　 一橋大学名誉教授 Nguyen Quang Thai DSI

総論部会

主　査 石川　滋 一橋大学名誉教授 Nguyen Quang Thai DSI

西村　可明 一橋大学教授 Tran Dinh Nghiem PPH

Tran Van Tho 早稲田大学教授 Phan Ngoc Mai Phuong OOG

福井　宏一郎 （株）KDDI理事 Do Quoc Sam MPI

大野　幸一 アジア経済研究所 Vo Dai Luoc WEI

菊池　道樹 法政大学教授 Pham Quang Ham DSI

江崎　光男 名古屋大学教授 Nguyen Dinh Phan NEU

Vu Quang Minh OOG

Tran Phuong Lan MOT

Han Manh Tien CONCETTI

産業／貿易部会

主　査 Pham Quang Ham DSI

主査代行 大野　健一 政策研究大学院大学教授

木村　福成 慶應義塾大学教授 Pham Chi Cuong VSC

川端　望 東北大学助教授 Nguyen Huu Tho VSC

Du Huu Hao MOI

Duong Dinh Giam MOI

Le Minh Duc MOI

Nguyen Van Vinh DSI

Nguyen Thi Nga DSI

Vu Thi Ngoc Phung VEA

Nguyen Van Thuong

Pham Hong Chuong

Mai Ngoc Cuong

Hoang Duc Than

Nguyen Ke Tuan

Do Duc Binh

Truong Dinh Chien

Nguyen Duy Bot

Phan Dang Tuat

Pham Thai Hung

Tran Van Hoe

Pham The Anh

Ngo Hoai Lam

Nguyen Duc Hien

Hoang Viet

Nguyen Thuong Lang

Vu Minh Duc

Vu Huy Thong

財政／金融部会

顧　問 Lai Quang Thuc MPI

主　査 堀内　昭義 東京大学教授 Le Quoc Ly MPI

主査代行 渡辺　愼一 国際大学教授 Nguyen Doan Hung MPI

田近　栄治 一橋大学教授 Ha Xuan Tu MPI

Le Viet Duc MPI
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Tran Van Son MPI

Dang Van Thanh MPI

Nguyen Quynh MOF

Nguyen Ngoc Tuyen MOF

Ngo Huu Loi MOF

Nguyen Van Phung MOF

Pham Ngoc Thach MOF

Nguyen Duc Tang MOF

Quach Duc Phap MOF

Truong Ba Tuan MOF

Nguyen Thu Thuy MOF

Nguyen Thi Kim Thanh SBV

Chu Thi Hong Minh SBV

Nguyen Ngoc Bao SBV

Nguyen Phuong Lan SBV

Nguyen Thu Ha SBV

Nguyen Van Tan SBV

Nguyen Thi Hong SBV

Le Phuong Lan SBV

Nguyen Son SSC

Dao Le Minh SSC

Phung Xuan Nha HNU

Cao Cu Boi NEU

農業／農村開発部会

主　査 原　洋之介 東京大学教授 Le Hong Thai MPI

主査代行 泉田　洋一 東京大学教授 Dao The Tuan VASI

桜井　由躬雄 東京大学教授 Nguyen Sinh Cuc GSO

池本　幸生 東京大学助教授 Nguyen Van Tiem Farmers Association

Nguyen The Nha NEU

Dang Kim Son MARD

Nguyen Thanh Duong MPI

国営企業改革 /民間セクター振興部会

石川　滋 一橋大学名誉教授 Le Dang Doanh CIEM

江橋　正彦 明治学院大学教授 Tran Tien Cuong CIEM

丸川　知雄 アジア経済研究所 Nguyen Dinh Tai CIEM

岡本　康雄 文京女子大学教授 Bui Van Dung CIEM

長瀬　勝彦 駒澤大学助教授 Cu Ngoc Huong CIEM

Nguyen Van Huong CIEM

Nguyen Kim Anh CIEM

Nguyen Thi Luyen CIEM

Nguyen Anh Dung CIEM

Nguyen Nam Hai CIEM
Ta Minh Thao CIEM
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（3）事業費（実施計画額）

合　計 4億 3,424万円

内　訳

科　目
実施計画額 用　途

（　）内は実施計画書番号

+官団員の調査経費

+役務提供コンサルタント技術費

+アドバイザリー・グループの調査及び報告書作

成

+アドバイザリー・グループの活動支援のための

プロジェクト事務局運営

4億 3,424万円調査諸費

（A9901733+A0000122）

合　計 4億 817万 5,000円

内　訳

科　目
実施計画額 用　途

（　）内は実施計画書番号

+官団員の調査費

+役務提供契約

+アドバイザリー・グループの調査及び報告書作

成

+アドバイザリー・グループの活動支援のための

プロジェクト事務局運営

開発調査事業費

市場経済化支援調査に必要な経費調査

業務実施経費

（A9501425,A9501785）

開発調査事業費

市場経済化支援調査に必要な経費調査

業務実施経費

（A9501425, A9600340）

開発調査事業費

事業効率促進等に必要な経費

プロジェクト研究費

（A9501131,A9501736）

7,692万 3,000円

3億 550万 4,000円

2,574万 8,000円
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第 4章：フェーズ III

クロノロジー

1999年 7月 16日　駐越中村日本大使よりザーMPI大臣に対してフェーズ IIIの採択を通知 於ハ

ノイ

1999年 11月 4日　Scope of Work・Minutes of Meetings署名 於ハノイ

署名者：池田外務省開協課企画官、地曳 JICA事務所長、フックMPI次官、タイDSI副所長

1999年 11月 25日　日本側プロジェクト立上総会 於東京

出席者：石川教授、部会主査／主査代行、外務省、JICA

2000年 5月 25日～ 6月 1日　総論部会カウンターパート来日

総論部会のカウンターパートが来日し、総論部会の中間成果に係る協議及び各部会の進め方

についての意見交換を行った。

2000年 6月 25、26日　農村工業部会セミナー（ハノイ）

日本側からは農村工業部会アカデミック・グループ、大使館、JICA事務所、JICA専門家、ヴィ

エトナム側からは計画投資省副大臣をはじめ、国家銀行、地方人民委員会、大学等の研究機関

から出席を得、農村工業研究の中間成果の報告を行った。

2000年 7月 26、27日　東京ワークショップ

全部会のカウンターパートが来日し、本件調査の中間成果の報告／協議を行った。当時ヴィ

エトナムは世界銀行の CDFパイロットカントリーに選定されていたが、これを巡ってワーク

ショップ中にフックMPI次官より、ヴィエトナム政府は経済開発において強いOwnershipを発揮

する。

2000年 10月 16日　産業貿易部会 鉄鋼セミナー（ハノイ）

また鉄鋼産業が日越双方の関心が集中したテーマであることを踏まえ本セミナーが実施され

た。日本側からは産業貿易部会、総論部会のアカデミック・グループ、JICA事務所、JICA専門

家が出席した。また日本から新日本製鐵社員が派遣され、プレゼンテーションを実施した。ヴィ

エトナム側からはDSI、VSCの他大学等研究機関が参加し、鉄鋼業研究の成果報告を実施した。
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2000年 12月 8、9日　ハノイ・ワークショップ

日本側関係者が訪越し、最終報告書（案）を基に本件調査の成果の報告／協議を行った。ヴィ

エトナムからは計画投資省次官はじめ本件調査関係者全員が出席し、世界銀行、IMF、ADB、

UNDP他国際機関や諸ドナーから多数の出席者を得た。またヴィエトナム側の要望により、ワー

クショップとは別の場で、石川教授からレ・カ・フュー共産党書記長に対して、1996～ 2000年

及び 2001～ 2005年の 5か年計画についての意見表明が行われた。

2001年 4月 20日　総括報告会　於東京

日本側関係者（学識経験者、コンサルタント、関係省庁等）を対象に、フェーズ IIIの総括報告

が行われた。

第1節　フェーズIからフォローアップまでの経緯

JICAはヴィエトナム市場経済化支援計画策定調査フェーズ I（1995～ 1996年度）及び同フェーズ

II（1997～ 1998年度）を開発調査により実施し、また専門家派遣によりフォローアップ・プロジェ

クト（1998～ 1999年度）を実施した。

フォローアップ・プロジェクト終了時のヴィエトナム経済は、1997年に発生したアジア危機の

後遺症である輸出成長の低下や直接投資額の減少等に直面する一方で、米越通商協定やAFTA加

盟に伴う関税・非貿易障壁削減などの国際経済への統合に関する対応方針の策定も緊急性を増し

ていた。ヴィエトナム政府当局はこのような困難かつ複雑な経済環境下で 2001年から 2005年まで

の新 5か年計画に着手することを迫られていた。

これに対してヴィエトナム政府は、新5か年計画策定に必要な政策研究支援を得るために、フォ

ローアップ・プロジェクトの終了後直ちにヴィエトナム市場経済化支援計画策定調査フェーズ III

を開始することを日本国政府に要請した。日本国政府はヴィエトナム要請を採択し、1999年 11月

4日に S/Wを署名・交換した。

第2節　フェーズIIIの発足

2－ 1 案件採択と当時の経済環境

フォローアップ・ハノイ・ワークショップ前の石川教授－ザーMPI大臣会談（1999年 7月 16

日）において、在ヴィエトナム日本国大使よりフェーズ IIIの採択が通知された19。

当時のヴィエトナム側の問題意識は、次のような経済環境を背景にしていたと推測される。

19 1999年 7月 16日ザーMPI大臣との会見記録〈FUPG990716〉
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● 世界銀行、IMFとの構造調整融資交渉の難航

世界銀行、IMFとヴィエトナム政府は、国営企業改革、銀行改革、貿易自由化の3分野に

係るコンディショナリティの受入れについて調整を行っていた20（1999年 7月 16日ズワイン

CIEM所長）。アジア経済危機後にヴィエトナム政府が採用した衝撃緩和措置が世界銀行、

IMFが主張するコンディショナリティに対立していたものと推測される21。

なお、フェーズ IIIでは財政金融部会と国営企業部会がこの問題を重視、特に金融分野で

は現状を把握するためにヴィエトナム側関係者に多数の論文執筆を依頼し、もともとから

金融制度の未成熟さと衝撃緩和措置があいまってもたらした、ヴィエトナムの金融制度の

歪みについて研究し、対処法についての提言を策定した。

● アジア危機の後遺症

経済成長の減速、投資マインドの冷え込み、外国直接投資の減少等22が確認されていた。

● 国営企業の非効率性と民間企業振興、経済統合と国際競争力のある産業の育成

当時交渉中の米越通商協定や 2006年が期限のCEPTへの加盟を控える一方で、国営企業

の経営効率が低い。このため国営企業改革を進める一方で、民間企業の発展を促進するた

めに新企業法の施行を準備していた23。

● 更なる農村開発の必要性

ヴィエトナムの農業部門は、1988年から1998年にかけて5.0％の平均成長率を達成した24。

また農村部の貧困人口は、1993年から 1998年にかけて66％から 45％に低下しているが、都

市部では同時期に 25％から 9％に低下しており、依然都市・農村間の貧困格差は解消して

いない25。さらに、1998年の地域別貧困率は、北部高地地域59％、中部高地地域52％、ヴィ

エトナム平均37％、農村部平均45％であり26、地域間の貧困格差も依然解消されていなかっ

た。

このような状況に対してヴィエトナム政府は特に農村部の所得向上政策を重視していた。

日本側はこれに対して、農業・農村開発部会内部に、従来からの研究テーマであった農業

生産の強化に加え、農村工業化を研究するグループを設置してヴィエトナム側の問題意識

に応えた。なお、農村工業化グループはヴィエトナム側の発案に基づいて 2000年 6月 25、

26日にハノイにおいて農村工業化の研究報告セミナーを実施した。

20 1999年 7月 16日ズワインCIEM所長発言〈前掲文書〉
21 ズワイン所長は 1997年 9月以降交渉が難航していると指摘している〈前掲文書〉
22 1999年 7月 17日タイDSI副所長発言〈前掲文書〉
23 前注ズワイン、タイ発言〈前掲文書〉
24 世界銀行
25 "VIETNAM Attacking Poverty, Poverty Working Group for Viet Nam （1999） "
26 "VIETNAM Attacking Poverty, Poverty Working Group for Viet Nam （1999）"
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2－ 2 部会の結成と研究トピックの決定

ハノイ・ワークショップ終了後の日越会議で総論部会を含む 5部会体制によってフェーズ III

を実施することが決定された。5部会とは、総論、産業／貿易、財政／金融、農業・農村開発、

国営企業改革／民間企業振興の各部会である。フェーズ IIIでは開始当初からこれら 5部会が発

足し、分野別の研究が行われた。各部会の研究トピックは、日越研究委員間での打合せを経て、

最終的には 1999年 11月 4日に合意された S/Wによって、以下のとおりに決定された。

トピック 1　総論

国際経済への統合過程におけるヴィエトナムの産業発展戦略を研究する。

トピック 2　産業／貿易

AFTA、WTO等への加盟に伴う自由貿易体制への移行が、ヴィエトナム産業に与える影響

を研究する。鉄鋼業及び繊維・縫製産業をモデルケースとして研究を行う。

トピック 3　財政／金融

サブトピック 1 開放経済下における効率的かつ安定した金融システムを構築するため

に、ヴィエトナムの金融セクター改革シナリオの研究を行う。

サブトピック 2 付加価値税及び予算法の施行に伴う問題の研究を通じてヴィエトナムの

開発政策を再検討する。

トピック 4　農業・農村開発

サブトピック 1 農業生産性及び農家収入増加の方策を研究する。そのために農業の多角

化、政策問題、農業サポート機関（農業協同組合、農村金融機関等）及び

土地政策等について研究する。

サブトピック 2 農村工業育成の方策を研究する。研究に際しては農村から都市への人口

移動の問題も考慮する。

サブトピック 3 高地等における貧困改善策の研究を行う。

トピック 5　国営企業改革／民間セクター振興

サブトピック 1 歴史的経緯及び他国との比較を踏まえて、ヴィエトナム国営企業改革に

ついて研究する。

サブトピック 2 ヴィエトナムの企業集団（General Corporations: GC）について、その組織、

経営及び技術的な面を研究する。モデルとして通信及び繊維・縫製のGC

を取り上げる。

サブトピック 3 ヴィエトナムの現在及び将来における民間企業家及び民間資産の利用可

能性について研究する。
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第3節　実施体制

実施体制の全容は下図のとおりであり、その特徴は次のとおり。

（1）総論、財政／金融、農業・農村、産業／貿易及び国有企業改革／民間セクター振興の 5分

野について各々部会を設置し、研究を実施する。各部会は、研究委員会（学識経験者を中心に

構成）及び研究委員会を補佐する研究支援グループ（コンサルタント、大学助手等で構成）に

よって構成される。

（2）プロジェクト全体の運営は総論部会がとり行う。

（3）本研究は研究委員会主導で進められ、コンサルタントの役割は研究委員会の補佐的業務が

中心となる。このため、研究の成果品の作成及び品質については、研究委員会が責務を負う

こととする（推薦依頼及び委嘱状にその旨記載）。

（4）コンサルタントの活用方法についてであるが、フェーズ I、IIでは学識経験者等の研究チー

ムとコンサルタント・チーム（業務実施契約）が並行して調査を実施して、2種類の報告書を

作成した。フェーズ IIIではこの方式は採用せず、学識経験者と役務提供コンサルタントによ

る部会ごとの調査チームを組織し、学識経験者が報告書の最終的な作成を行う方式で実施し

た。これは、コンサルタントには市場経済化に係る高度な政策提言を策定し得る能力が必ず

しも備わっていないため、この分野の調査研究では学識経験者の活用が最も有効と考えられ

ること、これまで作成した業務実施コンサルタントの報告書は学識経験者の報告書の陰に置

かれてあまり活用されなかったこと、したがって、学識経験者の調査研究に向けて資源を集

中的に投入するべきであるとの考えに基づいている。したがって報告書も共同研究委員会の

責任で作成するものに一本化する。なお図では日越共同研究委員会が役務提供コンサルタン

トに対して指示を出すことになっているが、実際は日本側委員のみがコンサルタントや大学

院生に対して指示を出しており、ヴィエトナム側委員には指示命令権限はない。

このため本件調査では、部会ごとに学識経験者の補佐に最適と思われるコンサルタントを

役務提供契約で傭上した。契約先は、野村総研（総論、国営／民間）、三和総研（国営／民間）、

IC-Net（農業）、日本経済研究所（財政／金融）の 4社と 5契約である

（5）研究委員会及び研究支援グループをサポートするための事務局を東京及びハノイに設置し

た。東京事務局にはインドシナ課職員及び支援要員 2名を配置し、ハノイ事務局には専門家

2名他を配置した。

（6）カウンターパート機関は、計画投資省（MPI）であり、同省の Phuc次官がGeneral Supervisor

を務めた。ヴィエトナム側総括主査はMPI傘下の開発戦略研究所（DSI）のThai副所長が務め、

各部会の主査はMPI、DSI又は中央経済管理研究所（CIEM。MPI傘下研究機関）の職員が務め

ている。また部会のメンバーについては、必要に応じて他機関からの協力を得ている。



- 43 -

Appendix 日本側のプロジェクト実施体制

はじめに

フェーズ Iからフェーズ IIIの実施体制については、既に本編第 1章から第 4章の各章において

説明を行った。このAppendixでは、日本側の実施体制について、各フェーズの比較、分析、評価

もしくは改善の提案を行う。実施体制に係る問題は非常に広範囲にわたるが、ここでは以下で述

べる分析の視点に従って、コンサルタントの活用等に絞って分析を行う。

分析の視点であるが、そもそもプロジェクトの実施体制は特定のプロジェクト目的をなるべく

効率的に達成するように設計されることが基本原則であると考えられる。ヴィエトナム市場経済

化支援計画策定調査の場合には、市場経済化支援政策を策定するという目的に照らして、政策提

言を策定し得る高度な研究能力を有する専門家集団を確保することと、これら専門家集団が能力

を十分に発揮するための支援機能、すなわち事務局機能が必要とされ、前者は学識経験者とコン

サルタント、後者は JICAが JICE契約で設置した事務局が中心になって担ってきた。なお、フェー

ズ IIIでは前者に大学院生が加わっている。

以下本文では以下の順序で分析を展開する。最初に研究の核となる学識経験者とコンサルタン

トの活用方法について分析を行う。両者の活用方法は、研究の質と事業費（特にコンサルタント）

に大きな影響を与える。なお、フォローアップ研究は他のフェーズとは異なって専門家派遣事業

で実施しており、事業規模や実施体制が他のフェーズとは根本的に異なるため、ここでは考察の

対象としない。

次に事務局の体制について分析を行う。事務局は単にプロジェクトを運営するだけではなく、

他案件との連携を促進し、知的支援の成果を JICA内外で共有する等の重要な機能を有する。

最後にフェーズ IIIで活用された大学院生について述べる。大学院生は地域言語等特殊な能力を

有しているうえ、ヴィエトナム以外の知的支援の学識経験者からも大学院生を活用したいという

希望が寄せられているため、活用方法を改善する意義は大きいと思われる。

なお、実施体制構築に係る全責任が JICAにあることはいうまでもない。したがって、本文にお

ける考察の一切は学識経験者をはじめとする JICA外の関係者を対象とするものではなく、もっぱ

ら JICAを対象とするものであることをはじめに述べておく。

1. 学識経験者とコンサルタントの役割分担

本章では、最初に各フェーズにおける両者の役割分担を把握し、その分析・評価を行う。次

にフェーズ IIIで明らかになったコンサルタント選定の問題を取り上げ、最後に本章のまとめを

行う。
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1－ 1 フェーズ Iにおける役割分担

（1）学識経験者とコンサルタントの役割

学識経験者、業務実施コンサルタントとも高度な専門能力によって政策提言を策定す

ることを期待されていた。双方とも成果品を作成し、JICA及びヴィエトナム政府に提出

した。

（2）分　析

フェーズ Iでは、学識経験者とコンサルタントの活用方法は、少なくとも建前上は通常

の開発調査の実施体制にほぼ倣っている。高度な専門能力を有すると見られる学識経験

者の一群をアドバイザリー・グループとして設置して JICAに対するアドバイザー的役割

を持たせるなど、通常の作業監理委員会的な位置づけを与えていること、またコンサル

タントを業務実施契約で傭上し、レポートの作成と品質についてコンサルタントに責任

を帰さしめていることなどがそれにあたる。

一方学識経験者が監督委員会1に対して調査の進捗報告を行ったり、自らも成果品を作

成した（これに係る経費は、通常の調査業務実施経費ではなく、プロジェクト研究費から

充当されている）ことなどは、学識経験者に作業監理委員以上の役割が与えられていたこ

とを示唆する。

このように建前上は通常の開発調査に倣った実施体制を採用しつつ、それに納まらな

い枠組みになっていることは、過去に類例の無い大規模知的支援事業を実施するなかで

様々な工夫が施された結果であると思われる。その一方でフェーズ Iの実施体制は、学識

経験者と業務実施コンサルタントの両方に高度な研究能力を求める体制になっているた

め、例えば、学識経験者と業務実施コンサルタントの成果品が、同様の課題について並

列して作成された。実際に、参考にされたのはもっぱら学識経験者が作成した成果品と

なり、業務実施コンサルタントの成果品はあまり参考にされないという、資源の分散投

入による非効率が発生する可能性がある。

また通常では、業務実施コンサルタントは成果品の作成について責任を負う一方、成

果品作成について自主性を与えられる。しかし第 1章で述べたように、コンサルタント

は学識経験者から直接指示を受けたり、一部の業務実施コンサルタント団員が学識経験

者作成の成果品にペーパーを記載している。

業務実施契約を採用したということは、コンサルタントが必要十分な高度な研究・提

言策定能力を保有しているということを暗黙の前提としているはずであるが、より高度

1 監督委員会はフェーズ I、IIの時に設置された。外務省経協局審議官が委員長を務め、委員は外務、大蔵、通産、

農水（フェーズ IIのみ）等で構成されている。事実上日本側の最高意思決定機関であり、学識経験者及びコンサ

ルタントから調査の進捗について報告を受け、調査方針を決定した。
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な能力を有する学識経験者との役割分担があいまいであったため、業務実施契約の形態

が徐々に変容していったものと推測される。

このようにフェーズ Iの実施体制については、従来の枠組みを超えた新しい実施体制を

模索しながらも、全体的な整合性を備えるには至っていなかったということができる。

1－ 2 フェーズ IIにおける役割分担

（1）学識経験者とコンサルタントの役割

投入要素 機　能 成果品作成
学識経験者

業務実施コンサル

タント

役務提供コンサル

タント

高度な専門能力によって政策提言を策定する。

現地調査を中心にヴィエトナム市場経済化の実態把握と

政策提言策定に資する調査分析を行い、学識経験者を補

佐する注。

学識経験者の補佐（資料情報収集等）

有

有

無（学識経験者の成

果品に論文を収録）

学識経験者

役務提供コンサル

タント

高度な専門能力によって政策提言を策定する。

学識経験者の補佐（資料情報収集等）

有

無（学識経験者の成

果品に論文を掲載）

注：業務実施契約書上では、コンサルタントの業務範囲はフェーズ Iとフェーズ IIとの間の相違は判

然としない。この箇所の記述は当時の担当者からのヒアリングに基づくものである。

（2）分　析

フェーズ IIでは、業務実施コンサルタントに加えて、学識経験者を直接補佐すること

を目的として役務提供コンサルタントが傭上された。なお業務実施コンサルタントには

通常どおり成果品を作成する義務がある一方で、学識経験者を補佐することも事実上の

業務内容とされており、そのために指示書の作成に関して ICAと学識経験者との間で事

前の打合せが行われた。

成果品については、ヴィエトナム側へは学識経験者の報告書のみが提出された。コン

サルタントによるペーパーは学識経験者の報告書の一部として収録された。

これにより学識経験者の能力を効果的に発揮するための体制が拡充されたが、その一

方で業務実施コンサルタントに二重の役割を与え、さらに役務提供契約を採用したこと

は実施体制を複雑にし、フェーズ Iの問題点であった学識経験者と業務実施コンサルタン

トの並列による資源の分散投入をより大きくしてしまったともいえる。

1－ 3 フェーズ IIIにおける役割分担

（1）学識経験者とコンサルタントの役割

投入要素 機　能 成果品作成
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（2）分　析

フェーズ IIIでは、通常の開発調査実施体制をゼロから見直して、実施体制が全体的な

整合性を保ちつつ、資源の分散投入を避けるために設計思想の再構築を行った。

すなわち、フェーズ I、II及び JICAが実施した他国の市場経済化支援の経験を振り返っ

てみると、市場経済化支援の研究に関しては学識経験者の方がコンサルタントより高度

な能力を有していると考えられるため、研究の核となって主導をするのは学識経験者に

集中した。一方で学識経験者は本来業務を抱えながら JICAのプロジェクトに関与してい

るため、研究に必要な全業務についてコミットすることはできない。このため資料収集

やアンケート調査等の情報収集や予備的な分析、ヴィエトナム側との連絡調整等を役務

提供コンサルタントが担当して学識経験者を補佐することにより、学識経験者の協力を

可能にしつつ、学識経験者及びコンサルタントの比較優位にのっとった実施体制を構築

した。また成果品の作成・品質についても、学識経験者が最終的な責任を負うこととし、

成果品の並列作成は行わなかった。この結果、学識経験者を核とするシンプルかつ明快

な実施体制が構築される一方で、事業費もフォローアップを除く全フェーズ中最も低く

抑えることができた。

またフェーズ I、IIでは調査諸費とプロジェクト研究費を併用していたが、フェーズ III

では調査諸費に一本化した。これにより後から事業内容や経費を追跡することが容易に

なった結果、経費管理における透明性が増したといえよう。

1－ 4 役務提供コンサルタント傭上に係る問題

1－ 3において学識経験者と役務提供コンサルタントを組み合わせた実施体制が、全体的

な整合性と費用の観点から優れていると分析した。しかし、役務提供コンサルタントの活

用には次の問題がある。

（1）業務内容設計及び数量算出

フェーズ IIIでは学識経験者を支援するためのコンサルタント傭上であることから、学

識経験者自身にこれらの原案作成を依頼していた。原案に対して JICAはほとんど修正を

加えなかった。その理由は、業務が具体的に伴う作業内容や量について、JICAが学識経

験者に対して修正を要求するだけの根拠をもっていないことによる。市場経済化支援の

コンサルタントは外部協力者のアシスタントとして傭上することから一件一件がオー

ダーメイドであるため、今後も根拠の蓄積は進みにくいと思われる。

（2）コンサルタント選定

学識経験者を調査の主導者とする場合には、彼らが調査を進めやすい体制を構築する

ことが重要であるが、彼らの中には自分の知っている特定のコンサルタントの活用を希
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望する者も多い。しかし現在の調達システムでは、コンサルタントの選定権限は JICAが

独占しており、学識経験者の意向は反映されないシステムとなっている。このため実際

に学識経験者の意向が反映されず、希望とは異なるコンサルタントが選定されることが

ある。コンサルタントの選定、モニタリング、評価について外部協力者の意向を反映す

るスキーム整備を検討する必要性がある。

1－ 5 まとめ

以上フェーズ Iからフェーズ IIIまでの実施体制について、学識経験者とコンサルタント

との役割分担に絞って考察を行った。本件プロジェクトは過去に類例のないプロジェクト

であったため、実施体制もフェーズごとにそれまでの反省を生かしながら修正が加えられ

てきた。いずれのフェーズでも開発調査としては大規模な金額を投入しているが、実施体

制によってその金額に大きな違いが生じていることも事実である。実施体制は費用対効果

を慎重に検討して構築されるべきものであり、フェーズ Iから IIIの経験は、今後の市場経

済化支援案件の実施体制検討の際に極めて有用であると考えられる。そのために、実施体

制面を含む市場経済化支援の詳細な評価を、速やかに実施するべきであろう。

なお 1－ 4で分析したとおり、現在の JICAのシステムでは学識経験者の意向を反映させ

るのが困難なところがある。現況は学識経験者が何をやるかを決め、JICAはあまり検討を

行わずにそれを受け入れながら、実施段階で制約を課している。これを逆にして、最初に

JICAが学識経験者と相談のうえ、何をどの程度の費用で行うかを決定し、その枠内におけ

る実施体制の構築については学識経験者に責任と権限を与えるべきではないかと思われる。

あるいはコンサルタントの選定基準の作成に学識経験者を関与させる、又は学識経験者に

持ち点を与えて評価に参加させる等の工夫が必要かと思われる。

2. 事務局体制

1－ 1 事務局体制概観

フェーズ I～ III では学識経験者及びコンサルタントの調査研究活動を支援するための

JICA直営のプロジェクト事務局を東京2及びハノイに設置した。各フェーズにおける JICA

プロジェクト事務局の概要は次項の表のとおりである。

フェーズ I、IIの場合には、業務実施コンサルタント以外の学識経験者と役務提供コンサ

ルタント（フェーズ II のみ）の活動を支援するために事務局が整備された。したがって

フェーズ I、IIの場合には JICAプロジェクト事務局の他に、通常の業務実施契約に倣って

2 正確に言うと東京事務局の設置・運営は JICAが JICEに委託して行われた。
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業務実施コンサルタントの事務局も設置されている。フェーズ IIIの場合には業務実施契約

を活用しなかったため、学識経験者と役務提供コンサルタントの活動を支援するための

JICAプロジェクト事務局のみが設置された。

委員名簿の管理：謝金・交通費の計算：会議

の準備運営：ワークショップの準備運営：調

査報告書の編集・印刷・製本手配：関係者間

の連絡中継、業務調整：石川教授のセクレタ

リー業務（タイピング、スケジュール管理

等）：事務局の管理：資料の収集、管理及び送

付

フェーズ IIIでは JICA職員が事務局に配置され

たため上記に以下の業務が追加された：

調査方針の検討：予算要求・管理：調査団日程

調整及び便宜供与依頼、送金手続き：委員委嘱

業務：他案件との連絡調整：コンサルタント契

約事務：事務局契約事務

代表：JICE研究員

アシスタント：2名

場所：新宿三井ビル内一室

代表：JICE研究員

アシスタント：2名

場所：アジア経済研究所内二室

代表：なし

アシスタント 1名のみ配置

場所：国総研内一室

代表：JICA担当職員

アシスタント：2名

場所：JICA本部近くの賃貸物件一室

業務内容

フェーズ I

フェーズ II

フォローアップ

フェーズ III

東京事務局 ハノイ事務局
調査団（学識経験者及び役務提供コンサル

タント）に対する便宜供与手配及びアテン

ド：関係者間の連絡中継、業務調整：ワーク

ショップの準備運営：資料の収集、管理及び

送付：事務局の管理：ローカルスタッフの契

約事務

フェーズ IIIでは業務実施コンサルタントを

傭上しなかったため上記に以下の業務が追

加された：

ローカルコンサルタントとの契約事務

代表：企画調査員

場所：ハノイ市内の一軒家

代表：企画調査員

場所：ハノイ市内の一軒家

代表：企画調査員

場所：なし（企画調査員は JICAヴィエトナ

ム事務所で勤務）

代表：JICA専門家（他に 1名専門家を配置）

ローカルスタッフ：2名

場所：JICAヴィエトナム事務所の上階

2－ 2 提　言

上表のとおり JICAプロジェクト事務局の業務内容は調査研究の実施体制（学識経験者と

コンサルタントの活用方法等）によって変化する。以下では本Appendix「1.学識経験者とコ

ンサルタントの役割分担について」における分析結果に従い、これまでの実施体制のなかで

最も効率的と考えられる学識経験者と役務提供コンサルタントのみを活用する調査実施体

制（フェーズ IIIの体制）に必要な事務局機能について、フェーズ IIIの経験を踏まえて検討

を行う。

（1）業務実施コンサルタントを活用しない場合には、調査団の受け入れ準備はすべて JICA

現地プロジェクト事務所が担当することが基本となる。このために便宜供与手配やアテ

ンドのためのローカルスタッフの強化が重要である。また今日では e-mailをはじめとす



- 49 -

る通信手段の充実により日本に居ながら現地と相当量の情報交換が可能であり、JICA事

務所を通さずに、日本に居る学識経験者やコンサルタントが直接カウンターパートと連

絡をとって調査準備を整えることが可能である。一般に知的支援は非定型かつ高度な調

査研究を伴うため、研究内容に通じた者が事前の準備にあたることが特に好ましいため、

日越研究者が直接連絡をとって調査準備を行うことを基本とすることによって JICAの業

務を軽減することも検討に値する。

（2）業務実施コンサルタントを活用せずに、ローカルコンサルタントと契約する場合は

JICA事務所が契約当事者となる。最初の契約内容や積算の交渉は学識経験者あるいは役

務提供コンサルタントが行うとしても、最終的な内容確認は JICA職員もしくはそれに準

じた者が行う必要がある。内容確認を行うためには、契約の背景となるプロジェクト全

体の目的から契約内容設計に至る一連の論理を検討し得るだけの知識を持つとともに、

当該国における契約実務の特徴を把握した者が必要となる。フェーズ IIIでは金融分野で

は専門家が常駐したためこのような対応が可能であったが、他分野では十分な体制を

とっていたとはいいがたい。この点を、プロジェクト事務局に配置するスタッフを充実

させるなどして強化する必要があろう。

（3）業務実施コンサルタントを利用しない場合には、必ずしも複数分野（例：金融と農業

等）を網羅した包括的プロジェクトではなく、部会ごとの運営が可能になる。従来より市

場経済化支援と個別技術協力が必ずしも密接にリンクしていなかったという指摘がなさ

れることがあるが、この点を改善するとともに各分野に専門知識を有する職員を配置す

るために、プロジェクト事務局は部会全体の統括及び調整に徹し、各部会の運営は分野

別担当者がその他技術協力と同時に担当するという実施体制に改めてはどうか。この場

合には、プロジェクトの全体コーディネーターに課長または課長代理を配置することが

指揮命令系統を明確にするうえで望ましい3。

（4）ヴィエトナム市場経済化支援計画策定調査に関しては、研究会主査である石川教授が

プロジェクトの運営面でも精力的な指導力を発揮し、プロジェクトを完遂に導いた。し

かしこのようなコミットメントを通常のものとして期待することは難しい。したがって

上記（3）で述べた JICA内の実施体制の構築にあたり、ヴィエトナム市場経済化支援計画

策定調査の経験を参照する際には、この点に十分に留意する必要がある。

3. 共同研究方式とMPI中心のヴィエトナム側実施体制の両立について

本節では、本件調査の特徴であった共同研究方式についてプロジェクト実施期間中に発生し

3 フェーズ IIIではアジア第一部　等々力次長が全体コーディネーターを務めた。
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た問題を振り返り、知的支援にとって引き続き重要な方法であると思われる共同研究方式を実

施するうえでの課題を指摘するものである。

フェーズ Iから IIIではMPI/DSIが唯一正式なカウンターパート機関となり、他の省庁、中央

銀行、研究機関等の参加については、研究課題と日本側の要望に応じて、MPIが決定すること

になっていた。いわばMPI を核として、その周辺に他機関を配置する体制であるが、これは

フェーズ I当時としては、機密性の高い5か年計画を直接の研究対象としていたこと、及び日本

側にもヴィエトナム側実施体制について具体的な提案を積極的に出せるだけの把握がなかった

ためと思われ、自然な選択であったものと推測される。フェーズ II以降は日本側がヴィエトナ

ム側の事情に通じてきた結果、実施体制に係る具体的な提案を行うようになった。また研究対

象もより具体化し、MPI以外の現業官庁等の幅広い参加がより必要とされるようになった。し

かし、MPIは実施体制の構築に係る日本側の提案に必ずしも柔軟に対応したとはいえず、MPIを

核とした実施体制を維持することに固執した結果、しばしば研究活動の遅滞を発生させ、日本

側関係者が考える最適な実施体制の実現を阻害することになった。特にフェーズ IIIではこの問

題が甚だしくなった4。

本プロジェクトでは、日本側による一方的な報告書の作成ではなく、カウンターパートと協

力しながら政策提言を取りまとめるいわゆる「共同研究」方式を採用した。

一般に公務員給与の低い途上国では、相手国関係者の参加を確保するためには資金提供が必

要となることがあるが、特にヴィエトナムのように多くの援助機関が活動を行っている国では、

他援助機関と相手国の人材を争奪することになる。しかし、本件特有の問題は、以下で述べる

ように実施体制の決定権限と委託契約のコントロールが一つの官庁に集中し、委託契約の既得

権化が進んでしまったことであると思われる。

委託契約コンサルタントがヴィエトナム側機関への資金還流窓口になっていたとの推測を前

提とすれば、委託契約を取り仕切ることは委託契約金のコントロールを可能にするため、MPI

にとって金銭的に大きなメリットをもたらすものであったと考えられる。委託契約がヴィエト

ナム側機関のインセンティブ維持のためであるとすれば、契約内容や契約後の資金配分には実

施体制が正確に反映されなければならない5。このため、MPIにとって実施体制の決定権限を侵

食されることは、委託契約金に対するコントロールの喪失、金銭面でのデメリットにつながる

ものであったと想像される。なお、フェーズ IIIの財政金融部会ではこの問題を巡って日越両者

が鋭く対立したが6、結局日本側が実施体制に大幅に介入することに成功した。この結果財政金

4 フェーズ IIIにおけるこの種の問題については、第 2編の渡辺、細川両氏の論文を参照。
5 フォローアップではMPIが各機関の貢献に応じた資金配分をしなかったため、MPI以外の機関から強い不満が

表明された。この点についての詳細は、前掲の渡辺、細川両氏の論文を参照。
6 この経緯についても前掲の渡辺、細川両氏論文を参照。
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融部会の委託調査によって作成されたヴィエトナム側論文は日本側から高い評価を得ることに

なった。

このように、当初は妥当性を有していたと思われるMPIを核とする実施体制も、研究課題が

具体化・複雑化するとともに不適当になり、また日本側が事情に通じて具体的な実施体制案を

抱くようになるに従って、日本側にとっては不満の大きなものになってしまった。しかし共同

研究方式自体は、技術移転や相互信頼の醸成という観点からヴィエトナム側から評価を受けて

きていることから、今後の知的支援においても重視される方法であると思われる。上で述べた

フェーズ III の財政金融部会の委託契約は、共同研究の進歩のための一歩であると評価できる

が、今後とも知的支援のより良い方式について検討を重ねる必要があるだろう。

4. 大学院生の活用

フェーズ IIIでは学識経験者の要望により、彼らを補佐する目的で大学院生が活用された。し

かし、大学院生の権利義務、待遇についてはフェーズ III期間中に明確なルールを定めるに至ら

なかった。大学院生は地域言語等特殊な能力を有しているうえ、ヴィエトナム以外の知的支援

の学識経験者からも大学院生を使いたいという希望が寄せられているため、活用方法を改善す

ることの意義は大きいと思われる。

フェーズ IIIで明らかになった大学院生の活用に係る検討事項には次のものがある。

一つは報告書の中で大学院生を執筆者として扱うかどうかということであり、フェーズ IIIで

はこれを認めなかった。その理由は政府間協力の成果である JICAの報告書に、評価が確立して

いない大学院生を執筆者として記載することはできないという JICAの判断があったからであ

る。この措置についてはフェーズ IIIの最初にJICAから学識経験者に説明し、了解を得たが、JICA

での活動を研究実績の一つとして積み上げたいと考える学識経験者と大学院生にとっては不満

が強かった可能性が高い。

第二に待遇の問題であるが、フェーズ IIIでは海外出張時には所属先を有しない調査団員とし

て旅費のほかに国内俸を支給した。規定上支給は適正とはいえ国内俸は相当な額にのぼるため、

この支給が適当かどうかは改めて検討する必要がある。さらに支給する場合には、大学院生に

対する管理をより厳格にする必要があろう。いずれにせよ権利義務と待遇が全体で整合するよ

うな活用方法の整備が必要である。

以　上





第 2編　アカデミックスの自己評価





第 2編　アカデミックスの自己評価

「知的協力」の視点から｢日越共同研究｣を顧みる ･･･････････････････････････････ 石川　滋 57

知的支援プロジェクトで学んだこと ････････････････････････････････････････ 原　洋之介 84

自己評価―｢日越共同研究｣を顧みて ････････････････････････････････････福井　宏一郎 86

共同研究の目的とそれを支持するための仕組みに関するメモ ･････････････････ 渡辺　愼一 96

Appendix：財政金融部会（フェーズ III）の再委託契約に関する覚え書き ････････ 細川　大輔 104

日越共同研究「財政金融部会」の研究活動記録

　―コンサルタントの視点から― ････････････････････････････････････････････ 森　和之 106

ヴィエトナム市場経済化支援プロジェクトを振り返って ･････････････････････ 泉田　洋一 117

ヴィエトナム市場経済化支援開発政策調査におけるコンサルタントの役割･････ 新藤　政治 122





-  57 -

「知的協力」の視点から「日越共同研究」を顧みる

石川　滋

1. はじめに

2. 「知的協力」の内容に関連する問題

知的協力の概念：その 2つのレベル

日越間の問題

知的協力発足時の合意

知的協力進展に際する合意

世界銀行の対ヴィエトナム援助戦略との関係

国際援助機関との東京ワークショップ

世界銀行の援助政策見直しと双方向の影響

Stiglitz と Senの理論

見直しの知的協力へのインパクト

「日越共同研究」のなし得た調査研究のスコープ

3. 「知的協力」の実施体制に関連する問題

「日越共同研究」の実施体制

日越共同研究

日本アカデミックスの研究参加スタイル

JICAなど援助実施機関の課題

コンサルタント問題

モンゴル型・ミャンマー型の知的協力

4. おわりに



-  58 -

「知的協力」の視点から「日越共同研究」を顧みる

石川　滋

1. はじめに

「日越共同研究」は、本体としては 2001年 4月末に終ったが、我々が「自己評価」と称している仕

事は、それからさらに半年を費やして漸くいま終ろうとしている。私自身の自己評価の文章のは

じめに、この仕事の意義について述べておきたい。

この「自己評価」の仕事は、公式には JICA、JBICあるいは世界銀行のような途上国に対する開発

援助機関がその本業である各種プロジェクトの管理手法として規定している「プロジェクト・サイ

クル」の最終段階の仕事、すなわち「評価（evaluation）」の中身をなすものに等しい。「評価」の目的

は、当該プロジェクトの（ねらいに照らしての）効率性、有効性を調査・分析し、それに基づく改

善の提案を次の同種プロジェクトにフィードバックして、サイクルを完結させて援助効果を引き

上げるということであった。評価はプロジェクト完了に先立ち、プロジェクト実施機関が行うこ

とになっており、その点で、プロジェクト終了後かなりな期間をおいて実施機関とは独立の管理

機関などが行う「事後評価」、「インパクト評価」などと区別される1。「日越共同研究」の場合は、こ

の慣行でいけば、事実上の実施機関である我々アカデミックス・グループが「評価」の責任を担わ

されていたと思われる。

しかしこの「日越共同研究」の「評価」には、このような形式的意味での「評価」を超える特殊な

重要性があった。それは主として、日越共同研究が日本のODAとしてはじめての本格的な「知的

協力」という性質を持つ援助であったことによる。「知的協力」とは、経済開発の包括的な局面を

対象とする経済政策、経済計画の立案・実施のための調査研究と、それに基づく政策オプション

の提案を含む支援であり、このような形態の援助は事実上既にヴィエトナムに続いてアジア地域

のラオス、モンゴル、ミャンマーなどから、中南米、旧ソ連構成自治共和国、東欧諸国に広がっ

ている。

このような途上国に対する政策志向調査や政策提言に関する包括的な支援は、我が国でははじ

めての経験であり、これまでに直面したことのない開発分析や政策理論、及びその伝達に関連す

る諸問題に遭遇しなければならなかった。この包括的支援を行うに際して生じた相手国の行政官

から成るカウンターパートや、政府機関そのもの、あるいは同じ政策支援を行っている国際援助

1 JICAのプロジェクトサイクルにおける「評価」の説明は、私の参照しえた『1997年、年次報告書』ではこの世界銀

行の説明と同じだが、『2001年、年次報告書』では少し違った内容となっている。
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機関などとの間に生じた様々な関係についても、同じく全く新しい経験である。我々がときに後

続の「知的協力」従事グループからアドバイスを求められる問題のいくつかは、我々が既に数年も

前に逢着し、我々なりに解決したものであることもあった。これらはこの知的協力事業における

「評価」のフィードバックの責任が殊更に大きいことを示唆する。

最も同じく「知的協力」といっても、その内容及びスコープ（包括的経済開発政策・計画の立案

支援など）は別にして、その実施体制についてみると、相手国別にかなりの違いがあることは指摘

しておかねばならない。実施体制といっても、対ヴィエトナム協力で発案した｢日越共同研究｣の

方式などは、別の国との協力においても多かれ少なかれ踏襲され共通のようであるが、もっと原

理的な側面、特に調査研究及び助言を担当する機関が何であるか（日本側においてアカデミック・

グループか、コンサルタントであるか）、などについては大きな違いがある。また、それに対する

政府ないし援助実施機関のコントロールの様式に関しては、ヴィエトナムでの経験を学んだこと

によるのであろうが、次々に新しい工夫が凝らされているように思われる。総じて対ヴィエトナ

ム協力の際には、アカデミック・グループにはその機能発揮に際し最大の自由度が与えられた。そ

の後は次第に自由度が縮められているように思われる。これははじめに触れた「プロジェクト・サ

イクル」の観点からもいうことができる。｢日越共同研究｣の場合はプロジェクト・サイクルとして

みて、プロジェクトの「実施」（Project implementation）に先立つ「事前審査（Appraisal）」が欠けてい

て、アカデミック・グループはプロジェクトの設計・実施につき文章による規制を何一つうけな

かった2。事前審査の過程が開示的でないのは他の国への協力の際も同様だが、それらの際には調

査研究・助言の機関の活動を導き、あるいは制約する文書による指示が多かれ少なかれ準備され

ているのである。

しかしこのような実施体制の違い、特に原理的な側面での違いは、却って知的協力の効果を高

めるための改善、改革の着眼点を教える。「自己評価」の重要性はそれによってますます高まると

いえよう。

このような意味の「自己評価」として述べなければならないことはたくさんあるが、私は知的協

力の内容と体制の 2点に絞って述べることにする。内容ということでは、アカデミックな調査研

究及び提言の上で逢着した主要な問題点を、体制ということでは、このような目的を実行するた

めの機構や運営方針などの主要な問題点を扱う。以下はアカデミックスの他のメンバーの「自己評

価」と補完的であることを信じ、そのように読んでいただければ幸いである。

2 通常のプロジェクトの際には、国民経済調査、セクター別調査、アドホック調査などの調査研究を含む“project

identification”から、受取国側のF/Sを含む“preparation”を経て、援助国の援助機関による“appraisal”（事前審査）と

いう project cycleの始まりの数段階がしっかりできていて､次の段階の“project implementation”は appraisal の結果

用意された段取りに従って進めればよい（あるいは進めなければならない）のだが、この「知的協力」においては

そのようなものはなかった。少なくとも「日越共同研究」においては、両国政府間の協議に示された 5か年計画

の立案、モニターの支援という目的が与えられただけで、あとの段取りは、すべて、事実上において、我々ア

カデミックスに任されたのである。
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2. 「知的協力」の内容に関連する問題

（1）知的協力の概念：その 2つのレベル

① 途上国の経済開発に関する先進工業国側からの「知的協力」とは、援助形態としていえ

ば、「途上国」の経済開発の包括的課題に関する“政策志向の調査研究”とその帰結から導か

れる“政策的助言”の活動をいうものと解される。この調査研究及び助言に 2つの違ったレ

ベルがあることを、まず指摘しておかねばならない。1つは、それが経済体制（政治体制は

一応考慮外におく。体制とは、計画経済体制、市場経済体制などのように財産所有制度の

違いを伴うシステムのこと）や、併行して比較的基本的な制度・政策の選択（その帰結とし

ての移行）を伴うもの、もう 1つは体制や基本的制度・政策は所与のまま、より限定された

課題についての調査研究・助言を目的とするものである。このように分類するとき、すぐ

いえることは、我々がヴィエトナムで実施した「知的協力」は、第1、2の両レベルにわたっ

たが、基本的な、そして最も難しい問題は明らかに第 1のレベルのそれにあったことであ

る。

援助行政における慣例的な援助形態の用語でいえば、この「知的協力」は「技術援助

（TA）」に属する。しかし世界銀行などのTAがほとんどの場合、第2レベルのTAであり、少

なくとも可能性として助言の内容が技術的に導かれるものであるのに対し、第 1レベルの

TAは、経済技術的に処理し得る領域を越え、場合により体制改革や特に政治的決定をも伴

うことなしには助言の方向を見出すことができない問題を扱っている。

（2）日越間の問題

① 体制の移行、基本的制度・政策の選択を課題として含む「知的協力」の難しさは、そもそ

もの「知的協力」の開始（それが何らかの義務あるいは強制によってなされるのでなく、自

由意志によってなされる場合）の時に始まる。すなわち知的協力が両当事者間で開始される

ためには、調査研究のスタンス及び助言の方向性について、あらかじめ大まかな合意があ

ること（あるいは不信感がないこと）が必至である。合意の内容を具体的にみれば、それは

両当事者の間で当該途上国での経済開発の包括的課題が最低限のところ次の 2点にあるこ

とについて意見一致があることであろう。

・体制移行及び基本的な制度・政策の改善の方向が真に市場経済化を志向していること

・市場経済化に併行して、産業・技術の萌芽的構造を現代化することにより、生産諸力の

蓄積を図ること

「知的協力」が持続・強化するためには、出発点におけるこの最低限の合意事項が拡充・

深化していかねばならない。
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（3）知的協力発足時の合意

① ヴィエトナムでいえば、1995年 4月の両国間の協定で発足した「市場経済化支援開発政策

調査」の目的は、ヴィエトナムの「社会経済開発 5か年計画」の立案（実際には、第 6次 5か

年計画（1996～ 2000年）及び第7次 5か年計画（2001～ 2005年）及びそれが可決された後は、

その実施過程に新たに生じた問題の処理についての調査研究及び助言を行うことであった。

これは典型的な「知的協力」の仕事である。次に、この知的協力の開始に先立ち、開発の方

向性についてのどのような形・範囲の合意があったかについては私は承知しない。しかし

私は両国間協定におけるヴィエトナム側の調印者であり、かつヴィエトナムの最高実力者

であるド･ムオイ書記長との最初の会見（1995年 4月 19日赤坂迎賓館において。上記協定調

印のため訪日中であった）において、また続いて同年9月 1日ハノイ書記長官邸において書

記長の要請により行われた書記長他党政治局メンバー 13名に対して行われたゼミナールに

おいて、ヴィエトナムの経済開発の方向性についての私の考え方を明らかにした。それは

この知的協力プロジェクトの初期における最低限の合意事項となったといってよい。

② そこでこの 2つの機会での私の発言について少し述べておくと、まず迎賓館での発言は、

その少し前に印刷完了したばかりの JICA 刊行の『ヴィエトナム国別援助研究会報告書』

（1995年 3月。これは 1994年 1月から 1年あまりにわたって日越共同研究におけるとは、全

然別のアカデミック・グループにより行われたプロジェクトで、事実上「日越共同研究」の

先行研究となったもの。石川が主査を務めた）を贈呈するとともに、その要点を紹介したも

のだった。その中身は、政治局レクチャーの中身とほぼ同じであり、説明はそれに譲る。こ

の会見について述べる理由は、書記長がそこでハノイで会うまでに報告書をよく読んで検

討しておくと約束され、そして次のハノイでの会見（1995年 5月 29日）において、「報告書

を一読したが、ヴィエトナムの経済開発の見直しを示しており…、このような開発戦略研

究は有意義であり…」と、本件研究に感謝の意を表されたことに触れておきたいためであ

る。

1995年 9月 1日のゼミナールの要点は、日越共同研究のフェーズIIの『概略報告書』に「（第

6次 5か年計画の）早期草案へのコメント」と題して要約している（11～ 12頁）。それは（1）

5か年計画の土台を農業及び農村経済発展におくことが望ましい、（2）5か年計画の計画成

長率10～ 12％は野心的過ぎる、（3）ネットの貯蓄率がゼロに近く、少なくとも 10％を超え

る水準に増強せねばならない、（4）工業化の方法として、大型先進技術の近代工業にもっぱ

ら注意が向けられているが、萌芽的な工業化段階にあるヴィエトナムでは工業化に近代工

業とならんで、在来組織、在来技術及び地域経済を保ち、中小企業の発展を助成すべきだ

という 4点であった。一見して明らかなように、これは開発初期段階にある途上国への生

産力増強の処方箋としては elementalなものである。他方、経済システムの政策問題につい
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ては、私は、『国別援助研究会報告』の段階から我々の研究関心が「市場経済化」の実行可能

なメカニズムとステップにあり、ヴィエトナム当局が改革目標としての「市場経済化」の用

語に冠している「国家管理化」（後に「社会主義的」にかわる）の概念については立ち入らない

ことを明言し、繰り返していた。ド・ムオイ書記長の本研究への同意の言葉は、このこと

も承知のうえで述べられていると理解していた。

（4）知的協力進展に際する合意

① 知的協力の前提としての調査研究のスタンス及び助言の方向性についての合意は、知的

協力で解決しなければならない課題や問題（イシュー）が情勢の変化とともに改まるととも

に、絶えず更新されねばならない。これは緊張を伴う仕事である。総じて上の第一項（パラ

グラフ）でみたレベル2の知的協力に属する課題や問題は処理が容易であり、実際の知的協

力に際しては技術的に高度な領域に次々と踏み込むことができた。部会レベルでの問題、

課題はその多くがこれだった。しかしレベル1に属する問題・課題の処理は難しかった。そ

のようなものとしては、第 6次 5か年計画の実施過程に生じた三大問題があった。その第 1

は「ASEAN自由貿易地域（AFTA）」への参加に伴う非関税障壁の撤廃及びAFTA地域諸国か

らの輸入関税の5％以下への切り下げのステップの選択問題、第2は 1997年 7月タイに発し

たアジア通貨金融危機のヴィエトナム経済へのインパクトの評価、第 3はこのインパクト

を避けるためヴィエトナム政府がとった緊急避難的な輸入・国内金融上の保護措置とその

解消のステップの探究であった。はじめの 2つはヴィエトナム政府からの立案に意見を求

められたものであり、最後の課題は我々自身が問題につきあたって自主的に選んだもので

あった。これらは技術的に解決が難しいだけでなく、その解決が基本的な制度・政策の選

択を伴う問題であるので、かなり sensitiveな問題だったといわねばならない。

② このような難問題がともかくも無難に処理できたことの背景として、いくつかの要因が

考えられる。（1）このプロジェクトは当初から政策的助言を行う際に一本の線ではなく、複

数の optionをその採用理由とともに併記して提出することを原則的な方針としていた。政

策決定は当然ヴィエトナム当局の主権の範囲内に属するが、我々はこの措置によって政治

的問題に巻き込まれることをよりたやすく避けることができると考えた。しかし実際には、

それはしばしば守られず、結果としてかなりの程度危い橋を渡ることになったと思われる

ことがある。実例としては、特に、上記3大問題のはじめの2つに関連して我々が行った助

言があげられる。すなわちヴィエトナム政府がアジア通貨金融危機のあと採用したアド

ホックな貿易・金融上の措置の 1つとして、それまで市場経済化・自由化をめざしてとっ

てきた政策体系を部分的に保護政策の方向に後退させるということがあった。それが世界

銀行、IMFとの第 2次構造調整プログラムを巡る交渉を困難にした。我々はそれらのアド
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ホック措置がアジア危機に対処する緊急措置であることを政策声明することが望ましく、

さらに、いったん危機が去ったとき、どのようなステップで市場経済化への道を歩み始め、

目的地に到達するかのシナリオを作製し、公表すれば一層望ましいと述べた（『フォロー

アップ・プロジェクト概略報告書』、1999年 12月）。我々はまた、このシナリオづくりの調

査研究課題を「フェーズ III」の総論部会の主要トピックとするよう提案した。ヴィエトナム

側は、この提案は受け容れたが、フォローアップの政策助言に対しては、賛成・不賛成の

意思表示をしなかった。たぶんに印象的ではあるが、私の解釈として、ヴィエトナム側の

この態度は、日越共同研究開始以来蓄積された日本側カウンターパートに対する信頼感を

土台とした自己抑制的スタンスを表すものではないか考えている。

③ さらにこの信頼感は、1997年 12月まで在任していたド・ムオイ前々書記長の存在がなく

ては生まれなかっただろう。ド・ムオイ書記長は石川のハノイ訪問の度ごとに、前後 9回

にわたって石川と「日越共同研究」の中身について懇談する機会を与えられたが、それは知

的協力の前提となる合意の幅を広げることに著しく貢献した。反面からいえば、ド・ムオ

イ書記長の実質的退任後かなりの日時が経った後は、我々に対するヴィエトナム政府幹部

の態度はより直裁になってきた。（ただしレ・カ・フュー新書記長もまた前後2回にわたっ

て石川との「日越共同研究」の進展の中身についての懇談の機会を与えられた。）ここでは

フェーズ IIIの最初のハノイワークショップ（2000年 12月）におけるDSI（MPI）所長Dr. Luu

Bick Hoの「社会主義的市場経済」の概念に関する石川への質問と、石川のそれに対する応

答を記録する。

質　問　石川教授が我々に助言している市場メカニズムは、私にはよくわからない。教

授はヴィエトナムの市場経済と中国の市場経済とを比較しているが、それでは“社会主義”

という言葉は“市場経済”に対する“飾り”だと考えられているのか？だとすれば、我々はこ

の“飾り”を捨てて“市場経済”だけを使うべきだろうか。もし、この言葉を捨てるのなら、

このようなワークショップの開催は不要である。我が国は低開発経済だから、先進諸国の

経験を学習すべきである。この際の困難は、いかにしてヴィエトナムが社会主義的市場経

済に移行できるかということである。

回　答　私の個人的見解を述べる。「市場経済」という概念は、国民経済が持っている

様々な機能のうち、資源配分機能だけを取り上げ、その 1つのタイプを類型化したもので

ある。そこで当然に、その概念が社会の承認を受けて登場する際には、それぞれの国の歴

史・伝統・文化・思想・慣習などの制約を受ける。それらはまた登場した市場経済に対し

て各国に固有な特色を添えることにもなる。米国には米国的な市場経済があり、日本には

日本的な市場経済がある等。ヴィエトナムの市場経済はまだ十分に形成されていないが、

そこでも国情に沿う特色を持った市場経済が現われるだろう。しかし、「社会主義的市場経
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済」の社会主義的という呼称は、ヴィエトナムにおける市場経済の概念が本文（フェーズ III

ハノイワークショップ議事録、第 1－ 1章「日越共同研究と新経済調査 5か年計画草案」を

指す）で述べた社会主義国に固有の社会経済発展理論により制約されながら登場したことを

反映しているというのが私の解釈であり、社会主義的という言葉を“飾り”、あるいは“単

なる形容詞”と考えているわけではない。他方、我々の共同研究は、市場経済の研究を

common groundとしてすすめることを目的としており、社会主義的という部分を研究対象と

しているわけではない。

Dr. Hoは、私とはフォード財団の対ヴィエトナム The Economics Training Programの外国

人諮問委員会委員であった 1992年以来の旧知の間柄であるが、アカデミックスというより

は、党の政治に近い人物だと聞いている。彼はこのコメントの中で、過去 1年あまり自分

たちは「日越共同研究」の成果を検討し、日本人アカデミックスの見解と他国のそれとの比

較検討を行ったといっている。その石川への質問は、上の市場経済の概念に関するものの

ほか、政策実施のスピードについての漸進主義・急進主義について行われた。これについ

ては私の回答とともに議事録参照（MPI and JICA, Record of Hanoi Workshop Viet Nam-Japan

Joint Research Project （Provisional）, 8 and 9 December 2000）。

（5）世界銀行の対ヴィエトナム援助戦略との関係

① 前項の日越間知的協力問題の記述は、視野をきびしく日越間関係に限定して行われたが、

知的協力はもちろん他のドナー国、国際機関からも行われている。そしてその大物は IMF

及びそれとほとんど一体的に活動している世界銀行である。最も、日越間の知的協力にお

いては、それ自体を目的として二国間協定が結ばれ､その調査研究のスタンス及び助言の方

向性については双方の自由意志による検討と合意があった。しかし世界銀行・ヴィエトナ

ム間にはそのような政策研究と助言の仕組みは存在しない。我々が便宜的に名づけたヴィ

エトナム・世界銀行間の知的協力では、最終成果物としての政策的助言の中身は、1994年

に成立した世界銀行・ヴィエトナム間の構造調整クレディット（SAC）の供与に付帯した

「政策改訂条件」（conditionalities）により世界銀行側から一方的に与えられ、ヴィエトナムに

とってはたとえそれが不満であっても従がわねばならない義務に等しい。ただ途上国の側

で、その内容や実施手続きが理解し得ないときには、技術援助（TA）が与えられ、徹底した

理解が得られるようになってはいる（世界銀行の最近の政策では、伝統的な譲許性の開発プ

ロジェクト借款についても、管理の方法が途上国の一国ごとの範囲でのポートフォリオと

して行われるよう改革され、開発に対する総合的結果により支援額が増減することになっ

たのをうけて、評価の基準を与える「国別援助戦略（CAS）」がSACにおける「政策改訂条件」

と類似の役割を発揮するようになった）。
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（6）国際援助機関との東京ワークショップ

① 以上はヴィエトナムの経済政策に対する政策的助言の方法について我々と世界銀行との

間に大きな差異があること、また可能性として、望ましい政策改訂の方向についても大き

い距離があるかもしれないことを示している。もしそれが事実だとすれば、それは当然

我々と世界銀行との間に政策対話の必要性があることを意味する。事実フェーズ IIに入っ

て、世界銀行筋から時に「日越共同研究」の日本側グループが世界銀行の主導する「自由化

路線」の浸透を妨げる「保護貿易路線」を唱導しているのではないかという懸念が洩らされ

るようになった。多分同じころ、親しくしていた当時の世界銀行ハノイ事務所長アンド

リュー・ステアから、ハノイにおいて対ヴィエトナム政策ワークショップを開催してはと

いう提案が石川に対してなされた。1998年 3月末東京でハノイに出先機関をもつ国際援助

機関（世界銀行、IMF、UNDP、ADB、ハーバード大学HIID）の各代表者、ヴィエトナム政

府（MPI、MOF、SBV）及び日本の日越共同研究関係者の間の 2日間にわたるワークショッ

プが開催されたのは、このような背景の下においてであった。会議の帰結は、提出された

前論文と討議記録を含む議事録として公表されているが（JICA, Proceedings of the International

Workshop on Vietnamese Economic Development, March 22-23, 1998, Tokyo, Japan）、結論のエッ

センスは次のとおりである。

（i）ヴィエトナム経済政策のゴールがヴィエトナム経済の市場経済化、自由化にあるとい

う点では、参加各機関の援助政策の間に見解の一致がある。

（ii）しかしゴールにいたるプロセスあるいはステップを導くアプローチにおいて、我々日

本のアカデミックスと世界銀行はじめ国際機関の間に違いがあり、それが前者の急進的

政策への志向、後者の漸進的政策への志向の違いをつくり出している。しかしその違い

は本質的な違いではなく、補完的たらしめることが可能。

（iii）すなわち、世界銀行のアプローチは、発達した市場経済のメカニズムの分析から導か

れた既成の経済理論の諸命題を途上国経済に直接に適用することを主とする理論的アプ

ローチである。それに対して我々は現実の途上国経済に既存の経済理論の命題を直接的

に適用することの有効性につき疑念をもっているゆえに、まず経済的に途上国経済の実

際を調査研究し、経済的な観察を得ようとする実証的アプローチであり、一般化の試み

はその結果いかんによりアドホックに行われる。

② 国際援助機関との間の政策対話がこのように比較的すっきりとまとまった 1つの重要な

背景は、会議の冒頭で私からの提案として、この会議に参加したすべてのグループは、ヴィ
ゴ ー ル

エトナム経済政策の望ましい目標が、市場経済化及び経済貿易の自由化にあることについ

ては同意しているのだから、相互間の政策提言の違いについての議論に深入りしすぎるこ

とは生産的でなく、議論の重点は各グループがヴィエトナム経済が直面している経済・財
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政問題を分析するために用いている主な方法論の有効性・補完性に集中するよう希望した

ことにあるかも知れない。さらに会議の組み立ても、日本チームが部会ごとに、どのよう

にフィールド・ワークを含む実証的手法を駆使して、ヴィエトナムが直面しているイ

シューとそのメカニズムをとらえようとしたかを説明することに重点を置いていった。折

りしもフェーズ IIの『最終報告書』（1998年 3月）が印刷完了したばかりであったので、それ

を示すことで説明を裏づけることができた。そこで例えば IMFハノイ代表のEric C. Offerdal

の最終発言は、「我々は必ずしもすべてのイシューについて十分な合意に到達したわけでは

ない」としながら、『最終報告書』についてはそれが「明らかに様々な領域での extraordinarily

interesting databaseを提供したもの」として評価したのである（Proceedings, p.289）。

要するに、東京会議の一見しての成功の背景は、考えすぎた（？）会議運営方針の結果、

我々と国際機関との間の方法論上の際の背後にあるより本質的な問題―すなわちヴィエト

ナムにおける市場経済システムの現状をどのようなものとしてとらえるか（例えば、新古典

派的、不完全情報理論的、あるいは分析史的のいずれかなど）、それとのつながりにおいて、

そこからどのような経済システム改革の体系が導かれているか等の time-consumingな議論が

回避されたことにあるのだろう。

（7）世界銀行の援助政策見直しと双方向の影響

① しかし、東京会議の“成功”の背景となった国際援助コミュニティの情勢は、その後急激

に変化してきた。急激な変化とは、世界銀行が1990年代に入ってから進めてきた冷戦終結

後の途上国援助政策の「見直し」が、1990年代末になって急速に結論に到達し始めたことで

ある。見直しは表1に示す4本の流れに従って進められたが、その間にその流れの1つとし

て、個々の途上国への援助が経済援助だけでなく社会・政治・行政などの非経済部門の援

助と組み合わされ（「包括性原則」）、またバイ・ラテラルでなく、すべての援助国が“協調”

し、途上国政府・団体と一体になって実施される（「パートナーシップ原則」）という「包括

的援助枠組」（CDF）の体制が世界銀行の政策として実行に移された。また他の 1本として、

1990年代はじめから世界銀行により実行されていた途上国ごとの「貧困アセスメント」の範

囲・方法が拡大され、いまや貧困削減は物理的貧困の削減だけでなく、貧困民の社会的差

別を除き、公共政策への発言権を増大することを含むように改訂された。4本の流れは、

1999年 12月の決定により、我々の呼称による「貧困削減戦略（PRSP）ベース援助」に統合さ

れることになった。「PRSPベース援助」はこれまでの譲許性のプロジェクト借款（ポート

フォリオ管理方式にかわっている）の手続き及び構造調整クレディットのコンディショナリ

ティ（成長促進をゴールとする）方式を修正統合するものである。世界銀行の援助政策見直

し、及び特にそのなかの成長促進から貧困削減への援助政策のゴール及び枠組みの転換に
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ついては、私は最近次の 2つのペーパーで考察したので詳細はそれを参照されたい。

「世界銀行の国際開発政策見直しと日本のODA」『社会科学研究』53巻 1号

「貧困削減か成長促進か―国際的な援助政策の見直しと途上国」『日本学士院紀要』56巻

2号

② この見直しが、我々と世界銀行の対ヴィエトナム政策の関係に与える影響は双方向的で

ある。第一に、見直しの過程で現われた新しい援助政策の試みは、ヴィエトナムがCDFの

アジアにおけるパイロット国になることを承諾したのでそこで一斉にテストされることに

なった。最も大きいインパクトを与えたのは、パートナー原則の下にCDF（その活動は、世

界銀行を幹事役とする対ヴィエトナムドナー国のConsultative Group（CG）の活動と一体化し

ている）に設けられたヴィエトナムの経済政策の主要な側面についてのWorking Group（ド

ナー国・国際機関及びヴィエトナム政府関係部局から構成される）の活動である。ヴィエト

ナムではその数は25に及び、それらの活動はヴィエトナム政府の政策形成に対する強い圧

力となった。特に影響力の強かったものは、Poverty Working Group及び全Working Groupの

協議体である。前者はヴィエトナムの「PRSPベース援助」のためのPRSP作製に助言するこ

とを任務とし（先行的な活動成果としてVietnam Development Report 2001: Attacking Poverty,

1999がある）、後者は 2000年末までにヴィエトナム政府が第9回大会に提出する「10か年経

済戦略」へのCGの意見をまとめることを任務としていた。世界銀行の政策見直しが急激に
いとま

行われ、その結果が十分な説明なく、したがって途上国側の十分な理解を得る暇なく実施

に移されようとした限りにおいて、世界銀行とヴィエトナム政府との間に暗黙の対立が生

まれた。これについては、2000年 7月の JVJR東京ワークショップでの拙稿において検討し

た（"New Trend of International Aid Community and JVJR", Tokyo Workshop for the Joint Viet

Nam-Japan Research, Phase 3, 2000, Tokyo）。

③ しかし見直しの他方向への影響もある。それは見直しに理論的根拠を与えた Joseph

Stiglitzの“新開発戦略（あるいはパラダイム）”及びAmartya Senの“人間の潜在能力アプロー

チ（Capability Approach）”が、これまで世界銀行の援助政策の理論的根拠を形成していた「新

古典派」のパラダイムに基づく途上国経済のパーセプションと政策スタンスをより現実的に

改訂し、その結果として政策提案における世界銀行と我々との距離を縮小し、皆無にする

可能性を与えてくれたことである。しかしそれは中長期にわたる可能性であって、それが

急速にオペレーション部門を含めて世界銀行の全体に浸透することは困難であろう（Stiglitz

及び特に Senの理論に影響を受けた『世界開発報告 2000/2001』の編集主任Ravi Kanburの報

告完成を前にしての辞任や、Stiglitz自身の予定されたChief Economistの新たな任期での再

任の辞退などはそれに関連がある）。
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（8）Stiglitzと Senの理論

① Stiglitzと Senの理論については、簡単に私見を述べておく必要がある。まず前者の理論

は、1998年 1月UNCTADで行われたプレビッシュ・レクチュアー（“Toward a New Paradigm

for Development”）で述べられたもので、新しい点は次の 3つだと思われる。

（i）伝統的経済理論では経済の必要とするすべての「調整」（coordination）は価格メカニズム

が担当するが、そのためになければならぬフルセットの市場は途上国には存在しない。

途上国における調整は、政府が開発戦略の形で市場の不完備を補いながら進められねば

ならない。

（ii）途上国経済は、定義的に、資源の不足で特徴づけられる。開発戦略は利用可能なすべ

ての資源が最大限に活用されることを考えねばならない。不足の克服は、人的・物的資

本だけでなく、資本を補完する知識に向けらなければならない。

（iii）開発とは純経済技術的変革で完了するのではなく、全社会の改造（transformation）が行

われていることにほかならない。すなわち伝統的社会関係、思考方法、生産方法、行政

方法などの社会生活全般にわたる近代化である。それゆえに開発は社会の全構成分子に

呼びかけ、その参加を求めるのでなければならない。そのための誘因システムや、利害

を異にする人々の衝突をさけるための公正平等の意識の導入が望ましい。

以上のうち、（i）（ii）は、我々がかねてから開発経済学の前提としての最も基本的な認識

として主張してきたものである。それが実際に受け入れられれば、世界銀行と我々の間の

政策の調整ははるかに容易になろう。（iii）は我々が唱えなかったことである。理論的には

それを受け容れることは困難ではないが、個々の途上国においてそれがどのように実行可

能であるかの判断については留保をおかねばならない。

② 次にSenの「潜在能力アプローチ」は、低所得国の貧困民も視野に入れた新しい公正概念

の提案を示すもので、Stiglitzが上掲の（iii）で提案して自らは解を示さなかった公正概念に

1つの回答を示したに等しい。それは、これまでの規範経済学における公正概念の中身（「功

利主義」における「幸福」、物的厚生学派における「効用」など）に比べて、物的富に止らず、

それを個人のよりよい生活の実現のために活用する能力や、それに影響を与える様々な制

約要因を考慮に入れて拡大されたものである。Senは公正概念の「情報的基礎」を拡大する

といっている。すなわち貧困民の生活をも考慮に入れて公正を考えるなら、構成を測る基

準は拡大しなければならないというのである。『世界開発報告2000/2001』貧困削減特集が貧

困削減の政策枠組として用いている 3つの大柱、すなわち「機会の増大（Opportunities）」（成

長の成果に貧困民がよりよくアクセスできるようにすること）、「権利の増大

（Empowerment）」（貧困民が社会的に差別され、公共政策での発言権を奪われている状態を

改善すること）及び「安全の確保（Securities）」（貧困民が受けやすい自然災害、経済変動から
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するショックに対してそれを保護する）の考え方は、Senのこの公正概念にそうものであ

る。

我々は規範経済学の議論として Senの潜在能力アプローチが果した貢献に敬意を表明す

る。しかしそのアプローチが広く受容され、開発援助政策の共通の指導原則を作り出す基

礎となるためには、それがより平易に理解されるように解説されること、またそれをアク

ション・プランのレベルでの政策に移し変えた場合に生じるおそれのある困難を解決する

ための準備がなされること（例えば、貧困削減のための公共支出として broad based growth

の支出と pro-poor targetedの支出との適正な配分の決定方法を準備することなど）が必要だ

と思われる。その多くは、技術的に解決可能な問題のようにみえるが、途上国における統

計整備の遅れに顧みるとき、決して簡単に解決できるわけではない。そしてその解決が容

易でないとき、貧困削減のために、成長から先にいくか、貧困が先かという問題は、容易

に政治的対決にまで転化する。しかしおそらくこのような困難は過渡的なものであり、中

長期には次第に適当な解決が得られるに違いない。

見直しの帰結が我々に有利に展開している 1つのケースがある。9月 11日事件のために

発表が遅れているが、『世界開発報告 2001/2002』は「市場経済のための制度」というトピッ

クを特集している。「新古典派」が主流を形成していたときには、市場経済を育成するため

の諸制度の調査といった発想は世界銀行にはなかったが、この特集はそれを行おうとして

いるのだ。時間がたてば人も変わり、なし崩し的にその時代の考え方が消えていくのかも

しれない。

（9）見直しの知的協力へのインパクト

① さて世界銀行の援助政策見直しは、世界銀行とヴィエトナムの知的協力、ひいては我々

と世界銀行の関係にどのようなインパクトを与えるだろうか。世界銀行とヴィエトナムの

間の関係については、現在までの情勢でみると、当分の間、影響は過渡的な困難の面の方

が大きいと思われる。ヴィエトナムについて見ると、過渡的な困難とは世界銀行の見直し

の帰結として、援助のゴール及び政策枠組みが従来の成長促進から急激に貧困削減に転換

したことによって現われた。世界銀行側の真意の理解の困難さがそれに重なった。その結

果生じたトラブルは、アクション・プラン・レベルでの貧困削減方法の対立という形をとっ

た。具体的には、新政策の下でヴィエトナム政府が世界銀行に提出せねばならない中間－

PRSPの準備をヴィエトナム政府は2000年 4月から開始したが、その過程で貧困削減のため

には、予算資源はまず成長促進に努力を集中し、それによって貧困削減のために使うこと

のできる財政収入の増加を図るべきだとするヴィエトナム政府の主張と、直接貧困削減の

ための支出の範囲を世界銀行の基準に従ってより拡大すべきだという世界銀行側の主張と
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の対立である（これは2000年 7月の JVJR東京ワークショップにおけるMPIフック次官のコ

メントで明らかになった）。ヴィエトナム政府による中間－PRSPの最終案は 2001年 3月に

世界銀行に提出され暫く後世界銀行理事会で可決されたが、結局ヴィエトナム政府はその

主張を貫き通した。私の立場はどちらのスタンスがよいということでなく、統計情報をよ

り充実させたうえで、中長期の貧困削減のために両者の行き方のトレードオフがどこにあ

るかを見極めることが先決だということにある。そのためには世界銀行がまず、直観的な

意見の対立となるような超越的議論を避けることが望ましい。世界銀行はヴィエトナムに

対して十分に世界銀行の主張を説明し、また内部の意見調整のための時間的余裕を与える

ことが望ましい。

② 「日越共同研究」という形の知的協力は、2002年 3月末、フェーズ IIIの終了とともにその

幕を閉じたが、それとともに、世界銀行の政策見直しの日越間知的協力に対するインパク

トの問題も少なくとも一時幕引きとなった。将来同じような条件で日越間知的協力が再開

されるとするなら、世界銀行の見直しはどのようなインパクトを与えるだろうか。これに

答えるためにはいろいろな条件が揃わねばならないが、最重要なことの 1つは、上記の過

渡的な困難と中長期での有利な情勢の出現がそれぞれどのように展開し、バランスはどう

なるかということである。いま 1つは、我々の監督官庁である日本政府（特に外務省）の対

ヴィエトナム援助政策が今後どうなるかということである。外務省はこれまで終始一貫し

て我々の上述した知的協力の立場を全面支持してきた。いうまでもなく、政府の政策は変

わるかもしれない。援助政策の見直しは、日本政府自体もこの10年間取り組んできたこと

である。特にその結果として 1992年の“ODA大綱”及び及び 1999年の「中期政策」により

（OECDの対日ODA政策審査報告（1999）も認めるように）、かつての受動的な「要請主義」は

より積極的なProposal-basedの援助政策に転じつつある。その 1つとして、国別援助計画の

立案実施に重要な役割が与えられることになった。 ―併行するODA管理組織の政策の1

つとして、JICAは地域的及び地理的に再編成されることになった。また「中期政策」に基づ

いて開催された「円借款制度に関する懇談会」では、その最終報告書（2001年 8月 1日）にお

いて「開発途上国の国づくりに対する知的貢献」を強化するための、「我が国の有する専門

的知見を戦略的に動員し、All Japanとしての連繋・重点化を図る―JICA専門家、外部リ

ソース（学界、シンクタンク）との連携強化及び知的貢献基盤の創設を行う」ことが求めら

れている。このようにして政府のヴィエトナムに対する援助政策が変われば、アカデミッ

クスの知的協力参加の仕方さえも変わるかも知れない。更にはヴィエトナム政府自体の日

本に対する知的協力の要請の中身も変わるかも知れない。ヴィエトナムのカウンターパー

トはこの 6年間学習効果によって成長した。ヴィエトナムの大学・研究機関も急成長して

いる。



-  71 -

（10）「日越共同研究」のなし得た調査研究のスコープ

① 「知的協力」の内容としては、このタイトルの問題がまだ取り上げていない自己評価の重

要トピックの 1つである。これは次節で本格的に検討するトピックだが、「日越共同研究」

の問題点としてアカデミックスの大部分がパートタイムの調査研究者として以上に研究・

助言に専念する体制になかったこと、及び研究の補助サービス、研究遂行に必要な各種の

調整業務や人材の動員を実行する体制を「日越共同研究」（あるいは法規上その実施機関で

ある JICA）が提供し得なかったことのために、アカデミックスが実際に成果物としてつく

り上げた研究成果が研究目的として与えられた 5か年計画の立案及びその実施段階でのモ

ニタリングという課題に照らしていえば、極めて限られたものでしかなかったことである。

個別トピックの取り上げ方が包括的な政策分野のここかしこにわたること、及び個々のト

ピックの取り上げ方が全経済的パースペクティブの視点に発していたために目立たないと

いうことがあるが、この目的の下で取り上げるべき多くの課題の中で取り残されたものは、

全体にわたって極めて多いことを認めねばならない。1つ 1つのトピックについての既存の

調査研究を調べることも、概して十分でなかった。この点では特に、世界銀行、IMFのた

えず刊行される多大な文献についてそうであった。将来の問題としては、これは（次節の提

言を先取りした形になるか）実施体制の強化により補わねばならない。しかし提言を行うと

同時に、我々もこれらについて謙虚でなければならないと思う。

3. 「知的協力」の実施体制に関連する問題

（1）「日越共同研究」の実施体制

① 「知的協力」の（アカデミックな）内容に続いて、本節ではその実施の体制を振り返ること

になるが、その際の視点に 2つのレベルがあることに注意しなければならない。そもそも

実施体制とは、「知的協力」の目的がよりよく達成されるよう仕組まれた組織や運営方針を

指すが、その改善のためには、①現行の実施体制の枠内でその組織や運営方針の改善が図

られるか、あるいは、②現行の実施体制そのものが変更されるか、のいずれかが実現せね

ばならないわけである。

② 現行の「実施体制」というのは、大筋として1995年 9月、｢日越共同研究｣発足の際に決まっ

たものである。文章化された規定はないが、それ以来慣行的に一貫して守られてきた。そ

れは両国政府首脳の合意により成立し、正式名称を「ヴィエトナム市場経済化支援開発政策

調査」という。両国の最高責任機関は日本側では外務省（経済協力局）、ヴィエトナム側で

は計画投資省である。実施体制の要点は次のようにまとめられよう。

（i）この「調査」の実施機関は、de jureには日本側の「国際協力事業団」（JICA）であるが、de

factoには JICAが担当したのは知的協力のロジスティック一般である。
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（ii）知的協力の主業務は、de factoに調査研究・提言のスコープ・研究方法の決定及び実施

の広い分野にわたって日本側アカデミック・グループ及びそのカウンターパートとして

のヴィエトナム側の調査研究グループが担当した。この 2つのグループは、日本側は約

20名のアカデミックスから構成され、ヴィエトナム側はMPI部局及び2大研究所（DSI及

びCIEM）の高級幹部（ただしフォローアップ以降はMPIの他財務省、中央銀行、農林省、

労働省、工業省、商業省などの高級幹部もこれに参加した）により構成された。両グルー

プの関係が「日越共同研究」のための協力者とされたのは、当初から日本側の強い希望が

あって実現したものである。この「共同研究」の原則の下で、日越両グループは前号の調

査研究及び政策提言のスコープ・研究方法及び提言内容のすべてにわたって協議し、双

方の合意により決定を行った。

（iii）ただし日本側のアカデミック・グループの活動は、外務省及び関係官庁からなる「監督

委員会」の監督下におかれる。

（iv）日本側アカデミック・グループは、専門分野の調査研究につきコンサルタントの業務

委託契約、あるいは個人コンサルタントの役務サービス契約による支援を得ることがで

きる（ただし前者については後述の留保に従う）。

③ 本節では、我々はまず前節で見た「知的協力」のアカデミックな諸問題が、第1のレベル、

すなわち現行実施体制の枠内での改善によってどのように改善されるかを考察する。その

次に第 2のレベルで実施体制を変えることによる改善の可能性があるかどうかどちらかを

考察するが、これは現在ヴィエトナムに続いて実施されている「知的協力」のほかのケース

のうちモンゴル、ラオス、ミャンマーなどの実施体制との簡単な比較を試みることにより、

問題の所在をうかがうにとどめることにする。

（2）日越共同研究

① 「共同研究」は、当事者の双方が研究能力において同一水準でなければ成り立たないとい

う考え方があるが、「日越共同研究」は発足当初からその考え方を排除してきた。すなわち、

この考え方の背後に含意されている日本側の研究能力水準が高いということは、世界銀行、

IMFでのテクニカル・タームや手法に通じているという意味において 1日の長があるとい

うことにすぎず、逆に我々はヴィエトナムの市場経済や生産・流通についてたくさんのわ

からない問題を抱えていて、その指導をえなければならない。こういう点で助け合うのは、

お互いにお互いの比較優位を生かしあうことであり、それは合理的な行動以上の何もので

もない。いくつかの部会の報告によれば、部会内での議論で近代経済学の術語がポンポン

と出て、話し合いが能率的に進められるようになったのは、フェーズ IIIからだという。そ

れはそれで進歩だが、それによってはじめて共同研究が実質的に可能になったというわけ
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ではない。共同研究のためにもっと重要なのは、我々の態度である。我々は常にヴィエト

ナムの同僚との間で共同研究に際し同じ高さの“目線”を保つことに努力してきた。日越間

に相互信頼と友情が生まれてきた最大の背景はここにあったと思われる。

② 細部についてみれば、この 6年間に共同研究実施のうえで、機構上、手続慣行上の様々

な問題があった。その多くはヴィエトナム側の総括研究主査であるグエン・クワング・タ

イ博士の努力で解決されたが、いくつかの問題についてはより上級の判断と介入をお願い

しなければならなかった。主なものをあげれば、共同研究発足の当初、日本側アカデミッ

クスが研究のためにMPI以外の政府部局を訪問する際には、その都度MPIに対して文書に

よる許可を得る必要があったが、フェーズ IIになって同じ政府部局なら一度文書による許

可を得るだけでよいことになった。研究が進展するに応じて、MPI以外の政府部局や大学

との研究連絡や共同研究さえも必要とされるようになり、アカデミックス側からそれを禁

じている手続・制度の改善を求めてほしいという要望が強くなった。フェーズ IIIになって

漸くヴィエトナム側カウンターパートにMPI以外の官庁（大蔵省・中央銀行・商業省・工業

省・労働省・農林省など）の代表が参加することが許された。この問題は、カム副首相の好

意的な介入により解決した。それでもなお、フェーズ IIIにおいて、産業貿易部会の主査代

行とNational Economic University（NEU）のスタッフとの間に事実上形成された研究チームの

管轄問題や、財政金融部会カウンターパート諸機関の間で生じた「再委託」を通ずる研究費

配分問題などが残った。これらはフック次官の介入により解決をみたのだと思う。

しかしこのような解決を要する問題があったにもかかわらず、「日越共同研究」がその目

的を達成するために 6年間にわたって継続し得たのは、「日越共同研究」という基礎目的を

中心として、日越双方の関係者の努力が積み重ねられたことによると思われる3。

関連して 2つのコメントを行いたい。

（i）この「知的協力」の“可能な”成果。究極において、この「共同研究」の成立基盤が、日

本側総括主査であった私がド・ムオイ前々書記長から得た「個人的友誼」によるものだと

いう見解がしばしば聞かれる。私のコメントは、「個人的友誼」ということが仮に事実で

あったとしても、その話には必要な前提があり、その前提を欠いて述べられると誤解を

生じるおそれがあるということである。その前提とは、日本側アカデミックスが、関係

者一同の強い支援の下に、調査研究・提言及びその過程でのヴィエトナム側カウンター

3 日本の「ヴィエトナム社会主義共和国」に対する政府間経済援助は 1991年に始まり、1999年までの累積（支出純

額）で 22億 1,300万ドルに及んでいる。1999年の年間実績は、贈与1億 4,600万ドル（うち技術協力6,200万ドル）、

政府貸付5億 3,300万ドル、合計6億 8,000万ドルであった。「日越共同研究」の支出は、これらのごく一部分を占

めるに過ぎないが、個別項目のプロジェクト援助からなるほかの部分に対して、少なくともある補完的役割を

呈しえたと考える。援助のこの補完的役割についての詳しい研究は、この度は果し得なかった。
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パートとの討議のための真剣な努力を続けたということである。それがなかったら「個人

的友誼」はド・ムオイ前々書記長在任中であっても支えを失っただろうし、それが次の書

記長に引き継がれることはなかっただろう。

（ii）「日越共同研究」がプロジェクトとして多大なコストを要したという見解である。こう

した意見は、発言者の意図がどこにあったとしても、それとは独立に“一人歩き”しやす

い。それに対しては、関係者の真面目な努力がそれにより傷つけられることにならない

よう弁護するわけだが、コストをいうからには、「費用便益分析」の通常の手法に従って

比較されるべきベネフィットについて言及しないと片手落ちになる。かねて同種の意見

があったとき、私は当局に、常識的判断が極めて難しい知的協力の便益・費用「評価」の

ための「基準」をマニュアルのごとき形で作ってほしいとお願いしたことがあるが、それ

はそのままになっている。また「日越共同研究は、その結果としてプロジェクト形成につ

ながらなかった」という批判もあった。そのようなねらいがあるなら、プロジェクト着手

のはじめに明示されないといけない。長期的評価の基準にそれを入れるということなら、

それは便益の算定スコープにかかわる問題である。便益としてあげるべきほかの項目と

の関連や、どのような期間を念頭に置いてそれらを図るのかなども含めて熟慮決定すべ

きだと思う。費用については、コンサルタント経費の扱いについて、慎重に検討してほ

しい。後出のように、コンサルタントに対して JICAが別途成果達成契約を結んでいる

フェーズ I・IIのケースについては、特にそうである。

（3）日本アカデミックスの研究参加スタイル

① 「日越共同研究」の知的貢献の大きな部分が約20名から成る日本のアカデミックスの努力

に帰することはいうまでもないが、ここで強調しておくべきことは、その動機づけが金銭

的インセンティブでなく、非物質的なそれ、つまり研究成果向上の意欲（ここではそれぞれ

のディシプリンとその途上国）あるいはヴィエトナムへの応用のうえで学問的評価を受ける

ことに依存していることだ。20名のうち大多数を占める大学、特に国立大学のスタッフの

際には、教育とは別の研究のためのコストは、公務員給与体系を前提として厳しく算定さ

れた文部省科学研究費プログラムにおいて規定される。そして JICAがこれまでの規則に

よって「日越共同研究」参加のアカデミックスに支払う研究報酬は、文部省科学研究費にお

けるそれよりも低い水準にある。私はこれまでしばしば日越共同研究の研究報酬水準を最

低限度後者の水準にまで引き上げることを要請してきた。JICAではこの要請に応えるべく

種々努力されたが、その水準は依然として低いままである。したがって大学からのアカデ

ミックスにとっての「日越共同研究」は、純然たる物的インセンティブの順位からいえば、

多くの代替的チャンスに劣るはずだが、それにもかかわらずこのような貢献があったこと
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は、「日越共同研究」が与えた研究上の魅力が大きかったことにほかならないと思うわけで

ある。

しかしこのままではいけない。日本人アカデミックスの国際交流は活発化しており、そ

の際に海外研究機関の研究プロジェクトに参加して得られる研究報酬（オナラリアム）の水

準は日本におけるそれに比べて格段の高さである。すなわち日本のアカデミックスの研究

活動の「機会費用」は、研究のグローバル化とともに上昇している。大野 健一氏はその「自

己評価」において、｢日越共同研究｣などに強い関心をもつ大学スタッフに対して JICAが「短

期専属雇用方式」を採用することを提唱している。これは研究時間の確保をねらう工夫であ

るが、研究時間とともにプロジェクトへの人材を確保する制度としても重要だと思う。

② 2000年 9月に終了した外務省経済協力局主催の「円借款問題懇談会」は、我が国が国際的

な「援助協調」の議論に積極的に参加し、途上国の国づくりへの知的貢献を推進するため

に、学界を含む各界の人材をAll Japanとして動員し、援助のための「知的貢献基盤」を形成

することを提唱した。私自身これは急務だと考えるが、それを実現するためには、このよ

うな大学人材活用の基礎的な体制づくりの努力を JICAのような重要な援助実施機関が欠い

てはならぬと思うのである。

（4）JICAなど援助実施機関の課題

① ｢日越共同研究｣という知的協力の現行の体制について、3.「知的協力」の実施体制に関す

る問題で行った説明は、｢日越共同研究｣の効率的な運営のために努力してこられた JICAの

皆様に対しては失礼であるかも知れない。日越共同研究のフェーズ I最終報告書の序文に

は、日越両国間で合意されたこの「市場経済化支援開発政策調査」は、「日本国際協力事業

団（JICA）」の社会開発事業をとおして実施されることになった」と記してあり、したがって

JICAはこの知的協力の実施主体であるはずだからである。しかしそれは de jureの規定がそ

うであるということであって、de factoの運営が前項の説明のようであることは否定できな

い。そしてその事実上の運営も、規定のごとく JICAが真に新時代の「知的協力」の実施主体

となり得るよう努力すること、そのためには JICAが「日越共同研究」のような「知的協力」

のアカデミックなイシューとそれをとりまく国際的・国内的関連諸問題に通用する人材を

育てて必要な部署に配置し、当該「知的協力」事業の運営にあたらせることが前提となる点

こそ、私がこの項で提案したいことなのである。

② 私はこの度、不破雅実氏（フェーズ I当時社会調査第 1課課長代理、現中近東・欧州課課

長）から提出された寄稿によって初めて、｢日越共同研究｣の立ち上がりの時期に、この全く

新しい援助案件（「総合政策支援協力」と呼ばれている）の実施機関としての JICAが、その

任務を忠実に果すためにいかにしたらよいかについて、部内で真剣な討議を続けておられ
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たことを知った。その文章はいう。このときの一番大きいイシューは、「アカデミック・グ

ループの運営が最も効果的かつ効率的になるようにするための協力体制をどう作っていく

か」であり、また「この種の調査を従来型の開発調査スキームにのせていくために生じるコ

ンサルタント契約上の問題」であった。

話が多少前後するが、JICAは、アカデミック・グループがフェーズ I末に当然提出する

はずの調査研究・提言の最終報告書とはパラレルに、シンクタンク系のコンサルタントと

の間で、それらが全く同じ課題での調査研究を行い、報告書を提出するよう業務委託契約

を結んでいた。（このことは私自身、フェーズ IIに至るまで全く知らず、コンサルタントの

方々はアカデミック・グループの支援のために活動しているものとばかり思っていた）私の

邪推かもしれないが、これはこの「総合政策支援協力」の課題に対する我々アカデミックス

の能力について、JICAの方々が当初相当な不安をもっていたことを示すのかもしれない。

というのは（これ以下は不破氏の1996年執筆のペーパーによるが）、何しろこの課題は工

業開発のみ、エネルギーのみ、といった個別課題でなく、一国の経済全体に影響する大問

題である、既に他のドナー、特に世界銀行、IMG、UNIDOなどが政策支援協力を行ってお

り、彼らがこれに注目している、調査の方法論については定説が決まっていない、などの

心配があったことが列記されている。

さらに次のようにもいっている。JICAのどの部署でもそうだろうが、実施を担当する職

員は専門的能力を備えていないので、サブスタンスの判断は外部に委ねつつ業務の進捗管

理をしている。とはいえ専門外でも、ある程度の知識と経験は、一定期間業務に携れば備

わってくるので、常識的な範囲でサブスタンスについてもフォローは行っている。問題は

このような常識の範囲が「総合政策支援協力」についても通用するかどうか、ということに

あった。

この文書は、以上の結論として、現状のままではコンサルタントに対する業務指示書が

作製できないし、また業務指示書を作成したとしても、今度はコンサルタントのプロポー

ザルを評価する場合、開発経済に関するスペシャリストでないとプロポーザル評価が困難

ということになりかねず、結局そのような形式をとりえなかったと述べている。アカデ

ミックの仕事に対する JICAの対応の仕方には触れていないが、そのスタンスはほぼ似たも

のだっただろう。

③ JICAが知的協力に関して真にその実施機関になるためには長期を要しよう。それは大掛

かりな変化を伴うことだから、はじめは small beginningでいかねばならない。私自身この 6

年間にそのような small beginningの提案をしたことがあるが、応じてはいただいたものの実

現は難しかった。しかし JICAが、例えば｢日越共同研究｣フェーズ I最終報告書序文に記さ

れているようなその課題に関する社会開発調査の実施機関となるためには、それはやらね
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ばならないことだと思われる。さらに、日本の対外援助政策は、1999年の「ODA中期政策」

あたりから、「国別援助プログラム」（CAS）の作成を中心として、優先課題と地域別・国別

の重点を明確にするという方針を打ち出している。DAC（OECD）の対日審査報告（1999）は、

それが「要請主義」からの真の脱却を示すものと評価している。JICAは CAS作成の課題を

担わされており、また新しい地域重点政策の実行のための地域別の組織再編制を行った。

この政策を真剣に実行するためにも、自ら「知的協力」を実行できるような体制整備を欠く

ことができないと思われる。

④ このようにして JICA自身による「知的協力」の実施能力が蓄積されてくれば、現在のヴィ

エトナム事務局の業務内容及び人員構成にも次第に変化してくるだろう。業務内容につい

ては、現在の研究・助言に関連する研究企画・ワークショップ開催・成果物取りまとめ・刊

行及び関連するヴィエトナム側カウンターパートとの折衝・監督官庁との協議・交渉など

の内容が追加されてくるだろう。前述した過去 6年間の日越共同研究実施上の問題点の多

くは、本来ヴィエトナム事務局のこれら重要追加業務として処理されるべき問題だと考え

られる。

このような業務変化に伴って調査研究・助言、及びそれに直接関連する調整業務に従事

することのできる能力と地位、それに伴う権威をもつ人材が次第に増加してくるだろう。

実際、総括主査としての私の仕事は（私がたまたま現役でなく退職教員であるためにそれが

可能だったのだが）、時間で見て半分以上はこのような調整業務に使われたと思う。そこで

フェーズ IIIの初め、私の JICAへの要請の結果、前ハノイ事務所長がパートタイムのヴィ

エトナム事務局長として来られるようになってから、当時山積した調整に関連する仕事が

能率的に処理され、私自身は救われたものである。しかしそれはその方がUNDPに出向さ

れることになって事実上終わりとなった。

（5）コンサルタント問題

① シンクタンク型のコンサルタントが｢日越共同研究｣で果された役割の性質やその大きさ

は、部会ごとに違っていたものの、全体として真面目に努力され、特にヴィエトナム側と

の調整業務では我々を大いに助けられたと思う。しかし調査研究・提言に関しては、JICA

との間に我々アカデミックの仕事とパラレルな業務委託契約があり、後で考えて初期に

我々とコンサルタントとの間に多かれ少なかれ存在したちぐはぐな関係がそれに由来した。

フェーズ IIの後半に個人ベースのコンサルタントにアカデミックスの支援をお願いする「役

務提供契約」の方式が取り入れられ、のちこの方式に全面転換したといわれるが、この方式

が用いられたきっかけは、フェーズ IIの途次、ヴィエトナム政府の要請に応えてヴィエト

ナムのWTO加盟に伴う譲許関税率の決定や、それとAFTAの関税率引き下げとの関連など
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について特定の範囲の調査研究を進める必要が生じ、それを上記のコンサルタント個人に

お願いすることになったことである。この方は、この問題を担当した総論部会の主査をサ

ポートする役目を担われ、忠実に契約業務を果された。そのとき、他の部会においても主

査をサポートすることにより調査研究を促進することにしようというので、この方式の適

用が拡大された。フェーズ IIIでは、さらにこの方式が、フェーズ I、IIのコンサルタント会

社への「業務委託契約」方式と全面的に置き換えられた。しかし、コンサルタントのサービ

スを受ける形式として「役務提供契約」がよいと判断されたわけでは決してない。フェーズ

IIIでは、実際には必要なコンサルタント・サービスへの需要が大きく、1つのプロジェク

トに複数の役務提供型のコンサルタントをお願いしなければならない事情が発生した。し

かしこの方式についての双方の理解が食い違って調査・研究が著しく遅れたことがある。

他の部会では、コンサルタントのサービスを期待することを止めて、むしろ大学院生を用

いることを選んだ。コンサルタント問題はあらためて本格的な再検討が必要である。

（6）モンゴル型・ミャンマー型の知的協力

① これまでは現行の知的協力の実施体制を前提して、その枠内における改善の可能性を探

るための自己評価を試みた。残るところは、この実施体制そのものを変革することによっ

て知的協力の目的達成を促進することができるかどうかを考えることである。ただしこの

考察は、現在の段階では予備的に、同じ目的の「知的協力」であっても異なる実施体制を

とっている「モンゴル国市場経済化支援調査」及び「ミャンマー国経済構造調整」の 2つの

ケースについて、実施体制の概略のパターンを抑え、それをヴィエトナムのそれと比較し

て、そのなかから問題点を探るにとどめたい。

② はじめに、「モンゴル国市場経済化支援調査」は、同国が「開発戦略や公共投資計画、及

び具体的な経済改革プログラムの策定支援、経済政策立案者の育成などを目的とした開発

調査の実施を我が国に要請した」をうけて開始された。まず 1998年 9月から 1999年 8月に

かけて、「開発戦略及び公共投資計画」部門、「地方銀行サービスと貯蓄動員」部門、及び主

として税務行政の執行体制の強化に関する調査や徴税ノウハウの技術移転を内容とする「徴

税機能強化」部門の 3つについて調査が実施された。ついで 2000年 7月から 2001年 8月に

かけて、国家財政基盤強化のため「徴税機能強化支援調査」のフェーズ IIが実施された。現

在さらにそのフェーズ IIIが準備中である。

③ このモンゴル型の「知的協力」の実施体制の最大の特徴は、実際の調査研究が、日本側で

は JICAの委託したコンサルタント・グループ（「開発戦略及び公共投資計画」部門について

は「大和総研」及び「野村総合研究所」。「徴税機能強化」部門については「金融財政事情研究

会」）、モンゴル側では大蔵省（その他関係省庁のメンバーを加えるチームがカウンターパー
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トを結成した）の間の協力体制の下に進められたことである。最も、「開発戦略及び公共投

資計画部門」の『最終報告書』（2000年 3月）には調査実施の基本方針の 1つとして、「モンゴ

ル政府主導の下での共同作業体制の確立」ということがうたわれている。しかし他方では、

この知的協力事業全体について JICAが実施機関であるという規定が特記されている。

第二の特徴として、日本側では「JICA作業監理委員会」（浅沼 信爾 一橋大学教授が委員

長）、モンゴル側では大蔵大臣を委員長とする作業監理委員会がいて、助言と調整を行うこ

とになっている。日本のアカデミックスは、このモンゴル型の「知的協力」では、「JICA作

業監理委員会」に浅沼教授を含め 3名が参加しているだけである。第三の特徴として、上記

基本方針の中の他の項目として、国際機関と協力することがあげられている。

④ アカデミックスの立場から見て、これらの特徴が持つ意義は次のように考えられる。1つ

には、この知的協力は、経済開発や国民の福祉を効率的に達成するために基本的政策・戦

略を改善・改革することは求めていない。それが求めているのは、既定の基本政策・戦略

の枠内で、与えられた経済技術的問題を解き、その解を上手に実践することである（この知

的協力が2000年以後、技術協力のむしろ個別案件に近いような徴税問題を重点指向したの

はこれと関係があろう）。国内、政府部内に異なった見解があり、また国際機関と政府の政

策スタンスも一本化していないといったようなケースは想定されていず、仮にあったとし

て、それは政府間レベルの問題である。次ぎに、調査・研究の実務はコンサルタントの仕

事であるから、アカデミックスはその他様々のレベルの調整業務からも開放されている。

しかしこのような体制がうまくいっているのは、モンゴルの移行経済及びその国際経済

関係の展開の特殊性によるところが多いだろう。モンゴルはアジアの移行国では例外的に、

共産党（人民革命党）の一党独裁がなくなり（1990年の憲法改正）、社会主義計画体制が廃止

され（1996年国家開発庁廃止）、総選挙により民主政党派が選出された（1996）国である。こ

れと併行して対外関係はかつての“ソ連一辺倒”をやめ、ロシア・中国及び西欧側諸国と等

距離を置く外交に転じた。経済面における体制移行もまた、旧ソ連、東欧諸国において行

われた安定化、自由化、民営化の急進的な実行（日本にとっては不慣れなショックセラピー

方式による）によって進められた。これは輸出入貿易の地域構造の転換とともに、モンゴル

経済を 1980年から 4年間にわたって危機（マイナス成長と超インフレ）に陥れた。この最悪

の期間をも含めて、1990年代以降のモンゴル経済の安定と再建、並びに市場化政策の方向

と速度を決めているのは、1つには世界銀行を事実上のリード役とする「モンゴル支援国会

議」（CG）と、IMFによる 1997年以来の「構造調整貸付」（ESAF）であろう。日本は当初支援

国会議の共同議長の 1つであったものの、世界銀行、IMFなどが既に設定した安定政策路

線に関しては、なお静かに見守りつつ学ばなければならぬ段階である4。

4 いま 1つこの体制が順調に運営されている要因は、作業監理委員長浅沼教授が世界銀行の元局長であり、協力と

いう点で強い比較優位をもつ方であることを指摘しなければならない。
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⑤ 「ミャンマー国経済構造調整」のプログラムは 1999年 11月両国首脳会議において決めら

れたもので、「ミャンマーの現政権による経済改革を知的交流・人材育成などにより支援し

ていくことで、同政権の民主化に向けた政治改革の環境づくりを醸成していく」ことを目的

としている。

その実施体制はおよそ次のような特徴をもつと思われる。

（i）このプログラム（経済構造調整）は、日本側では JICA及び関係省庁、ミャンマー側では

政府関係部局の間の協力により実施される。このプログラムの下では、政策志向の共同

研究が実施され、その結果として政策提言が行われる（開発研究の部）。提言実施に関連

して適切な技術援助を JICA、日本政府部局及び民間セクターが実施する（補助的投入の

部）。

（ii）プログラム実施のために、日本・ミャンマー双方からの個別分野の専門家からなる「合

同タスクフォース」が設置される。タスクフォースは、「財政金融」、「産業貿易」、「IT」、

「農業・農村」及び「総論」などの部門別作業部会から構成される。「総論部会」は「監督グ

ループ」を兼ねる。このプログラムによる政策研究のためのトピックの選定や研究そのも

のは、作業部会で行われる。すべての作業部会は、日本側とミャンマー側とのそれぞれ

カウンターパートを成す 2つのサブグループにより構成される。さらに日本側はアカデ

ミックス及び産業界代表から、ミャンマー側は主として政府関係部局の高級幹部から構

成される。

（iii）タスクフォースの上部機構として、日本・ミャンマーとそれぞれの「調整グループ」が

設置される。日本側の「調整グループ」のメンバーは、外務省・財務省・経済産業省の対

外協力関係の審議官である。さらに日本側については、プログラムの「調整」は外務省が

行うと明記してある。

（iv）実施体制の説明にコンサルタントという言葉は記載されていないが、アカデミックス

の調査を補完・補助する目的で、調査の規模などに応じて業務実施及び役務提供コンサ

ルタントを活用している。

以上の特徴が持つ含意として、ミャンマー型の知的協力においては、アカデミックスの

仕事はモンゴル型のそれにおけるものと比べて遥かに増えるが、しかしヴィエトナム型に

おけるほどではないといえる。その理由は、ミャンマーの場合に「調整グループ」なる機関

が設けられていて、タスクフォースが知的協力の基本政策・戦略にかかわる問題に逢着す

ることがあれば、それはそこに回付すればよいからであり、自ら頭を悩ます必要はない。基

本政策・戦略の変更に関する提言はそもそもその権限内には存在しないのだと思われる。

いま一つの含意として、アカデミックスが基本政策・戦略以外の様々の調整業務をどれだ

けこなし得るかという問題が残るかも知れない。「知的協力」実施機関としての JICAの地位
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は、より明示的に記されたが、de factoにそれが可能となる改善がどのように企てられてい

るかについては記されていないのである。

⑥ 適正な知的協力の体制が、実体経済のイシューの性質や緊急性によって影響されること

は、ミャンマーにおいても同じである。ミャンマー経済の実情や中長期の課題などについ

ては、現在なお情報が著しく不足しているが、その特徴は少なくとも次の 3つの側面から

とらえられよう。第一にそれは旧ソ連型とは違う性格をもつものの、社会主義経済から市

場経済への移行過程にある経済である（1962年国軍がクーデターにより全権を掌握して後

26年間にわたって「ビルマ式社会主義」と呼ばれる閉鎖的な計画経済体制が続いたが、1988

年それによる財政難及び国際収支悪化を克服するため、社会主義が放棄された）。移行経済

はコメなど農産物買上げ価格や流通の統制撤廃、外資法制定による外国直接投資の回復や

国営企業による国家独占の廃止などがある程度効果をあげたが、伸び悩んでいる。第二に、

ミャンマー軍事政権は、1990年の総選挙によって「国民民主連盟」が 8割を超える議席を得

たにもかかわらず政権委譲を行わず、これが欧米諸国との正常な外交・外交関係の再開を

阻んでいる。日本・中国・ASEAN諸国などは軍政から民政・民主政治への漸進的移行を助

長するために、外交・経済関係を活発化しているが、欧米の主要国は経済制裁を解除して

いない。くわえてアジア通貨危機のインパクトがあり、ミャンマー経済は停滞が続いてい

るといえよう（ミャンマーの公式統計は比較的高い成長率と伝えているが、信憑性が低いと

されている）。第三は、以上の結果として、ミャンマーは経済の対外開放に転じたとはいう

ものの、世界銀行、IMFなど国際経済機関への参加を許されていない。このままではグロー

バル化した今日の世界において中長期の経済見直しを立てることは難しい。

ミャンマーに対する「知的協力」の課題は、このような情況により制約されるだろう。ア

カデミックスとの関係では、上記第三の特徴に関連して、ミャンマー政府が今後グローバ

ル化するに伴って必要となる経済政策や計画の策定の市場経済的ルール・手法を移転する

仕事が想起される。ヴィエトナムではそれらはUNDP、スウェーデン政府、世界銀行、IMF

が 1990年代はじめの国際社会復帰の一番始めに支援した仕事であった。ミャンマーではそ

れは日本のアカデミックスがコンサルタントの支援を受けて実行することが期待される仕

事の 1つであるかも知れない。

4. おわりに

① ヴィエトナムにおける現行の「知的協力」実施体制そのものの変更に関する考察は、「知

的協力」のモンゴル及びミャンマー型を参照してヴィエトナムのそれと比較することによっ

て行われたが、その暫定的議論は次のようにごく簡単に述べることができる。

（i）ヴィエトナムに対する「知的協力」をモンゴル及びミャンマーという 2つのサンプル相
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手国への「知的協力」と比べてみて、「知的協力」の目的やそのものは変わらないが、その

基本的な実施体制には大なり小なりの違いがあることが明らかとなった。特にアカデ

ミックスに課せられた本務（調査研究及び政策提言、あるいはコンサルタントの作業監

理）及び関連する調整業務（これには本務遂行の前提となる調査研究の基本政策・戦略に

係るものとその他のものの 2つの種類がある）のスコープがそうであった。しかし基本的

な実施体制の違いは、それぞれの｢知的協力｣の相手国の経済の初期条件及び現在のイ

シューの違いによるところが大きいことも、同時に明らかとなった。このことは、ヴィ

エトナムの現行実施体制の改革を他の「知的協力」相手国の実施体制を範として実施する

ことが決して容易でないことを意味する。

（ii）現在の研究段階では、ヴィエトナム「知的協力」をいかに改善することができるかの反

省は、ヴィエトナムにおける現行実施体制の枠内での改善の可能性を探究することを主

とすべきであろう。B項ではそのために種々の改善策をあげたが、そのなかでも最も重

要なものは、現在 de factoにアカデミックスが実施している種々の調整業務を de jureと

同時に de factoにもに JICAが実施することができるように改善・改革することであった。

（iii）しかし最適の実施体制は時とともに変化することに留意しなければならない。それが

時とともに変化するということは、最適の「知的協力」の内容についてもいえる。それに

ついては前でも触れた。｢日越共同研究｣が開始された 1995年 8月からその終了時 2001年

3月にかけて生じたヴィエトナム経済及びヴィエトナム政府・大学・研究機関における構

造変化の数々をこの視点から考察することは、我々に残された課題である5。

5 この章を書き終えたばかりの時、私は事務局から日本総合研究所の『我が国経済協力における「知的協力」を踏ま

えた政策支援のあり方に関する調査報告書』（平成13年 3月）を入手し、一覧することができた。この報告書は、

日本の対アルゼンティン、ヴィエトナム、モンゴルの 3つの知的支援に関するはじめての本格的比較調査（内閣

府委任）である。一覧後も｢日越共同研究｣に関する私の自己評価そのものは変わらないが、「知的協力」について

の提言の仕方は違っていたかもしれない。しかしこれについては他日改めて考えることにしたい（2001年 11月

22日）。
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1.投資プロジェクト貸付

構造主義的開発観より

―プロジェクトは「国民経

済計画」のスライスとして

個別プロジェクトで

の評価でなく、国ご

とのportfolioとして、

outcomeベースで評価

評価基準として「国

別援助戦略（CAS）」

マクマナラ総裁（1968-1981）

投資配分を農業、農村ひい

てBHNに向け増大

H・チェネリー

チーフエコノミスト

の“Redistribution with 

Growth”（1974）

1980年決定。

はじめ市場経済至上

主義

『世界開発報告

1990』

貧困特集

貧困アセスメント

（1991より）

貧困アセスメント

（1991より）

A.Senの

Capabilityアプ

ローチ

PRSPベース
譲許性援助

『世界開発報告

1991』

（Maeket-Friendly

的介入）

J.Stiglitzの

UNCTADヴィク

セルレクチュア

（NDS）（1998）

Wolfenson総裁

の包括的開発戦

略（CDF）

『東アジアの奇蹟』

（1994）ついで「世

界経済報告1997」

で調整介入の範囲

拡大

『世界開発報告

2000/2001』

貧困特集

2.貧困削減の重視

―Non-income 

povertyni に備える

3.構造調整貸付（SAL）

4.「包括的開発戦略」

（CDF）

出所：下記『日本学士院紀要』56巻2号中の石川稿

1940’s 1980’s 1990’s

Wappenhans’ report（1992） “Assessing Aid”（1998）

2000’

参加型貧困

アセスメント

（1990’s央）

表 1－世界銀行の開発援助政策“見直し”と帰結－ 1990年代を中心に
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知的支援プロジェクトで学んだこと

原　洋之介

東京大学東洋文化研究所

1. 計測が不可能な知的支援のコスト・ベネフィット

ヴィエトナムへの知的支援プロジェクトに関して、そのコスト・ベネフィット関係があまり明

らかではないという意見が存在しているようである。知的支援とは、ヴィエトナム政府に対して

望ましい経済政策のあり様という知恵を提案することである。そしていうまでもなく、そういう

政策を実際に採用するか否かは、ヴィエトナム政府の主権に属することである。こういう知的支

援に対して、いかなるコスト・ベネフィット計算をするのか。この問いに関して我々は、いまだ

はっきりとした基準や回答を持ちあわせていない。早急にこの件に関して議論を詰めるべきであ

ろう。

2. 国際機関との対話

現在、援助あるいは知的支援は、国際的に競争状態に入っている。ヴィエトナムの場合でいえ

ば世界銀行、IMFとの競争である。これら国際援助機関との間には、経済開発に関する基本的考

え方に違いがある。この点に関しては、世界銀行、IMFをオブザーバーという形で招待すること

で少しずつ誤解は解けていった。開発のアジェンダやそのプロセスに関して、日本チームとこれ

ら国際機関との間で意見の一致をみた訳ではないが、こういう対話を継続させ維持させていくこ

とは決定的に重要であろう。

3. 日本国内での調整という問題

さらに、知的支援そのものは、例えば農業部門での作業においても、いわゆるインフラ整備の

具体的プロジェクトの提案といったことを行うものではなかった。しかし農業部門の大きな開発

戦略を提案することは、結果として、これらインフラ・プロジェクトの評価とどうしても関連し

てくる。そのため、過去我が国のODAの主軸であった物的インフラ整備に関する各種調査との間

で、何らかのコンフリクトを引き起こす可能性も大きい。この点も、これからの我が国のODA戦

略の見直しとも関連して、大きな問題点であろう。

もう一つが対日本国内諸団体・組織との関係である。こちらのほうがある意味では重要であろ

う。例えば鉄鋼業、セメントなど個別産業に関するプレゼンテーションにおいて、「産業保護をし

た場合」のシミュレーションをしただけで、国内から「産業保護政策を提案している」というク
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レームがついてしまった。また強い圧力として日本の農政という問題がある。例えば、東アジア

における農産物のマーケットを調査しただけで、クレームがつく。特に日本の農政との関連で、

ヴィエトナム政府の要望に直接的に答えることが不可能となってしまうことがあり得る。この点

は大きな問題点である。

さらに、知的支援そのものは、例えば農業部門での作業においても、いわゆるインフラ整備の

具体的プロジェクトの提案といったことを行うものではなかった。しかし農業部門の大きな開発

戦略を提案することは、結果として、これらインフラ・プロジェクトの評価とどうしても関連し

てくる。そのため、過去我が国のODAの主軸であった物的インフラ整備に関する各種調査との間

で、何らかのコンフリクトを引き起こす可能性も大きい。この点も、これからの我が国のODA戦

略の見直しとも関連して、大きな問題点であろう。

4. グローバル・ガバナンスに関する意見の形成

ヴィエトナムの経験から、「日本の経済発展における開発戦略の経験をそのまま直接的にヴィエ

トナムに応用する、ということはできない」ということがはっきりわかった。その最大の理由は、

現在、ヴィエトナムが直面しているグローバル・ガバナンスの構造が、日本が経済発展してきた

ときのWTO（当時はGATT）体制や IMF体制とはいろいろな意味で全く違うからである。どういう

形で開発戦略を考えるかというときに、国際金融市場や貿易体制というグローバル・ガバナンス

とどう相互連関させるのか。あるひとつの国への知的支援の範囲を越えることになるが、この問

題は決定的に大きい。東アジアでの地域協力をどういうスキームで考え、日本がそこで何をすべ

きなのかということを、はっきりと考え、意見を世界に発信していくことが必要不可欠であろう。

この作業がないと、ある国に対してどういう知恵を出すのかという知的支援作業そのものが大層

困難になってこよう。
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自己評価－「日越共同研究」を顧みて　

福井　宏一郎

（1995～ 1997年　日本経済研究所）

（1997～ 2000年　日本政策投資銀行）

（2000～現在　KDDI）

1. 研究体制について

「日越共同研究」は、1995年のフェーズ Iの開始時には、大学教授を中心とするアカデミックメ

ンバーと JICAが選定したコンサルタントを合せて総勢50名近くが四部会に分かれ、それぞれヴィ

エトナム側の研究のカウンターパートを持ちながら進むという大掛かりなもので、研究テーマも

一国の国づくりの基礎となるような大きなものであった。この後フェーズ II、フェーズ IIIと続く

に従ってメンバー、研究員の規模及びアカデミックメンバーとコンサルタントとの役割分担は少

しずつ変わっていったが、研究テーマはやはり大きなもので、その成果は 5か年計画に取り入れ

られたり、現実の政策に取り入れられたりしている。世界銀行、IMFといった国際機関との議論

も行われ、また石川 滋 一橋大学名誉教授からヴィエトナムの書記長にも報告される機会が設け

られるなど、日本が行う知的支援としては新しい試みであったといえよう。

この長期にわたる共同研究において、私はコンサルタントとして、あるいはアカデミックメン

バーとして、フェーズ I、II、（産業政策部会）フェーズ III（総論部会）を通じて参加した。研究の内

容については後で触れるとして、研究体制についての感想を最初に記しておきたい。

フェーズ Iでは、コンサルタントはJICAの開発調査の枠組みで調査に参加しており、JICAのTOR

に従って調査を実施し、レポートを提出することが想定された。同時にアカデミックメンバーも

研究員として参加しており、日本側のチームがヴィエトナム側のカウンターパートと議論をする

なかで、研究テーマの中身、調査の実施方法や実施期間の変更が次々に出てきた。アカデミック

メンバーとヴィエトナム側のカウンターパートがこのように常時参画しながら開発調査が進むと

いうのは新しい経験であり、このような変更に対して、当初 JICAの仕組みは硬直的だった。一例

を挙げれば、当初は機敏さに欠ける公用旅券を使わずにヴィエトナムに出かける、ということだ

けでも大騒ぎだった。当プロジェクト担当の人たちは JICA内部の調整に苦労されたと思うが、新

しい試みには試行錯誤と柔軟性は避けられないのではないか。事務的な調整で研究開始が遅れ、

フェーズ Iは時間が窮屈になった面は否めない。また、フェーズ Iではロジスティックスの立ち上

げに大きなエネルギーを取られたが、この面では開発調査の枠組みはフレキシビリティーがあり

（現地再委託費・人員数など）、多人数のコンサルタントがいたのが幸いした。
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フェーズ IIにおいてはアカデミックメンバー中心の研究という位置づけとなり、コンサルタン

トは役務提供と開発調査の併用となった。仕事の内容に柔軟性の高い役務提供のコンサルタント

がアカデミック・グループと連携を密にし、一方で開発調査のコンサルタントとチームを組んで

調査をまとめる、というやり方である。ロジスティックスの面で立ち上がっていたこともあり、

フェーズ Iに比べてコンサルタントの数はスケールダウンされたが、依然として研究テーマをカ

バーするためには開発調査のコンサルタントが必要だった。

フェーズ IIIでは、コンサルタントの役割がさらに特定され、役務提供のみとなった。フェーズ

Iとフェーズ IIの研究の実績を基にすれば役務だけで十分との判断だったのかも知れないが、アカ

デミックメンバーはフルタイムで従事できない人が多く、役務にしても、もう少しフルタイムで

働けるコンサルタントを揃える体制をとったほうがよかったのではないかと思われる。

産業政策部会」のヴィエトナム側のカウンターパートは、計画投資省の Pham Quang Ham氏とそ

の配下の産業担当の人たち、及び彼らがセットした他機関の人たちで、基本的に中央官庁の役人

だった。彼らは、我々と議論し、また我々の求めに応じて他省庁との会合をセットしたり、国営

企業や地場企業に対する訪問をセットして同行し、また我々の求めに応じて作業をした。我々の

研究テーマについていえば、ヴィエトナムの産業ごとの生産や輸出入に関するデータなどは当初

ほとんど整備されておらず、Ham氏自らとその配下が資料を集めて作成にあたった。中小企業や

農村工業の調査については、科学技術環境省の科学技術予測戦略国立研究所の人たちが参加した。

Ham氏以下の人たちの係わり方はこのようなものであったが、中央官庁の役人として、日常的

な仕事を抱えている身としては、大変だったのではないかと思う。一方で彼らは、ヴィエトナム

の指導部から日常的に質問を受けたり、資料を作ったりしており、我々のテーマである大規模プ

ロジェクトをどう考えるかは彼らにとっても重要な問題だった。なお、Ham氏は、その時々のヴィ

エトナムの産業政策の考え方を短いペーパーにまとめて、共同研究として提出した。フェーズ III

では、意見交換先として、首相府などや他の研究機関も加わったが、先方が作業をするというこ

とはなかった。これは、開発調査の枠組みと現地再委託契約がなくなったという当方の体制の変

化も関係している。

なかなか表面に出てきにくい話題であるが、報酬についての感想を記したい。アカデミックメ

ンバーはほぼ無償で参加する一方、コンサルタントは JICAの線引きに従って定義された期間に報

酬が払われる。コンサルタントの報酬の単価は高く見えるが、事前・事後の準備・完成期間が長

かったり、調査中も報酬支払い期間が飛び飛びの線引きになっているため、フルタイムで参加し

ようとすれば実際の単価は低くなってしまう。欧米に比べて日本に高度な専門知識をもったコン

サルタントがいないことが指摘されるが、コストに見合う正当な報酬を払わなければ、やっつけ

仕事の成果しか出てこなくても文句はいえない。この共同研究のように、アカデミックメンバー

がコンサルタントのアウトプットを評価できる体制にあるプロジェクトでは、フルタイムで（通期
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の線引きで）報酬を払って十分に集中できる体制を作り、成果はアウトプットでチェックするとい

うやり方をとったほうがよいと思われるが、いかんであろうか。

2. 研究テーマについて

日越共同研究プロジェクトでは、フェーズ I、フェーズ II、（産業政策部会）フェーズ III（総論部

会）を通じて、資本集約型産業・幼稚産業の産業化をどう考えるかというのが私たちのグループが

担当した主要なテーマとなった。フェーズ Iは、JICAの開発調査の枠組で始まり、産業政策部会

の TORは多岐に渡っていた。1995年の 12月に初めて現地入りして先方と協議し、当時の懸案事

項だった石油精製プロジェクトなどを中心に研究することになったのがその後の方向を決めたこ

とになる。

テーマの性格上、長期的な視点が基本であるが、変化する国際環境とヴィエトナム側の力点の

置き方を考慮する必要があった。フェーズ Iでは、5か年計画策定との関係で大規模プロジェクト

をどう考えるかに力点が置かれた。フェーズ IIでは、AFTAとの交渉が始まるなかで、AFTAが完

全に適用される 10年後までに、どのような方針を出せばよいのかが視点に加わり、周辺国調査も

実施された。フェーズ IIIでは、総論部会の「グローバル下の制約下におけるヴィエトナム工業化

のシナリオづくり」の一部として、ヴィエトナム側の 2010年産業化戦略・2020年長期ビジョンの

タイムスパンに呼応する形で、資本集約型産業・幼稚産業振興のシナリオ作りに力点が置かれた。

フェーズ I（1995～ 1996年）

アカデミック・グループとコンサルタントとの会合で JICA開発調査のTORを事前に打合せて、

①資本集約型産業②海外直接投資③中小企業及び農村工業④AFTA・APECの影響の 4分野を調査

することになったが、1995年 12月に始めて現地入りした時、ヴィエトナム側のメンバー（主査Pham

Quang Ham）の強い希望により、上記の 4分野を研究するなかでも、特に①にあたる資本集約型 5

業種（鉄鋼・石油精製・石油化学・尿素肥料・セメント）を中心に提言することになった。

フェーズ Iでは、ヴィエトナム側は、草案段階にあった 5か年計画（1996～ 2000年）に対して実

践的なアドバイスを求めていた。1994年のヴィエトナムブームの直後で、日本などからの産業界

の訪越が相次ぎ、ヴィエトナム側が自信を深めていたころである。5か年計画草案もこのムードを

反映し、諸分野での産業化をうたっていたが、特に鉄鋼（高炉）、石油精製、石油化学（エチレン

センター）などの大規模な新設計画にヴィエトナム指導部の期待が集まっていた。しかし、ヴィエ

トナムはこれらの大投資を慎重に検討したうえで計画していた訳ではなく、産業化を象徴するプ

ロジェクトを早く実現し、産業化を急ぎたいというものだった。現に調査開始後間もなくフラン

スのトタールがヴィエトナム中部石油精製プロジェクトから撤退を発表するなど、産業政策・地

域政策・プロジェクトフィージビリティの間の混乱が既に露呈しつつあり、当時のヴィエトナム
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側チームでもこれらの投資をどう考えるかについてよく分からないという状態だった。

一方でヴィエトナム政府がこれらの大規模投資をやる方向で考えているのを前提にすれば、共

同研究を是か非かの結論にするのは適当でないと思えた。ヴィエトナム側は、当初大規模投資を

進める際の考え方やそれに伴うリスクという面での蓄積がなく、また日本側もヴィエトナムの現

状に対する知識に乏しく、議論を重ねたり、1月から 2月にかけて両チームが一緒にヴィエトナム

内の企業（外資・ヴィエトナム企業双方）に集中的に聞き取り調査にでかけたりして、相互理解と

情報に蓄積に努めた。報告書としては、これらの大規模投資のもつ特徴やリスク、周辺国の例な

どを紹介し、投資を行う場合の前提や他の選択肢などを議論するというのが中心のテーマとなっ

た。外資を呼びこむ際のヴィエトナム側の問題点やヴィエトナムの中小企業・農村工業の予備的

調査も、聞き取り調査に基づき分析された。

アカデミックメンバー：下村　泰民 （埼玉大学教授）

大野　幸一 （アジア経済研究所）

江橋　正彦 （明治学院大学教授）

大野　健一 （筑波大学 /埼玉大学教授）

コ ン サ ル タ ン ト：福井　宏一郎 （日本経済研究所）

打越　俊一 （大和総研）

笹野　尚 （日本経済研究所）

西　大介 （大和総研）

山田　元良 （パシフィックコンサルタンツインターナショナル）

小山　敦 （大和総研）

フェーズ II（1996～ 1998年）

フェーズ IIでは、フェーズ Iの資本集約型産業に幼稚産業（自動車）も加わり、一方で、輸出促

進型産業（野村総研が担当）も研究テーマに入ってきた。フェーズ Iに比べてテーマは絞られたが、

カバーする産業が広がり、長期的な視点がより強調された。日本でアカデミックチームとコンサ

ルタントチームが東アジアにおける産業化のパターンや国際的な環境（AFTA・WTO）について議

論し、またコンサルチームは周辺国の状況を実際に調査に行くこともできた。ヴィエトナム側

チームの認識も当面の大規模投資については当方と違わなくなってきていた。しかし、東アジア

通貨金融危機が起こる前の強気なムードの下で、ヴィエトナム側チームは依然として政府指導部

からの大規模プロジェクト推進の方針を感じながら当方との議論に臨んでいた。研究結果の提言

は、フェーズ Iの、各産業に対するオーソドックスな考え方を深化させるとともに、周辺諸国や国

際企業の最新情報に基づき、AFTAが実効に移される 10年後までにどのようなことができるのか

を視点に入れた。資本集約型産業・幼稚型産業の長期的な振興方針のなかで、大規模投資をやる
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かどうかをオプションの形で示し、やる場合には失敗しないような措置をとること、やらない場

合にはどのような方針で各産業を振興していけばよいかを示した。

この提言の仕方は、後述するように一部に誤解を生んだ。大規模投資をやる場合のオプション

も存在すること、ビジネスとして成功するための政策なども提示していることから、我々はこれ

らのプロジェクトを推進しようとしている保護主義者だとの批判が一部国際機関から出た。しか

し、実際には、我々のヴィエトナム側カウンターパートは、大規模プロジェクトをやる場合のリ

スクの大きさをヴィエトナム指導層に説明するのに、我々の提言を使っていた。ヴィエトナム指

導部が大規模プロジェクトに乗り気な環境下で、彼らにとっても、外国人の意見として説明する

ほうがやりやすかったのではないか。共同研究の相手方にも置かれている状況と立場がある。そ

のなかで共通認識を深めながら同じ土俵で考えるというやり方をとらない限り、なかなか対話が

進まなかったのではないかと今でも思っている。ヴィエトナム側の作成資料などを使った「貿易・

生産統計に見るヴィエトナム製造業の現況」という小論文も、フェーズ IIの成果物である。

アカデミックメンバー：今岡　日出紀 （筑波大学教授）

大野　幸一 （アジア経済研究所）

コ ン サ ル タ ン ト：福井　宏一郎 （日本経済研究所／日本開発銀行）

外池　治 （日本経済研究所）

笹野　尚 （日本経済研究所）

西大　介 （大和総研）

小山　敦 （東京大学大学院）

フェーズ III（1999～ 2001年）

フェーズ IIIは、総論部会の下で、ヴィエトナムの 2010年産業化戦略、2020年長期ビジョンの

タイムスパンに呼応する形で、資本集約型産業・幼稚産業振興のシナリオづくりを考えることに

なった。フェーズ Iの当面の大規模投資をどう考えるかに始まった共同研究が、フェーズ IIのAFTA

との交渉開始という環境下で周辺諸国の調査を踏まえて 2006年までの対応を視野に入れ、フェー

ズ IIIでWTO加盟交渉開始を念頭に置きながら長期的なシナリオを総合的に提言する、という発

展を辿ったことになる。フェーズ IIと同様に資本集約型・幼稚産業主要 6業種を担当し、輸出振

興型産業は野村総研グループが担当した。なお、産業政策部会では、鉄鋼産業についての詳細な

スタディ（主査大野健一先生、川端先生、田中 JICA専門員）が平行して進められており、このスタ

ディ・チームとも意見を交換しながら研究を進めた。

フェーズ IIIが開始された 2000年初頭は、1997年から 1998年にかけての東アジア通貨金融危機

を経て、短期的な経済情勢が様変わりとなっていた。ヴィエトナムのみならず、周辺のASEAN先

行国においても、資本集約型産業の設備投資は冷え込み、既存の計画も軒並み延期・凍結に見舞
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われていた。また、業種によっては危機のなかで資金繰りに窮して、欧米資本に相次いで買収さ

れていた。その一方で、AFTAは着実に進展しており、またWTOの TRIM撤廃期限も目前に迫る

など、国際化への潮流は変わることなく進展していた。また、この環境下で、国際的な企業の

ASEAN内での集約・分業体制が進展し始めていた。ヴィエトナムはこれらを考慮に入れて、主要

産業における長期振興シナリオを考え、そのためにはAFTAが実効に移される2006年までに何が

できるのか、2006年以降にはどうするのか、またWTOに対して今何を交渉しなければならないの

かが中心のテーマとなった。このためには、周辺諸国の新たな状況の調査、国際的な企業の最新

動向、WTOやAFTA当局との意見交換を行う必要があった。日本政策投資銀行（旧日本開発銀行）・

日本経済研究所のチームでこれらの調査を行い、「資本集約型・幼稚産業育成に係る長期的シナリ

オ」が作られた。

WTOに対する交渉は、ヴィエトナム側があまり知識なく臨んでいるのではないかと思われる節

があった。あるいは、交渉にあたっている人たちは、ヴィエトナムを自由化しなければいけない

という信念をもっていたのかも知れなかった。旧態依然たる国営企業を念頭に置き、何とか変革

を急がせようと、国際化をことさら強調していたのかも知れない。ヴィエトナムには本格的な資

本集約型産業はまだ存在しないといってよく、譲許税率を低くしたまま提出しても既存産業の反

対はない。それはそれで一つの立場であろう。しかし、資本集約型産業や幼稚産業の長期的な振

興という視点に立った場合、WTOに対しては加盟交渉をしている今でき得ることを主張しておか

ないと、後で取り返しがつかないものもある。そこで、フェーズ IIIでは、WTOに焦点をあて、ど

のような仕組みになっているのか、他国はどのような交渉をしているのか、何が問題になってい

るのかなどについて、ヴィエトナムの観点から解説するペーパーを別途まとめることにした。こ

のペーパー（「ヴィエトナムのWTO加盟の意義と留意点」）は、フェーズ IIIの資本集約型産業・幼

稚産業の長期的な振興のシナリオ・メイキングの補足的なものとして一体として読まれることを

期待した位置づけになっている。

フェーズ Iとフェーズ IIの成果はフェーズ IIIにも取り入れられている。その意味では、同じテー

マが少しずつ幅を広げ、タイムスパンを広げていった集大成がフェーズ IIIの資本集約型産業と幼

稚産業の長期的な振興のシナリオである。

アカデミックメンバー：石川　滋 （一橋大学名誉教授）

福井　宏一郎 （日本政策投資銀行／KDDI）

コ ン サ ル タ ン ト：饗場　崇夫 （日本経済研究所）

橋本　裕子 （日本経済研究所）
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3. 考え方の背景

私たちのチームは、分析の手法や考え方にある傾向を持っていたことは否めない。フェーズ Iと

フェーズ IIのコンサルタント・チームは、主に日本経済研究所と大和総研のコンサルタントから

なっていた。フェーズ IIIでは、日本政策投資銀行と日本経済研究所のチームが担当した。各フェー

ズを通じて、特定の産業の特徴や動向を調査するというのに加え、特定のプロジェクトをどう見

るかという分析が問題とされていた。日本開発銀行と日本経済研究所は、プロジェクト審査の訓

練を受けてきた人が主体である。私たちは日本の金融機関の伝統的な産業調査及びプロジェクト

審査の目でプロジェクトを見がちだった。それは、第一にプロジェクトはビジネスとして成功し

なければならない、というものである。大投資が後に捨て値で買収されたり、錆びてスクラップ

になるのは国家的な損失である。

その観点から見れば、提案されている鉄鋼（高炉）・石油精製・石油化学（エチレンセンター）の

プロジェクトは、ヴィエトナムの国内市場の未発達を考えれば、少々の保護くらいではとても成

り立っていかないプロジェクトだと思えた。精緻な分析には、もちろんコストの積み上げが必要

で、それが可能であればより説得力のある分析ができた。しかし、ヴィエトナムに関するそのよ

うなデータは入手不可能だし、政治的にも微妙な問題に首を突っ込みかねなかった。ただ、その

必要もないほど財務的に難しいプロジェクトであることは直感できた。そこで、リスクと負担を

明確にすること、選択肢を示すこと、そのようなプロジェクトは長期的な産業の時系列の中で可

能となること、その時間を早めるためには時系列の中でその時々に適切なプロジェクトが成り立

ちやすいような産業政策を導入すること（保護も含めて）が提言の基本的な考え方となった。

この提言の仕方は、一部に誤解を生んだ。すぐに大規模投資をやる選択肢については、そのた

めの負担の大きさやリスクや条件を前提として明言（言外に否定）している。しかし、我々の考え

は大規模プロジェクトを保護して推進しようとしている提言であると、国際金融機関の一部の人

から批判されたこともあった。提言の趣旨はむしろ逆であると説明しても、その趣旨は分かった

が、この提言はヴィエトナム側のプロジェクト推進派・保護主義者に利用されるだけだ、と反論

された。これは議論のすり替えであるが、このような研究テーマの難しい一面を表している。私

個人の経験になるが、過去にも、世界銀行、IMFが主導した 1992年のロシアの急激な民営化に際

して世界銀行のチームに加わっていた時、世界銀行の方針に対して内部から異論を唱えたことが

あった。この時、私の意見は、ロシアの保守派と改革派が拮抗しているときに保守派を利するこ

とになるだけだ、と言われたことがある。

考え方をめぐる大きな議論として、産業政策（特に保護政策）をどう見るかという点が上げられ

る。この議論は、自由経済主義論者か保護主義論者かという白黒二元論に単純化されがちである

が、これは危険である。産業化の道筋は、各国固有の状況と国際的な環境により当然ながら異な

る。産業政策は資源の最適な配分を歪めるといっても、実際に政策を担当し長期的に考える人は、
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どの国でも市場万能で動くわけではない。我々は、資本集約産業の長期的なシナリオについて、国

際的な経済環境に認められる限り、プロジェクトが成り立つ程度の産業政策（保護など）は産業化

をスムーズにし、早めるとの基本的な考え方にたっていた。もちろん、市場経済を前提にしてで

ある。しかし、この点は経済学的に証明するのは難しく、特に今のような国際化と自由化の風潮

の中では少数意見となりがちだが、東南アジアのヴィエトナムの周辺国が経済発展を遂げてくる

過程では常識であった。一般的な話しとしてではなく、実際に特定産業の外資にヒアリングして

いく過程で、我々はこの考え方が今でも有効であると信じた。

産業政策の是非をめぐっては、その手段の一つである政策金融について、私は過去に世界銀行

の研究に参画したことがある。1993年に世界銀行が「東アジアの奇跡」をまとめた時、同時に「東

アジアにおける信用アロケーション」という姉妹プロジェクトがあったが、その一部分である日本

については、「政策金融－戦後の日本の経験」（福井等共著）として世界銀行から出版（1993年世界

銀行ディスカッションペーパー221）されている。この時、世界銀行は、政策金融が有効だった例

があるかどうか実証しようてして、カロミリス教授（現コロンビア大学）らに依頼して、昭和 30年

代の日本の機械産業振興法・電子産業振興法に基づく日本開発銀行融資の有効性を研究したこと

がある。当時の日本は、自由化のターゲットイヤーまでに機械産業（特に自動車部品）と電子産業

を近代化しようとドラスチックな合理化政策を打ち出していた。生産性向上の基準に達した会社

には開銀から設備投資資金が融資され、その後の機械産業と電子産業の隆盛を招いたとされてい

る。この時、カロミリス教授らは、開銀の膨大な古い資料を元に、計量的な計測を行い、開銀融

資を受けた会社とそうでない会社との間にその後の発展に有意な差が認められる（政策金融は有効

である）との結論に達している。

資本集約型産業に対する当初の保護は、先進国も含めてどこでもやっていたことで、当初の保

護がなければ、周辺国にもそもそも投資が行われなかったであろうと思われる例の方がずっと多

い。もちろん、その結果失敗しているものも多い。問題は、保護やその他の産業政策が必要最小

限で済むような、適正なシナリオとプロジェクトの妥当性である。もちろん、政策を適正に実行

する社会的な枠組みがしっかりしていなければ腐敗が生まれ、保護が常態化しかねないが、それ

は別の問題であろう。AFTAが着々と進展するなかで、輸出産業の振興と同時に、資本集約型産

業・幼稚産業をも長期的なシナリオのもとにうまく振興していくという立場は、ヴィエトナムほ

どの人口規模を持つ国ではごく自然な発想であると思われる。相手を一方のコーナーに意識的に

追い詰めようとする白黒二元論を避け、教条主義に陥らず、かつ現実に狎れずという態度が必要

である。
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4. 日系企業・日本政府との関係

ヴィエトナム国内の事情のみならず、周辺国の事情を調査するのに、東南アジアに進出してい

る日系企業のヒアリングは不可欠である。しかし、これには細心の注意を必要とする。この共同

研究は、JICAの知的支援の枠組で行われており、相手国の立場に立って考えるのが前提である。

しかし、現にヴィエトナムで苦労をしていたり、ヴィエトナム進出を考えていたり、ヴィエトナ

ムに将来進出する可能性のあるような企業から情報を得て提言をする場合、我々が彼らの影響を

受けやすいことは容易に想像できる。ただでさえ、同じ日本人として、疑いの目で見られやすい

立場だと常に自覚しなければならない。いったん我々が日系企業や日本政府の代弁者だと思われ

たら、共同研究は成り立たない。

フェーズ Iのヒアリングの段階では、この点はあまり問題にならなかった。日越双方の企業訪問

も、双方の知識のレベルを合わせることに役立つのは先方も理解していた。既に進出していた日

系企業の不平不満は至るところで聞こえてきたが、懸案の大規模プロジェクトに特定の日本企業

が直接関与している訳ではなく、議論も合理的な論理展開に力点が置かれた。この過程が数か月

あり、少しずつ信頼関係ができてきた。ヴィエトナム中部の石油精製プロジェクトについては、イ

ンフラ部分を日本のODAで整備できないかという動きが現地の日本政府の側にも一時期あった

が、この点についても、我々は日本政府とは一線を画して研究するという立場であり、むしろ大

規模プロジェクトに伴うリスクを強調したのは前述のとおりである。

フェーズ IIに入って、自動車に象徴されるように、日系メーカーが進出している産業で、現実

に不合理で一貫性のない政策により混乱している業界を扱うことになった。ヴィエトナム政府内

の、自動車産業を所掌する工業省、税金を担当する大蔵省税務総局、AFTA・WTOを担当する人

たち、調整にあたる投資計画省の意見に整合性がないことが大きな原因だった。これはヴィエト

ナム政府の問題の一つで、議論をしても一致しない時はなかなか一貫性のある政策が決定されず、

各担当部署がばらばらに対処する。日系のメーカーは、日本政府（通産省）を通じて要望事項を達

成しようとしていたが、日本政府・日系メーカーの要望は工業省でストップしていた。我々はも

ちろん日本政府・日系メーカーとは一線を画して提言する立場で、彼らの要望を聞いて行動する

立場ではない。しかし、現状の正確な情報は日系メーカーから得る必要があり、また提言も、日

系メーカーの利害と似た結果になった。このような状況では、カウンターパートとの信頼関係と

論理的な整合性・説得性が問題となる。いきなりこのころの自動車産業のようなケースがフェー

ズ Iで出てきていたら、双方にとってやりにくかったのではないかと思われる。フェーズ IIIの進

行中にも、三井石油化学がヴィエトナム初の大型石化プラントである塩化ビニール工場から撤退

するという事態が生じた。我々の提言は三井石油化学擁護の主張と受け取られかねなかったが、

石油化学産業に対する当初からの議論を展開した。フェーズ IIIでは、従来のカウンターパートに

加えて、首相府などの人も加わっていた。これらの人たちにどう受け取られたかは分からないが、

私たちの当該産業に対する基本的な考え方はフェーズ Iから変わっていない。
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5. 共同研究の意義

当共同研究は、フェーズ I及びフェーズ IIIは 5か年計画策定上の参考として、フェーズ IIは 5か

年計画遂行上の参考という位置づけであった。実際に草稿段階のものと比べて 5か年計画が提言

に基づいて変わったと思えるようなところもあったり、またフェーズ IIの最中にも現実の具体的

な業種の政策が変わったと思われるところもあるなど、知的支援としての意義は現実的にも高

かったのではないかと思われる。

一方で、提言していることが結果的に政策となって実現されていないことも多い。しかし、こ

れらの実現されていない諸問題についても、私たちとヴィエトナム側カウンターパートとの認識

の共有は着実に進展してきた。フェーズ Iでの最初の東京ワークショップ（1996年 1月）で我々が

渦中にあった石油精製プロジェクトがいかにリスキーかをプレゼンテーションした後、団長の

Thuy氏（現中銀総裁）やHam氏が、「これまでいい話ばかり聞いていたがそんなにリスキーだとは」

と言っていたのと比べると、その後認識のギャップは急速に埋まった。ヴィエトナム側カウン

ターパートの産業に対する認識の深化と政策形成能力の向上は、このプロジェクトの大きな意義

として挙げられる。

日本の知的支援として、期間・規模・体制・成果物の範囲と大きさにおいて例を見ないこの共

同研究は、今後他の市場経済化知的支援の参考として使われれば、一層その意義は大きなものに

なろう。私たちが担当した産業化の分野でも、世界銀行などの支援との補完性に留意しつつ独自

のアプローチを取ったが、このようなやり方は、相手国にとっても歓迎すべきものであり、日本

の顔の見える支援として、我が国にとっても意義が大きいものと思われる。

6. 結　び

以上、堅苦しい反省を書き連ねてきたが、実際に我々の論調を形作ってきた心情を最後に記し

て結びにしたい。カウンターパートとの信頼関係が徐々にでき、ヴィエトナムの事情が分かって

くると、我々はヴィエトナムの遅れと彼らの焦りがよく理解できるようになった。彼らは、たま

たま遅れてしまっているが、もともと優秀な人たちである。石川先生とド・ムオイ書記長との信

頼関係から、我々は日本独自の見解を出そうという空気もあった。我々は徹底的に相手の立場に

立って物事を考える、という心情になっていった。フェーズ II以降の我々の論調は、狭く険しい

道かも知れないが、最初から将来の一流の産業構成を頭に置きながら産業化をすすめるにはどう

したらいいのか、という考えが基礎となっており、それは我々のこの心情からきている。普通の

プロジェクトであれば、とてもここまではやらない。もっと客観的であるべきだとか、日本のこ

とも考えるべきだとかの反論もあろう。違った係わり方があったのかも知れないが、我々は徹底

的に相手の立場に立って物事を考えた。知的支援とは本来そのようなものではないか。

以　上
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共同研究の目的とそれを支持するための仕組みに関するメモ

渡辺　慎一

財政金融部会

石川プロジェクトが何をめざし、どのような成果をあげたかという問題はいろんな機会に議論

されてきた。しかし、石川プロジェクトの実行を支えた「現地委託契約」という資金配分の仕組み

については、その有効性についても、それが内包していた問題についても、全く議論がなされて

いない。「問題が存在しないこと」（あるいは、「問題が存在したとしても、それがプロジェクトの

実行の重要な阻害要因にはならないこと」）が暗黙のうちに仮定されていたためである。しかし、

1999年、フェーズ IIIの研究体制を作る過程で、「現地委託契約」という資金配分の仕組みに重要な

問題が含まれていたことが、ある小さな「事件」によって突然表面化した。石川プロジェクト全体

の中ではとるに足らないような小さな「事件」に過ぎなかったものの、それは、「現地委託契約と

いう資金配分の仕組みに問題が存在しない」という暗黙の仮定が単なる希望に過ぎず、現実的な根

拠がないことをはっきりと目に見える形で示すことになった。本稿では、その小さな「事件」を取

り上げ、その出来事がもっている性質と、それが将来、類似のプロジェクトに対してもつ含意を

検討する。

1．驚くべき事実

フェーズ IIの後を受けて 1998年 9月から始まったフォローアップ研究は、翌1999年 7月のハノ

イ会議で事実上終了し、直ちに最終報告書の作成とフェーズ IIIの準備に入った。最終報告書は、

1999年 12月に完成し、関係者に配布された。

1999年 12月、筆者はハノイを訪問し、計画投資省、財務省、中央銀行のカウンターパートと会っ

て、フェーズ IIIの研究課題について最終的な合意を得た。ただ、「日本側の研究者と直接、共同

して研究できるような体制を作ってほしい」との要望が財務省から出たため、研究体制をどうする

かという問題については宿題として持ちかえった。年明け早々の 2000年 1月、財政金融部会は集

まりをもち、フェーズ IIIの研究課題について最終的に確認するとともに、財務省の要望に沿った

形で研究体制を再編成することにし、日本側部会主査がその旨を、ヴィエトナム側財政金融部会

の主査である計画投資省のL氏及び財務省のカウンターパートに連絡することにした。

この時点では、財務省の要望は純粋に共同研究をより効果的なものにしたいという願いに基づ

いているものと考えていた。財務省のカウンターパートとの面談では、「日本の大学教授から、よ

り多くのことを学びたい」というような言葉がしきりに繰り返されたためである。日本側のチーム
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とヴィエトナム側のチームがどのようにしたらより効果的に共同研究を進めることができるかと

いう問題がヴィエトナム側から提起されたのは初めてであり、非常に望ましい進展だと思われた。

しかし、計画投資省のL氏の反応は、極めて否定的であり、ややヒステリックでさえあった。や

や意外な感がしたものの、単なる誤解に基づくものと思い、財務省の総括責任者と直接話し合っ

てもらうよう繰り返しL氏に依頼した。しかし、L氏から良い返事は返ってこなかった。

筆者が勝手な思いこみをしていたことが分かったのは、同年 4 月にハノイを訪問したときで

あった。偶々ちょうどその4月から、JICA専門家として1名が、財政金融部会の共同研究をサポー

トするためにハノイに派遣され、筆者は、日本とヴィエトナムの共同研究を大きく前進させるこ

とができる体制ができたと考えた。

しかし、4月に財務省を訪れた筆者は、全く思いもよらない経験をすることになった。財務省の

カウンターパートは、共同研究をサポートするためにハノイに JICA専門家が常駐することになっ

たという事実には、全く何の関心も示さなかった。しかも、L氏と財務省の間の「誤解」について

筆者が触れた途端、全く予想もしていなかった質問が返ってきた。「プロジェクト資金はどのよう

に配分されているのか」筆者は、プロジェクト資金の総額も、配分方法も知らなかった。筆者がプ

ロジェクト資金の配分について何の発言権もないことが分かると、態度が一遍に硬化した。「あな

たに意思決定をする権限がないことがわかった。今回の研究課題はすべて重要であり、上から業

務命令として言われているので、業務としてやる、しかし、それ以上のことはしない、報告書は

書いて計画投資省に出す、それですべてである。共同研究の課題に関しては既に合意しているの

だから、これ以上話すことは何もない、帰って頂きたい」驚いた。たった3か月ほど前に「直接、共

同研究を進めたい、日本の大学教授からより多くのことを学びたい」と繰り返し「甘い言葉」を述

べた同じ人物の口から、共同研究などはもはや必要ではないと言わんばかりの言葉が出てきたの

である。

JICA事務所に戻ると、早速、フォローアップ研究の参加者への報酬がどのようにして支払われ

たのか尋ねた。計画投資省のL氏の友人であるハノイ大学のN氏に、フォローアップ研究の「委託

調査費用」として、JICAから 1万ドルが支払われたとのことであった。「委託契約」の仕組みすら

知らなかった筆者は、フォローアップ研究で、一本の論文も書かなかったN氏になぜ 1万ドルが

支払われたのか全く理解できなかった。N氏を通じて、フォローアップ研究の参加者に、1万ドル

が配分されたこと、配分方法に JICAは全く関与していないこと、などの事実がわかった。

総額で 1万ドル。これを計画投資省、財務省、中央銀行の 3者で割ったとして、約 3,000ドル。

財務省は、この額に不満なのだろうか。なぜかつて経験したことのないような苦い時間を財務省

で味わうことになったのか。筆者の当惑を解いてくれたのは、中央銀行のカウンターパートで

あった。フォローアップ研究で中央銀行のチームはどれだけの報酬をもらったのかという筆者の

問いに、「お金のことは話したくない」と言い渋っていたものの、「ここだけの話しとして、絶対に、
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外に出さない」という条件付で、無理やり聞き出した。教えられたのは驚くべき事実であった。

フォローアップ研究に参加したヴィエトナム側メンバーが書いた9本の論文のうち、最も重要な6

本の論文を書いた中央銀行のメンバー 6人全体に支払われた報酬は、翻訳料を含めて 500万ドン

（約 350ドル）に過ぎなかった。

フォローアップ研究で 3本の論文を書いた財務省に対してもほぼ同じ 350ドルが支払われたの

だろうか。もしそうだとすれば、残りの9,300ドルはどこに行ったのか。計画投資省からは、筆者

が書いたL氏との共同論文以外には一本の論文も出ていない。JICAが N氏に支払った 1万ドルの

うち 93％の使途は全くわからない。

報酬の多寡について部外者に話してはならないというルールが存在するのであろう。財務省の

総括責任者は、「直接、共同研究を進めたい」という言葉で、「資金配分の仕組みを変えてほしい」

という意志を筆者に伝えようとしていたのであろう。「先進国ボケ」した筆者には、それがまるで

わからず、彼はひどく歯がゆい思いをしたに違いない。計画投資省の L氏と財務省の総括責任者

の間では、「直接、共同研究を進めたい」という言葉が何を意味するのか、自明だったのであろう。

だからこそ、L氏は財務省の要請を強く拒否したのであろう。L氏と財務省の総括責任者の間には

何の「誤解」もなかった。誤解があったのは、彼らと筆者の間であった。

救いだったのは、中央銀行の総括責任者の共同研究に対する態度であった。「共同研究は有意義

であり、学ぶものがたくさんあった。自分個人では報酬がなくても喜んで参加したい。しかし、勤

務時間外の時間を当てて、フォローアップ研究に参加した多くのチームメンバーからはあまりに

も報酬が少ないと不満が出ており、そのため、フェーズ IIIの研究課題の重要性にもかかわらず、

何の作業も始めていない。申し訳ない」もしも中央銀行の態度が財務省の総括責任者と同じであっ

たとしたら、もしも共同研究から多くを学んでいるという言葉を中央銀行の総括責任者から聞か

なかったとしたら、筆者は、4月時点で、石川プロジェクトから抜けていたと思う。

2. 業務と委託契約

建前の上では、石川プロジェクトは政府のプロジェクトであり、プロジェクトへの参加は業務

命令である。プロジェクトに参加することに対して、金銭的な報酬が必要とされるわけではない

し、また、金銭的な報酬が支払われるべきでもない。時間外の仕事であれ、休日出勤であれ、業

務の一部としてプロジェクトに参加する以上、公務員の報酬制度の中で処理されるべき問題であ

る。プロジェクトに参加したことに対する報酬が少ないと不満を言うこともできないし、言って

もならない。

これが建前である。しかし、建前に過ぎない。

「それだけでは生活ができないような」公務員の低賃金を背景に、勤務時間の内外を問わず、公

務員のアルバイトが公然と行われている。おそらくとるに足らないような時間外手当しか支払わ
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れないような状況で「余分」な業務に精を出すと、アルバイトができなくなり、収入が減ってしま

う。こうした実態が背景として存在する。

「建前」と「実態」のこのような乖離は、命令された業務の質に大きな影響を与えざるを得ない。

特に、業務の要求水準が高く、そのために多くの時間を割かなければならないにもかかわらず、業

務のアウトプットの質を測定することが難しいときはそうである。所得水準が大きく乖離した

人 （々所得水準の低い現地政府の公務員と所得水準が高い国からきた外国人）が共同して作業する

ことが必要なプロジェクトのような場合には、その乖離は特に強く意識されるであろう。

政策の共同研究という旗を掲げた石川プロジェクトは、これらの条件をすべて満たしている。

高度の業務内容が要求され、まじめに取り組めば多くの時間が必要になる、しかしアウトプット

の質を測定することは難しい。

現地委託契約という仕組みは、事実上、このような「建前」と「実態」の乖離を埋めるための仕組

みとして機能した。JICAが現地のコンサルタントにデータ収集などの調査を依頼する。コンサル

タントはプロジェクトのカウンターパートと形式上は何の関係もないが、実際にはプロジェクト

のカウンターパートが、コンサルタントを指定し、コンサルタントを通して、報酬を入手し、そ

れを「何らかのルール」に従ってプロジェクト参加者の間で分配する1。JICAが関与するのはコン

サルタントとの調査契約だけであり、調査に対する報酬がどのように使われたかには関与しない。

前節で述べた「小さな事件」はこうした社会的事情を背景にして起きたわけである。

3．2段階の委託契約

「小さな事件」に対する JICAハノイ事務所の反応は極めて早く、委託契約を2段階にするという

仕組みを考え出した。当初L氏の強い抵抗があったため、若干の紆余曲折があったものの、JICA

ハノイ事務所は辛抱強くL氏及び石川プロジェクトの担当者を説得し、7月 7日にはL氏との合意

をとりつけた2。その仕組みはおよそ次のようなものであった。まず、最初の段階ではおおよそ現

在の委託契約の仕組みを踏襲する。しかし、最初の段階では契約金は一切支払われず、次の段階

で、共同研究への参加者リストについて双方が合意して初めて契約金が支払われる。すなわち、2

番目の段階で、プロジェクトのどの課題をどの機関（計画投資省、財務省、中央銀行など）の誰が

担当するかについて日本チームとN氏（実質的にはL氏）が協力してリストを作り、そのリストが

できて初めて、JICAからN氏へ最初のコンサルタント料が支払われる。

この 2段階の仕組みは極めて効果的に機能した。第 1段階の契約が JICAハノイ事務所所長とコ

ンサルタントのN氏の間で 7月 12日に結ばれ、同時にN氏は担当者リストを提出した。担当者の

1 筆者の限られた聞き取りよれば、こうした仕組みは、JICAに限らずODA機関の間では、広く使われているよう

である。財政金融部会の場合は、計画投資省のL氏が N氏をコンサルタントとして指定した。
2 7月初め、財政金融部会における共同研究の立ち上げが遅れていることを懸念する石川教授の手紙が、フック次

官に届けられた。フック次官からL氏に早急にプロジェクトを立ち上げるよう支持があったものと推測される。
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資格、部署などを基に約1週間ほどかかって担当者リストに関する協議や調整が行われ、7月 19日

に第 2段目の契約が行われた。

これによって、プロジェクトの参加者の間にどのように「調査費用」が配分されたかをモニター

できるようになった。

4. 政策研究の方法としての共同研究の成果と限界

2000年 12月にハノイで開かれたフェーズ IIIのワークショップに、ヴィエトナム・チームは全

部で 24本の論文を提出した。その内訳は、計画投資省から 5本、財務省から 8本、中央銀行から

7本、国家証券委員会から 2本、大学から 2本であった。英訳の問題は最後まで付きまとったもの

の、すぐれた分析を含む論文が中央銀行だけでなく、財務省、計画投資省が提出した論文の中に

も含まれており、財政金融部会に関する限り、質・量ともに石川プロジェクト始まって以来の内

容になった。全体として見ると、ヴィエトナム・チームの論文は、日本チームが提出した 4本の

論文よりもはるかに優れた政策分析を行っている。

JICAハノイ事務所が考案した委託契約の 2段階方式が効果的に機能し、プロジェクト参加者の

積極的な貢献を促したことが推測される3。

ヴィエトナム経済を支える市場経済の制度的基礎が極めて低い発達段階にあるという事実をど

のようにして開発政策に反映させるか、ヴィエトナム社会のもっている特徴を最もよく生かすこ

とのできるような開発政策は何か、ヴィエトナムの市場経済を次の発展段階に進めるためにはど

のような政策がより有効かといった一連の問題を、石川プロジェクトは、日本チームとヴィエト

ナム政府の政策担当者との共同研究という方法によって解こうとした。しかし、財政金融部会に

関する限り、「共同研究」の内容は、フェーズ I、IIと、その後のフォローアップ、フェーズ IIIと

では、その重点の置き方が全くと言ってよいほど異なっている。

フェーズ I、IIでは、ヴィエトナム・チームは計画投資省、財務省、中央銀行などの局長クラス

の政策担当者からなっていたが、開発政策を研究する主体は日本チームであった。日本チームが

中心になって開発政策のあり方を研究する、研究に必要なフィールド調査や基礎資料を集めるの

をヴィエトナム・チームが助ける、それによってヴィエトナムが持っている開発政策の様々な選

択肢を明らかにする、ヴィエトナム・チームは日本チームが見いだした政策の選択肢の現実性を

チェックする。そういう関係が、共同研究の内容であった。その際、日本チームの研究に必要な

フィールド調査や基礎資料の収集を行うための仕組みとして、委託、再委託という仕組みが使わ

れた。JICAが日本のコンサルタントにデータ収集などの業務を委託し、日本のコンサルタントが

3 2000年 3月に「あなたとはこれ以上話すことはない」と筆者に言った財務省の総括責任者に、同年 12月のハノイ

会議の時、後ろから抱きすくめられ、ほおずりをされるはめになった。彼なりの謝罪の仕方だったものと思わ

れる。
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それをヴィエトナムのコンサルタントに再委託するという方法である。形式上、共同研究のカウ

ンターパートとしてのヴィエトナム・チームと、再委託先であるヴィエトナムのコンサルタント

とは全く無関係になっている4。再委託先のヴィエトナムのコンサルタントからヴィエトナム・

チームのメンバーに報酬が支払われたようであるが、はっきりしたことは分からない。

フェーズ I、IIでは予算規模が大きかったことや、政策研究の主体が日本チームにあったため、

委託－再委託という仕組みは特に問題にならなかった。最終報告書における論文の量も質も、日

本側の論文が主体であり、ヴィエトナム・チームの論文は、論文というよりもヴィエトナム政府

の現在の政策を箇条書きにしたものに過ぎなかった。

委託契約という仕組みが問題になったのは、フォローアップ以降である。フォローアップでは、

プロジェクトの予算規模がずっと縮小され、JICAが日本のコンサルタントに業務を委託するとい

う仕組みは廃止された。その時、ヴィエトナム・チームのプロジェクトに対する積極的な貢献を

どう確保するかが、現地事情に詳しい JICAハノイ事務所で問題になったものと推測される。政

府同士の合意に基づいて、業務の一部として実行されるプロジェクトの参加者に直接報酬を支払

うことは、人件費の補填になってしまうためできない。そこで、再委託先であったヴィエトナム

側コンサルタントを直接の委託先にし、データ収集などの名目でコンサルタントに調査費用を支

払って、そのなかからヴィエトナム・チームのメンバーへの報酬を捻出してもらう、という仕組

みをとることになったものと推測される。財政金融部会のプロジェクトに関連した「業務」の委託

先は、ヴィエトナム側チームの総括責任者であるL氏が指定したN氏になった5。

その結果何が起き、そのために共同研究そのものが危うくなったことは既に詳述したが、これ

はプロジェクトにおける「業務」がフォローアップ以降大きく変化したことに関連している。

フォローアップでは、中間にコンサルタントが介在しなかったため6、直接ヴィエトナム・チー

ムと問題を議論し、政策の選択肢を検討するようになった。フォローアップの主要な課題が、ア

ジア危機によって表面化したヴィエトナムにおける銀行システムの問題をどのように解決して

いったらよいかという問題であったことや、中央銀行チームの総括責任者がプロジェクトに極め

て積極的であったこともあって、ヴィエトナム・チームの公式のリストには載っていないような

中央銀行の貨幣政策局（旧調査局）の若いメンバーが何人もプロジェクトに参加してきた。それに

対し、日本チームのメンバーの数は3名に過ぎなかった。政策研究の主体が、日本チームからヴィ

エトナム・チームに移った。

4 実際には密接な関係があり、L氏の友人であるN氏は遅くともフェーズ IIからヴィエトナム側コンサルタントと

して再委託の受け皿になっていた。フェーズ Iに関しては全くわからない。
5 この事実にしても、筆者はフォローアップがとっくに終わり、フェーズ IIIのプロジェクトを立ち上げようとし

ていた 4月まで全く知らなかった。もちろん、JICAハノイ事務所が、ヴィエトナム・チームのメンバーにどう

したら積極的にプロジェクトにかかわってもらえるか苦心していることなど夢にも考えなかった。
6 ヴィエトナム側にコンサルタントがいることを筆者は全く知らなかった。
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中央銀行のメンバーとの議論の中で、日本チームは、ヴィエトナム経済が市場経済の初期の発

展段階にあること、その事実がヴィエトナムにおける銀行システムの危機の特徴にどのように現

れているか、また、その事実を銀行システムの危機を解決していくための政策のなかでどのよう

に考慮に入れていくべきかといった問題を、いろいろな仕方で提起した。中央銀行のチームはそ

の問題に誠実に答えようとした。議論の中で、Financial Repressionといった、ヴィエトナムの金融

システムの現状を理解する上でキーになるような概念が、きちんと通訳されていないことなども

明らかになった。

翻訳の問題、議論が思う存分できなかったことなど、多くの不満は残った。しかし、1999年 7

月にハノイで開かれたフォローアップの総括会議に提出された中央銀行チームの論文は、それ以

前のヴィエトナム・チームの「論文」とは比較にならないほど、質の高いものになっていた。いく

つかの論文には、興味深い政策分析が含まれており、その意味では、やっと地に足のついた共同

研究が始まったということができる。

しかし、委託契約という仕組みは、フォローアップにおける共同研究が築いたこのような土台

を、ほとんど台無しにしようとしたのである。

5. 類似のプロジェクトに対する含意

財政金融部会のこのような経験は、類似のプロジェクトに対してどのような含意をもっている

だろうか。

（1）まず、インセンティブの問題が存在するという事実を直視すべきである。そのうえで、選

択肢は 2つある。1つは、どのような形であれ報酬は出さないという選択である。この場合、

プロジェクトへ積極的に参加することによって、業務上の負担が増え、アルバイトができな

いような場合には、相手国チームのメンバーにとっては金銭的な負担になる。多くの時間を

プロジェクトのために割かなければならないような場合は、この方式では限られた成果しか

あげられないであろう。しかし、相手国チームのプロジェクトでの責任が限定されたもので

あれば、選択肢として十分に考慮に値する。

もう 1つは、何らかの工夫で報酬を出すという場合である。報酬は、積極的にプロジェク

トへ参加することを促す効果を持つ。ただし、報酬の分配が不公正だと、逆にプロジェクト

を破壊してしまう可能性があり、また、いわゆる「腐敗」の原因にもなる。報酬の分配がモニ

ターできるような仕組みを作ることが必要であろう。この点から考えると、現地委託という

形式にも、日本人のコンサルタントと経由した再委託という方式にも、いろいろ工夫の余地

があろう。
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（2）共同研究の主体をどこにおくか。相手国チームの助けを得て、日本チームのメンバーが政

策研究をするというのは、日本チームにとっては、極めて心地良い「共同研究」のあり方であ

ろう。しかし、この場合、政策研究が現実的な有効性をもつためには、いくつもの条件が必

要なように思われる。まず、政策研究のアウトプットが現地の事情を十分に反映していて、相

手国政府に高く評価されるような内容をもっていなければならない。さらに、そのアウト

プットが相手国政府の政策担当者の注意を引くことが必要であろう。そのためには、日本側

チームの能力が極めて高く、また、できるだけ高い地位にある相手国政府の政策担当者がプ

ロジェクトのメンバーになることが必要になろう。しかし、石川プロジェクトのように、プ

ロジェクトの日本側リーダーが相手国政府のトップと緊密な信頼関係を築き、プロジェクト

のアウトプットに注目してもらうといった関係をつくることは、一般的には非常に難しいか

もしれない。

（3）もう 1つの共同研究のあり方は、相手国チームのメンバーが共同研究の主体になるような

場合である。この場合には、相手国チームのメンバーの多くは地位の低い若手の政策担当者

が多くなろう。日本チームの役割は、彼らの興味を引くことができるような、現実的で重要

な問題を提起し、彼らが問題を解決するための政策的選択肢を探すのを手伝うことである。

いわば、論文指導のような教育的機能を担うことになる。この場合、日本チームのメンバー

は、例えば、判じ物のような英語で書かれた論文の意味を理解するために、無報酬で多くの

時間を費やすことを覚悟しなければならない。しかし、このような作業を通じて、日本チー

ムのメンバーも、長い目で見れば、多くのことを学ぶことができ、また、相手国政府の政策

形成能力の強化にも寄与することができるだろう。しかし、プロジェクトのアウトプットの

直接的な影響は（2）の場合ほど強くないかもしれない。

（4）上述の（2）と（3）の、2つの型の共同研究を、財政、金融、農業、産業などの違った分野で

同時に進めることも、場合によっては、可能であろう。

以　上



- 104 -

Appendix: 財政金融部会（フェーズ III）の再委託契約に関する覚え書き

編集者：本覚え書きに附せられた別紙 9本の文書は、アジア第一部インドシナ課に保管　

　細川　大輔

JICA専門家

1. 問題の発見

2000年 3月 31日 細川ハノイ着任の翌日、着任挨拶のため渡辺教授とともに、財政金融部会

のカウンターパートの 1つである財政省金融政策局長タイン氏を訪問。そ

の際、同氏より前回（フォローアップ）の調査に対する報酬について意見が

表明された（別紙 1）。

4月 5日 同じ目的で国家銀行（中央銀行）通貨政策局次長タイン女史を訪問。当方か

らの質問に答える形であったが、財政省同様報酬に関する意見が表明され

た（別紙 2）。

2. 対応の協議

4月 12日 JICAヴィエトナム事務所での対応（別紙 3）。

－MPI/DSIに対し善処を申し出る。

－フェーズ IIIの再委託契約では改善を図る。

4月 28日 アカデミックス（東京）による協議（別紙 4）。

－当面 JICAヴィエトナム事務所に対応を一任する。

－委託研究の契約開始は越側の改善案の提出とその検討を踏まえてから行

う。

3. 新しい再委託契約への模索

研究への貢献に対する適正な資金配分を確保するために、調査項目ごとに担当者を事前に決定

し、ペーパー 1本の報酬額を契約書に明記する方向で交渉を進める。

6月 14日MPIは事前の執筆者決定に抵抗を示す。早期解決のために、細川から妥協案を日本側

に提示（別紙 5）。

6月 16日 渡辺教授はさらに契約本文の大幅修正を提案。

6月 29日 JICA本部、JVJR東京・ハノイ間で協議（別紙 6）。
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4. 急転直下の妥結

交渉が暗礁に乗り上げたため、JICAハノイ事務所とMPI外国局が話し合う。

7月 7日 ヴィエトナム側主査が渡辺教授の修正案を受け入れる旨回答。

7月 19日 修正後の再委託契約調印（別紙 8）（別紙 7）。

5. 調査研究活動の本格的開始

9月 12日 渡辺教授が訪越し、共同研究を開始（別紙 9）。

以　上
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日越共同研究「財政金融部会」の研究活動記録
－コンサルタントの視点から－

森　和之

（財）日本経済研究所

1. 財政金融部会の概要

国際協力事業団（JICA）が実施した「ヴェイトナム市場経済化支援開発政策調査」ではフェーズ I、

II及び IIIを通して財政金融部会が設置され、日越双方による共同研究体制が作られた。日本側は

財政金融専門のアカデミック・メンバー及び民間コンサルタントが、ヴィエトナム側は計画投資

省（MPI）財政金融局を中心とする関連行政官が研究メンバーとなった。

6年にわたる研究テーマは、ヴィエトナム財政金融が抱える基本的課題であるとともに時々の経

済状況を反映して変遷してきている。フェーズ Iでは「国内及び外国貯蓄動員」、フェーズ IIでは

「中央地方間の財政配分」、「金融仲介機能」及び「家計金融調査」、フェーズ IIIでは「税制改革」、「金

融改革シナリオ」及び「不良債権問題」であった。また、フェーズ II及び IIIの間に実施されたアジ

ア危機対応調査では、財政金融分野のテーマである「最適為替レート制度」及び「対外債務問題」が

取り上げられた（付表 1）。

2. 調査体制

（1）日本側研究メンバー

日本側及びヴィエトナム側双方に「カウンターパート」と称する研究チームが作られた。日

本側の研究チームは、大学教授を中心とするアカデミック・メンバー及び JICAが選定した民

間コンサルタントで構成された1。フェーズ I、II、IIIと進行するに連れてメンバー構成は変化

している（付表 2）。これは調査テーマが変わってきたこと、アカデミックな研究という性格

がより明確となったこと、したがってアカデミック・メンバーとコンサルタントとの役割分

担も変わってきたこと、の結果と考えられる。フェーズ Iのアカデミック・グループは広野教

授他 4名の体制、フェーズ II以降は堀内、渡辺、田近 3教授を中心に進められた。

フェーズ Iではアカデミック・メンバーの役割を作業監理委員的にとらえるのか、研究員と

とらえるのか必ずしも明確でなかったように思われる。一方、コンサルタントの役割につい

1 フェーズ I当初、5か年計画（1996～ 2000年）草案に対する緊急提言を求めてきたヴィエトナム側に応えてアカ

デミック・グループによる研究が 1995年 7月に開始されたが、コンサルタント・メンバーが開発調査の仕組み

で当研究に参加したのは、JICAによるプロジェクト公示、業者選定を経た同年 12月以降である。
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ても、JICA指示のTORに則した調査がコンサルタント独自の責務であるのか、アカデミック

の補佐として行うのか、関係者間の認識は一様ではなかったと思われる2。フェーズ II以降は

アカデミック主体の研究であること、コンサルタントはこれあるいは分野的に、あるいは作

業的に補完すること、が明確となった。

上記のように、フェーズ I、II、IIIにおけるコンサルタントの性格づけは大きく変化してい

る。フェーズ Iでは開発調査の手法により、大和総研・日本経済研究所・パシフィックコンサ

ルタンツインターナショナルからなる3社 JVが選定され、財政金融部会には日本経済研究所、

大和総研及び三菱総研（補強）から計 5名が参加した。フェーズ IIにおいては、フェーズ Iで

の経験を踏まえアカデミックとコンサルタントの連動性を高める目的で、開発調査と役務提

供が併用された。すなわち、コンサルタント主査を柔軟性の高い役務提供コンサルタントと

する一方、他メンバーは開発調査団員とした。広範な調査テーマをカバーするためにも、ロ

ジスティックをカバーするためにも、数名規模のコンサルタントが必要であった。

フェーズ IIIにおいてはコンサルタントの役割が縮減され、役務提供方式のみとなった。こ

れは、フェーズ I、IIの実績に基づく延長線上の調査であったこと、下記（3）の調査インフラ

が整備されたこと、に関係があろう。一方で、そのロジスティックの重要性をかんがみれば、

フルタイムで従事するコンサルタントの役割は不可欠と思われる。

（2）ヴィエトナム側研究メンバー

ヴィエトナム側の研究体制は計画投資省（MPI）金融財政局を窓口とし、関連政府部門の行

政官をメンバーとするものであった。フェーズ I、IIを通じて、Lai Quang Thuc MPI金融財政

局長を主査とし、Le Quac Ly MPI 金融財政局シニア専門家、Tran Van Ta 財政省財政政策局

長及びDuong Thu Huong中央銀行経済調査局長の 4名が実質的なメンバーであった。

フェーズ Iでは他に3名がメンバーに名を連ねていたが、ワークショップ等に出席したこと

もなかった。フェーズ IIでは上記 4名に加えて、家計調査のためカウンターパートとしてHo

Si Cuc統計総局副局長、下記の現地コンサルタント・グループからVu Van Hoaハノイ財政会

計大学教授が参加した。フェーズ IIIでは、この間にThuc氏及び Ta氏が副大臣に、Huong氏

が副総裁に昇格したことから、カウンターパートはLy金融財政局副局長のほか、Thanh財政

省財政政策局長、Thanh中央銀行金融政策局副局長に引き継がれた。

ヴィエトナム側メンバーは中央政府の役人であり、共同研究者としての役割よりも、共同

研究のオーガナイザーとしての役割の方が大きかった。社会主義体制下のヴィエトナムで、

2 フェーズ I及び IIでは開発調査手法が採用されたため、コンサルタント・グループには契約上、アカデミック・

グループの研究とは形式上独立な調査をTORに沿って実施する責務が存在した。したがって、各部会毎に「日越

共同報告書」と併行して「開発調査報告書」が作成された。
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ヴィエトナム政府の協力無く外国人が政策研究を行うことは不可能であろう。また、ヴィエ

トナム側メンバーは日々の行政実務、課題に直面していることから、その視点は短期的にな

らざるを得ず、彼らの財政金融分野の関心事も短期的に変化していた。

こうした点で、正式メンバーではなかったが、現地再委託契約の実施部隊であったヴィエ

トナム側コンサルタントも重要なパートナーであった。MPI金融財政局が推薦したヴィエト

ナム国立大学 Phung Xuan Nha氏がマネージャーとなり、現地コンサルタント・グループを形

成した。これには事務レベルのヴィエトナム政府職員も含まれ、中心的な役割を果たした。

フェーズ IIの家計調査では統計総局スタッフの働きに負うところが大きい。

（3）ロジステック体制

（i）現地プロジェクト事務所

開発調査におけるロジステックの重要性はいうまでもないが、当調査のコンサルタント

もその労力の大半をロジステック関連に費やしている。カウンターパートとの連絡調整、

ヒアリング先選定、質問表作成等の現地出張準備、再委託契約とその進行管理等々。こう

したロジステックの基点となる現地プロジェクト事務所の存在が重要であった。

とりわけ、フェーズ I、II時点においては、現地事情の把握が何よりも重要課題であり、

加えてヴィエトナムとの通信連絡事情がよくなかったこと、フェース・ツー・フェースで

ないと手続きが進まないこと等から、長期にわたる現地滞在及び現地での連絡事務所が必

要であった。

フェーズ Iでは 1995年 12月中旬に現地入りした。1995年 8月 28日付 Scope of Workでは

SPCが事務所スペースを提供することになっているが、提示された施設は機能性、交通利

便性、十分なスペースに欠けるもので利用できなかった 3。現地で本件をサポートした

VIDECO及び主幹事・大和総研の働きでようやく翌年 1月中旬に Tran Quoc Toan通りに条

件に合った 4階建てビルを確保した。この間は滞在ホテルの 1室をオフィス代わりとした

が、照明、スペース、機材などあらゆる面で不便であった。現地事務所は1階がアカデミッ

ク用、2、3階が 4部会のコンサルタント用に使用し、4階は JICA派遣長期専門家が事務所

としていた。

フェーズ IIにおいても同ビルを事務所として活用した。フェーズ IIにおいては、現地事

務所全体を管理する JICA企画専門員及び現地事務スタッフが配備された。財政金融部会で

は別途、現地スタッフを 2名（調査補助 1名、事務補助 1名）を使用できたため、作業効率

3 近年の調査では、パソコン、コピー、ファックスなど装備が不可欠であり、したがって十分な電気容量が確保

できる事務所であることが重要。また、当調査のように数グループに分かれて行動する場合、常時数台の車が

必要であり、十分な駐車能力も不可欠。
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が改善した。調査補助スタッフはヒアリング、国内出張に同行し、通訳も兼ねて調査内容

に習熟したし、日本側メンバーの不在期間には連絡調整役として活躍した。フェーズ IIIの

プロジェクト事務所は JICA事務所のあるダイウ・オフィス・ビル内に移転、企画調査員、

現地スタッフ及び長期専門家が配置され、当調査専属ではないが現地調査、連絡調整で補

佐に勤めた。

（ii）通　訳

開発調査とりわけソフト分野では、政策に係る行政文書やデータの収集、現場での政策

執行状況把握などで現地語が大きな壁となる。財政金融部会では、ヴィエトナム語のでき

る日本側メンバーはおらず、英語のできるヴィエトナム側メンバーはLy氏のみであった。

また、訪問先のヴィエトナム人が英語を話すことも極めてまれであった。したがって、カ

ウンターパートとの意見交換、ヒアリング、資料整理・解読など通訳スタッフに大きく依

存した調査であった。通訳は基本的にスポット契約であり、毎回（毎日）替わる可能性が高

い。当調査のように長期間にわたり、専門性の高い場合は、通訳よりもむしろ英語のでき

る現地スタッフを長期雇用することが調査遂行上必要と思われる。

通訳の量的確保並びにその質は、各フェーズの調査を通じて重要な課題であった。とり

わけフェーズ I時点での通訳事情は質量共に厳しかった。アカデミック・メンバー用の通訳

は JICA事務所が雇い、コンサルタント用の通訳は主幹事・大和総研が現地の調査補助会社

を通じて雇った。通訳の多くは政府や国有企業職員のアルバイトであり、経済・産業知識

もあまり無く、ましてや財政金融の専門知識は持っていないので、簡単な質問でも数回の

やりとりが必要であった。

フェーズ I、II、IIIと進むに連れて、通訳の能力、効率は大きく改善した。背景的には、

ヴィエトナム経済の開放・国際化進展、若手人材の成長による英語力、経済知識向上があ

る。当研究とりわけ財政金融部会調査の通訳として継続的に協力してきた、ヴィエトナム

国立外国語大学のDo Thai Thu Thuy女史及び外務省のDang Dinh Quy氏などは、英語力は

もとより調査内容に対する理解、専門用語、ヴェイトナム側の財政金融事情に通じており、

現地スタッフ同様の貢献をしている。

フェーズ IIでは上記（ii）の現地スタッフが通訳も兼ね、調査内容、専門用語に習熟し、重

要な戦力となった。フェーズ IIIにおいては、JICA予算で手配される通訳の他に、ヴィエト

ナム商工会議所（VCCI）と契約、若手スタッフを現地アシスタントとして活用した。ヒアリ

ングに 2名を同行、現地アシスタントをメモ取り役、通訳が困った場合の補助通訳とした

ところ、ヒアリングの精度はかなり向上した。
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3. 調査実施方法

（1）現地調査の重視

フェーズ I、II、IIIを通して、日本側メンバーによる現地ヒアリング調査、現地再委託調査

によるデータ・資料収集、カウンターパートとの意見交換が主たる調査手段であった。とり

わけフェーズ Iにおいては、日本側メンバーの大半がヴィエトナム事情に通じておらず、ヴィ

エトナム財政金融の関連文献も少なかったため、とにかく現地事情の把握が最大の課題であ

り、現地調査を重視した（表 3）。行政官であるカウンターパートの日常は多忙であり、現地

通信事情も悪かったことなど、東京から連絡を取ることは容易ではなかった。Scope of Work

等で決まっていることも対面交渉を経てようやく動き出すことが常態であり、長期の現地滞

在が不可欠であった。

ヒアリング先は財務省（財政政策局、国庫局、財政研究所、税務総局、投資開発総局など）、

中央銀行（経済調査局、金融政策局、国際局、監督局など）、4大国有商業銀行、民間銀行及

びその地方組織、人民委員会（地方自治体に相当）、国有企業、民間企業などの地元機関、並

びに世界銀行、IMF、UNDP、外国銀行、外資系企業など外国機関である。調査地点はハノイ

が中心であるが、南部（ホーチミン）及び中部（ダナン）の調査も行った。フェーズ IIにおいて

は、地方財政調査のため、田近教授、服部氏、Thuy女史が北部 2県、中部 3県、南部 3県を

訪問している。フェーズ IIIでは不良債権問題を取り上げたことから、移行国の先行例として

中国で現地調査を行った。中国人民銀行、中国建設銀行、信達信託投資公司などにヒアリン

グした。財政金融部会の第三国調査はフェーズ Iから IIIを通じて本件のみである。

国有企業を含めた国家機関のヒアリング調査は、MPIの協力により実施した。事前の日程

調整に加えて、当調査の政府窓口としてのMPIから書面紹介を出してもらう必要があった。外

国人との面談は慎重、形式的に行われることが多く、双方の代表が上座に並んで座る中国式

面談が多かった。面談相手は機関の地位によるのであろうか、トップの場合もあるが、副局

長、副頭取などDeputyクラスが多かったように思われる。また、事前連絡で面談の了解を得

て往訪しても、上記書面が手元に届いていないからと面談を拒否される、すなわちアポの取

り直しをさせられることもあった4。

MPIも民間セクターのヒアリング先を紹介する能力はないため、ヴィエトナム商工会議所

の協力を得てハノイやホーチミンの民間銀行、民間企業を訪問した。国家機関のヒアリング

相手は建前的な発言が多いのと比較して、民間セクターでは現状に対する率直な意見や不満

が聞けるとともに、我々調査団を通して政府に意見を伝えたいとの印象であった。

4 一例として、フェーズ I当初の 1995年 12月、田近教授及び森でHCMC人民委員会を往訪した際には、MPI高官

であるリー金融財政局エコノミストが同行しているにもかかわらず、文字どおり門前払いを受けた。リー氏の

その後の手配を得て、ようやく翌日面談可能となった。
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ヴィエトナム側の協力を得るインセンティブの一つとして、フェーズ II期間中に日本開発

銀行の協力を得て審査研修を実施した。公式訪問ヒアリングだけでは銀行セクターの業務実

態が十分に把握しきれないため、実務者に対する審査研修を実施することで、ヴィエトナム

側の審査能力を把握するとともに、先方からのヒアリングの機会を得ようとの試みであった5。

（2）資料収集及び現地再委託調査

フェーズ I調査開始にあたりコンサルタント側にて資料収集を行ったが、ヴィエトナム財政

金融に関係するまとまった既存資料としては、世界銀行、IMFレポート及びミッション報告、

JICAヴィエトナム国別援助研究、OECFカントリー・レポート、日本開発銀行・国協リサー

チレポート「市場経済移行下のヴィエトナム政策金融」ぐらいであった。その他存在する様々

な資料、メモを入手して現地情報の体系化に努めたが、現地情報の絶対量が不足しており、上

記（1）の現地調査が不可欠であった。情報管理の厳しいヴィエトナムでは、外国人である日

本側メンバーが調査先で資料やデータを求めても実態的に入手は不可能であったので、下記

再委託調査により入手することが不可欠であった。フェーズ IIに入ると、HIID他の調査レポー

トが出始め、当調査の比較優位性や相互補完性が新たに課題となった。日本の調査機関等の

レポートも出始めたが、一次情報をベースとするものは少ないように思われた。

財政金融分野の研究にはマクロ経済データが必須であり、これは基本的には世界銀行、IMF

データ を活用し、不足分を再委託調査で入手する方法を取った。基礎資料である各銀行アニュア

ル・レポートの入手収集も容易ではなかったし、記載されている情報量も少なかった6。

ヒアリング調査により現状や課題の大枠は把握できるが、詳細事実の確認やデータ収集は

困難であり、別途の方策が必要であった。コンサルタント･グループから現地コンサルタント

に再委託する方式により、ヴィエトナム側コンサルタントが資料やデータの入手、翻訳にあ

たった。また、研究テーマに則して委託した分析レポートの取りまとめにもあたった。

フェーズ III においては再委託方式を巡って日本側とヴィエトナム側で意見が分かれ、一

時、実施が危ぶまれた。日本側はフェーズを重ね、現地事情にも通じてきたことから、効率

化のため再委託相手との直接交渉を求めたが、MPI側は窓口の一本化を譲らなかった。再委

5 1997年 2月 26、27日の 2日間にわたり実施。MPI金融財政局は審査研修開催の提案を高く評価し、MPI内会議室

の確保、参加者の取りまとめを担当した。中央銀行、工商銀行、投資開発銀行、農業銀行、Techombank、VPBank

及びMPIから審査担当の 16名が参加した。開銀は柴田国際協力審議役、山崎国際協力審議役室課長、高橋審査

部課長からなるチームを構成し、講義を行った。
6 フェーズ IIで 4大国有商業銀行の1991～ 1996年を対象とする財務分析を行った。中央銀行から入手したデータ

の分析であり、アニュアル・レポートは補助的に利用した。そもそも英文で作成されたものは銀行により 1993

ないし 1994年版が最初と思われる。各行間で勘定科目の建て方が異なり、中央銀行データとの齟齬も大きかっ

た。ようやく第一号として農業銀行に対する国際基準による監査があったばかりの段階であった。
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託が当共同研究を実施するにあたって、ヴィエトナム側インセンティブの大きな要素であっ

たことの現れであろう。

（3）調査スケジュール

フェーズ I、II、III共に中間、最終と2回開催されたワークショップに向けた調査スケジュー

ルで進められた。財政金融部会では現地調査を主体としており、各フェーズ共におおむね次

のようなスケジュールであった。第 1回目の現地調査でカウンターパートと具体的な調査内

容及び方法について合意、現地ヒアリング（ハノイ中心）、再委託調査の発注、第 2回目に追

加現地ヒアリング（ホーチミン、ダナンなど含む）、再委託中間報告入手、中間ワークショッ

プについての議論、第 3回目に中間ワークショップを踏まえた現地ヒアリング、再委託最終

報告入手、最終ワークショップについて議論、であった。

フェーズ I、II共にコンサルタント契約が開始されたのが12月で、年度末の3月をフェーズ

Iの場合は最終ワークショップ、フェーズ IIの場合は中間ワークショップとしてターゲットと

された。この間にはヴィエトナムのテトがあり調査が中断され、しかも再委託調査により

データ収集を行う点からも、調査期間としてはよいタイミングではなかった。フェーズ IIIは

この点改善され、より長期的スケジュールで調査が進められた。

4. テーマ設定

テーマ設定は各フェーズとも、アカデミック・グループが JICAミッションに参加し、ヴィエト

ナム政府と Scope of Work として合意する形で行われた。当研究は先行して 1994年に実施された

「ヴィエトナム国別援助研究会」が提唱した長期開発戦略の精神を引き継ぐ形で実施されてきた。

この大枠の中で、開始に先立ってコンサルタントによるプロジェクト形成調査が実施され、調査

の方向づけが図られた。財政金融分野では長期開発のための貯蓄・投資水準の引き上げを指摘し

ている。これを受けてフェーズ Iでは貯蓄動員を国内貯蓄、外国貯蓄と幅広く調査することを研究

テーマとした。幅広い項目をカバーするものであり、それぞれが総論的でもあったことから、全

体を統合しまとまりある内容とする点で苦労があった。フェーズ IIはフェーズ Iの実績に基づき、

「中央地方の財政配分」「銀行仲介機能の問題点」「家計金融行動調査」といった焦点を絞ったテーマ

設定が行われた。フェーズ III ではフォローアップ調査の延長としてテーマが設定されたので、

テーマ設定に時間をかけるという点は最大限尊重されたことになる。このフォローアップ調査を

リードした渡辺教授の方針は、ヴィエトナム側からの問題提起、自己分析であった。

Scope of Workが締結されてから、コンサルタントが選定されるという手続き上、難しいのであ

ろうが、テーマ設定の過程にコンサルタントを関与させる方が望ましいのではないか。当研究で

の調査手法は上記のごとく、現地調査や現地再委託を柱としている。テーマの細目まで詰める前
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に、資料・データ収集の可能性、スケジュール等をカウンターパート、さらには現地コンサルタ

ントと協議する必要があろう。

ドナー間協調という点では、各フェーズ共に第 1回現地調査の際に世界銀行及び IMFの現地事

務所を往訪し、当方研究テーマを説明し、先方との意見交換を行っている。世界銀行が金融セク

ター改革において金利自由化、政策金融廃止、不良債権処理、民間セクター振興などコンディショ

ナリティ提示型であるのに対し、当研究はアカデミックな分析を優先することでの差別化は果た

されていたと考えている。

5. 当研究実施の意義

当研究の最大の貢献はヴィエトナム側カウンターパートの政策形成能力向上であろう。フェー

ズ I及びフェーズ IIIは 5か年計画策定上の参考として、フェーズ IIは 5か年計画遂行上の参考と

いう位置づけで実施されたが、日常の政策立案、政策遂行の過程での思考においても日越間の意

見交換は大きな役割を果たしたと思われる7。

5か年計画への反映のほか、具体的な施策としては、フェーズ I報告書において国内貯蓄動員策

の一手法として提案した郵便貯金制度がヴィエトナム政府により実際に導入されたことがある8。

当研究の特徴である包括性、すなわちヴィエトナム経済が直面する課題の重点 4分野を網羅し

て進められたことは、一方で日越の研究メンバーに重要課題間のバランス感覚を要求するととも

に、他分野の情報を提供することでヴィエトナム経済に対する包括的なイメージを持たせること

に貢献した。ただし、他分野にまたがる意識的な議論は少なかったように思われる。

この他日本側メンバーが得たものは、（1）カウンターパートと信頼関係を構築したこと、これに

は一部トラブルもあったが、現地コンサルタントとの信頼関係も含まれる。フェーズが進むに連

れてヴィエトナム側の共同研究への理解が高まり、協力も積極化してきた。（2）ヴィエトナム財政

金融に関する知見が整理、拡充されたこと、（3）調査研究に係る現地ネットワーク力が拡充したこ

と。　　

コンサルタントは従来、具体的なシステムの提案・設計等を役割としてきたが、当研究ではよ

り包括的なイシューに対する理論的アプローチに参加することができた。単なるコスト・ベネ

7 財政金融部会のカウンターパートであるLy、Ta、Houngの 3氏は、ラオス政府の要請を受け 1999年同国を往訪

し、インフレ抑制に関する政策アドバイスを行った。当研究に参加したことが間接的に役立ったものと推測さ

れる。
8 フェーズ II終了後に首相に採択されたが、この間の 1996年 10月、MPI Thuc副大臣はフェーズ Iの主幹事大和総

研の招きを得て郵便貯金制度他の調査に来日、日本開発銀行を通して郵政省郵政審議官、貯金局長を紹介して

いる。また1997年 2月には、MPIが郵貯導入セミナーをハノイにて開催し、日本側からは郵政省、大和総研、日

本開発銀行が参加している。後日、Thuc副大臣はヴィエトナムにおける郵便貯金制度導入は財政金融部会の成

果であるとコメントしている。
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フィット比較ではないアカデミックな議論は、日本人コンサルタントの不得意とするところであ

り、当研究ではこうした側面を意識した調査を行うことができた意義は大きい。しかしながら、

フェーズが進むに従い、ヴィエトナム側の条件もより具体的なシステムの構築が要請されてきて

おり、理論的アプローチとともに本来のコンサルティング的アプローチも必要かと思われる。

以　上

表 1－財政金融部会の研究テーマ

JICAヴィエトナム調査　財政金融を中心に ヴィエトナム政治経済

1995.8

1995.8～

1996.6

1996.8～

1998.3

1997.12～

1998.3

1998.9～

1999.6

1999.～

2001.3

緊急提言

「5か年計画草案へのコメント」

・貯蓄率の引き上げ

フェーズ I

「5か年計画に関する研究」

・工業化のための貯蓄動員（政府貯蓄、民間貯

蓄、外国貯蓄）

フェーズ II

「経済グローバル化への対応」－ 5か年計画達成

のための財政金融改革

・財政改革、中央・地方財政配分

・ 金融仲介の問題点

・ 家計金融調査

アジア危機対応調査

・最適外国為替システム

・対外債務プロジェクション

フォローアップ

ヴィエトナム側による問題点描出

・自由化に備えての金融セクター改革、銀行改

革、国有企業と銀行、アジア危機下のアドホッ

ク金融措置

フェーズ III

「新 5か年計画への提言」
・金融改革シナリオ

・不良債権問題

・財政税制改革

・マクロ経済モデル

FDIブーム

村山首相訪越（1994.8）

ド・ムオイ書記長訪日（1995.4）

5か年計画（1996～ 2000）

第 8回党大会で採択

アジア通貨金融危機

アジア危機の影響

ファン・バン・カイ首相訪日

新宮沢構想による支援表明（1999.3）

・民間セクター育成プログラム

・大規模国営企業の監査

・非関税障壁の関税化

新 5か年計画（2001～ 2006）

第 9回党大会（2001上半期又は 11月）で採択
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表 2－財政金融部会の研究メンバー

日本側

担　当 フェーズ I フェーズ II フェーズ III
主　査 広　野 成蹊大学 堀　内 東京大学 堀　内 東京大学

財　政 田　近 一橋大学 田　近 一橋大学 田　近 一橋大学

金　融 渡　辺 国際大学 渡　辺 国際大学 渡　辺 国際大学

マクロ・モデル 渡　辺 国際大学 榊　原 千葉大学

国際金融 木　下 輸　銀 黒　柳 輸　銀

直接投資 岡　田 横浜国立

コンサルタント 森 日経研 森 日経研 森 日経研

〃 藻　谷 日経研 桜　井 日経研 小　山 日経研

〃 斎　藤 大和総研 斎　藤 大和総研 片　桐 日経研

〃 小　林 三菱総研 服　部 大和総研

〃 安　田 小　野 三菱総研

ヴィエトナム側

担　当 フェーズ I フェーズ II フェーズ III
主　査 Thuc MPI Thuc MPI Thuc MPI

補　佐 Ly MPI Ly MPI Ly MPI

財　政 Ta 財政省 Ta 財政省 Thanh 財政省

金　融 Houng 中央銀行 Houng 中央銀行 Thang 中央銀行

Phuc MPI

コンサルタント Nha ハノイ大学 Nha ハノイ大学 Nha ハノイ大学
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フェーズ I

1995/12/16～

1996/1/20

1995/12/16～

1995/12/

1996/1/2～

1996/1/31

1996/2/3～ 1996/3/6

1996/2/3～

1996/2/18

1996/2/23～

1996/3/6

1996/3/1～ 1996/3/2

フェーズ II

1996/12/11～

1996/12/22

1996/12/14～

1996/12/22

1997/1/15～

1997/2/2

1997/1/22～

1997/1/26

1997/1/26～

1997/2/2

1997/2/21～

1997/3/16

1997/3/9～

1997/3/14

1997/3/5～

1997/3/30

1997/5/11～

1997/5/17

フェーズ III

2000/2/16～

2000/3/2

2000/2/17～

2000/2/25

2000/3/12～

2000/3/30

2000/3/26～

2000/4/8

森、斎藤、小林

田近

藻谷

斎藤、小林

森

森

ハノイWS

森、斎藤、桜井、小野、服部

渡辺

森、斎藤、桜井、小野、服部

渡辺

田近

森、斎藤、桜井

堀内、黒柳

田近、服部

森、小山

田近

森、小山

渡辺

ハノイ、ホーチミン

ハノイ、ホーチミン

ハノイ、ハイフォン

ハノイ、ホーチミン

ハノイ、ホーチミン

ハノイ

ハノイ、ダナン、ホーチミン

ハノイ

ハノイ

ハノイ、ホーチミン

ハノイ

Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri,

HCMC, Dongnai, Songbe, Phutho,

Tuyenquan

ハノイ、北京

ハノイ

ハノイ、ホーチミン

表 3－財政金融部会の現地調査

調査者 調査地
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ヴィエトナム市場経済化支援プロジェクトを振り返って

泉田　洋一

東京大学農学・生命科学研究科

1. プロジェクト参加の経緯

私がこのプロジェクトに参加したのは 1995年の 11月の時点である。日越共同研究が公式にス

タートしたのは 1995年 8月であるから、私の参加は中途からのものであった。

参加の契機になったのは、農業・農村開発部会の主査であった原 洋之介先生に、「農民組織に

関するタイと日本の経験」をまとめてくれと頼まれたからであった。もちろんこれはヴィエトナム

農村における農村金融組織や協同組合の振興策を探るためのものであった。

私はあまり深く考えもせず、また、共同研究が発足した経緯や、ヴィエトナムの農業・農村の

抱えている問題を調べもせずに、原先生の依頼を受けたのである。今の時点で考えてみると、研

究目的や研究対象国の事情を知らないまま、プロジェクトに参加したのは実に無謀であった。外

国を対象とした共同研究事業に参加し、提言を含む報告書を執筆するための最低限の条件とは、

対象国の空気を吸った経験をもっていることのはずである。その条件を満たさないまま、私は、

フェーズ Iの報告書に「農民組織の比較分析」という一文を書いた。冷や汗ものの研究参加であっ

た。

2. 日本側研究者から学んだこと

日越共同研究は大がかりなプロジェクトであった。大学の研究者、コンサルタント、ヴィエト

ナム側の専門家、あるいはプロジェクトを支えるスタッフを含めて、実に大勢の人々が参加して

いた。参加者の数だけではなく、質もまた驚くほど充実していた。参加者はアカデミックス、コ

ンサルタントともにすべて一線級の人たちであった。

一線級の専門家たちが、どういう切り口でヴィエトナムの経済問題を分析していくのかは、私

にとって非常に興味深いものであった。そして実際に、日本側の研究者の会議での発言、現地で

の調査法、プレゼンテーションの方法等から、多くのことを学ぶことができたと思う。特に、私

と同じ農業・農村開発部会に属していた桜井 由躬雄先生の徹底した現地主義と、財政金融部会の

諸先生方の金融分析手法からは大いに刺激を受けた。農業経済の狭い領域の研究に専念してきた

人間にとって、日越共同研究に参加している日本人研究者の仕事ぶりは魅力溢れるものであった。

本プロジェクトの私にとっての魅力をもう一点述べさせてもらいたい。それは研究の包括性あ

るいは全体性ということである。この共同研究プロジェクトは、ヴィエトナムの経済の抱えてい
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る諸問題を、真正面から（政策提言ないし政策オプション提示を含めて）分析するというものであ

る。課題の大きさからいって、個別イシュ－を論じる際にも、経済全体をみながら、あるいは経

済全体の動きという脈略の中で、議論しなければならないことになる。したがって、分析には全

体性というものが要請される。例えば、農業の問題を扱う際にも、貿易、産業政策、財政の問題

がからんでくる。食糧の供給問題も国民の購買力の問題と切り離せない。農民の貧困問題は、産

業政策のあり方、ひいてはヴィエトナム経済の発展段階といった点とのからみで分析されなけれ

ばならない。かつてシュルツが述べたように、農業の諸問題は、国民経済全体の動き、あるいは

非農業部門と農業部門の交接の中から生じる。農業のなかにだけ分析を限定していては、農業の

抱える問題は適切に分析され得ない。今回の日越共同研究は、この当たり前の視点（時に専門領域

への沈潜によって見失ってしまう）の必要性を再確認する機会となったのである。

もちろん、以上の点は総括主査の石川 滋先生の存在を抜きにしては考えられない。農業・農村

の問題を経済全体との関連で分析するという姿勢、あるいは逆に、経済発展の問題を農業のあり

方とからめて検討する姿勢は、石川先生において、顕著に、またごく自然に、貫かれていた。石

川先生のこういった研究姿勢は、私にとっての模範となった。

3. ヴィエトナム側との意志疎通改善

かくして私は日越共同研究プロジェクトにのめり込んでいくことになるのであるが、もう一方

の参加者であるヴィエトナム側との関係については、当初、わからないことだらけであった。

フェーズ Iでは、共同研究といいながらも、実質的な討議を日越共同で行ったことはなかったよう

に思う。この時のワークショップは自分の書いたものを読み上げるだけのもので、議論を通じて

成果を高めることはあまりなかった。

研究の共同性という側面が、プロジェクトのスタート時点で少なかった理由としては、以下の

ようなことがあげられよう。まずは言葉の問題。常に通訳を介しての会話はぎこちなく、深くま

で下りていけない。さらに、発想法の違い、仕事の進め方の違いもあった。またプロジェクトが

スタートした時点では、ヴィエトナム側に、日本側のお手並み拝見といった傍観者的態度があっ

たように感じられる。日本側研究者の時間の制約も、またヴィエトナム側政府高官の忙しさとい

うこともあった。

ただし、私は悲観的になっていたわけではない。1996年 12月に、ハノイの日本大使館から頼ま

れて、「日本農業と農民組織」に関する講演を行ったことがある。この講演で私は、日本農業の現

況と問題点について、ヴィエトナム農業と対比させながら話すことを求められた。私は準備に時

間をかけ、ヴィエトナム語での講演資料を通訳の協力のもとで事前に用意した。講演会には多数

の人が参加し、資料を見ながら、こちらの話しに耳を傾けてくれた。また多くの質問がフロアか

ら発せられた。これは、ヴィエトナム側とのコミュニケーション不足に悩んでいた私にとって驚
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きであった。ともあれ、この講演会で、多数のヴィエトナム人が、日本農業がかつて抱えていた

問題と類似した問題の解決に悩んでいることを確認できたと思う。問題の解決にまじめに取り組

んでいる人たちがいるのならば、日本側とヴィエトナム側との意思疎通のギャップは、意思伝達

技術の改善で解消し得る。講演会によって、そういう確信をもつことができたのである。

日越間のコミュニケーション・ギャップは、確かに、時間の経過とともに少しずつ解消されて

きた。

フェーズ IIに入って、日本側の若手コンサルタントがヴィエトナム側の協力のもとで大規模な

現地調査を実施したころから、ヴィエトナム側に、日本側専門家の仕事ぶりに対する一種の敬意

といった態度がでてきたように思う。いうまでもなく、現地調査を共同で実施する場合には、調

査目的の共有、調査にあたっての約束事の相互確認、調査の具体的実施方法の討議、といったこ

とが必要となる。そういった作業の下で、お互いのコミュニケーション不足が解消すると同時に、

日本側の問題への接近方法がヴィエトナム側に理解され始めたとみられる。もちろん、この場合、

調査に対する日本側専門家の科学的かつ真摯な態度が重要であることはいうまでもない。

また、ヴィエトナム人留学生を受け入れ（1997年 10月）もひとつの転機となった。この留学生を

通じて、こちらの考えていることを率直に伝えることができるようになった。また逆に、ヴィエ

トナム側の気持ち（公式には表明されない）が掴めるようになった。この留学生は日越共同研究に

関与していたヴィエトナム側カウンターパートの一員であった。現在では、留学生を通じて、ヴィ

エトナム語での日常的メール交換も（留学生に翻訳してもらってであるが）できるようになってい

る。

4. 共同研究の成果

本共同研究はヴィエトナムの開発政策に対する知的協力を目的とする。したがって、共同研究

の成果は、この日越共同研究が、ヴィエトナムでの開発政策策定にどこまで貢献できたかによっ

て評価判定されるべきということになろう。

さて、この 6年間にわたる共同研究はヴィエトナムの市場経済化（ひいてはヴィエトナム国民の

経済向上）に対して十分な協力ができたのであろうか。

最終報告書の中で示された政策提言なり政策選択肢提示は、世界銀行等の援助機関や、ヴィエ

トナムの政策担当者、多くのエコノミストによって提出されているものとそれほど違わない（もち

ろん独自な提言もいくつかはある）。したがって、報告書に述べられた政策提案が現実の政策に採

用されたとしても、それがこの日越共同研究プロジェクトの貢献によるものかどうかを識別する

ことは困難である。この点を考えると、ヴィエトナムの開発政策策定に対する本プロジェクト独

自の貢献を具体的に示すことは難しいようにみえる。しかし、私は、少なくとも農業・農村開発

に関する限り、上述の問いに対する答えをイエスといって構わないと考えている。それは以下の
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3つの理由による。

第 1点は、ヴィエトナム側政策担当者がこのプロジェクトに並々ならぬ関心を示したことであ

る。MPI農業局長や農業・農村開発省の次官が、無数の赤線を引いた最終報告書草案を片手に、我々

との議論に乗り込んできたことを思い出す。彼らは日越共同研究から、具体的な農業・農村政策

を引き出す努力をしていた。

第 2点は、ヴィエトナムと日本は文化的にも国土の資源存状態においても類似しており、その

類似性をもった国の経験が特に説得力をもったであろうこと。

第 3点は、政策共同研究のなかでの議論がヴィエトナム側担当者の政策立案能力を高めたこと

である。共同研究における議論あるいは農村調査の実施過程のなかで、問題への接近方法や市場

経済における問題のとらえ方をヴィエトナム側担当者は学んだ。

政策への貢献の具体的点については、上述の識別という問題もあり日越共同研究だけの貢献と

いうわけではないであろうが、日本側が強調したことでヴィエトナム側の政策として生きてきた

ものを、2つあげる。私にとってこの 2点は印象的であった。

その 1：フェーズ Iの基本的目的はヴィエトナム側社会経済開発 5か年計画への提言というもの

であった。農業・農村開発に関する日本側の報告は、5か年計画策定の際の注意事項なり、楽観論

への警鐘を述べたものが多かったように思える。予想という意味では日本側の警鐘は必ずしもあ

たったわけではない。しかし、日本の経験に即して、経済発展における農業・農村の重要性を強

調したことは、ヴィエトナム側にも理解してもらえたものと思われる。この点は、東南アジアの

通過危機直後における農業重視政策（農業インフラへの政府財政支出が急増）に反映されている。

その2：ヴィエトナム農業の多角化の必要性については、フェーズ II以降、度々その必要性が指

摘されてきた。フォローアップ研究の報告書でも米のモノカルチャーからの脱皮が提起された。

量より質、あるいは需要に即した生産の編成替えが提起された。2001年の夏に私はヴィエトナム

各地を調査する機会に恵まれたが、各地で農業のリストラ（農業生産の転換）が政策的かつ大々的

になされているのを目にした。農業における多角化の必要性はヴィエトナム側によっても十分に

認識され、現実の政策対応を生み出しているのである。

もちろん、最終報告の中で提起された政策が、いくつかの制約の下で採用されなかったり

（フェーズ IIの農協育成への政府関与の拡大など）、また共同研究の中で具体的ないし即効性のあ

る政策提言を打ち出せ得なかったケース（フェーズ IIIの農村工業化）もある。この点は我々の研究

の不十分さ、ないし問題の困難さを示すものである。率直にいって、共同研究のすべてがうまく

いって、ヴィエトナムの経済発展に関する完璧な青写真を提出できたわけではない。

日越共同研究の成果の別側面を、日本側に対する効果の面から述べるならば、農業・農村開発

部会がヴィエトナムの農業・農村開発にかかわる日本側の基底的な場所に位置し、ヴィエトナム

農業や農村で何が起きているかについて、ひとつの体系的解釈を与えたことがあげられよう。こ
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こから、例えば以下のような具体的貢献も可能となった。①農業・農村専門家が新規にヴィエト

ナムへ赴任する時に、ヴィエトナム農業・農村に関する基礎情報を伝える。これは当該専門家が

基礎的情報を自分で収集するという仕事を軽減するものである。②ヴィエトナムの農業・農村の

動きについて体系的ないし包括的知識を提示する。特に個別農業専門家としてヴィエトナムに滞

在して人たちへヴィエトナムの農村で何が起こっているのかに関する統一された情報を与える。

③日本に学びに来る農業関係ヴィエトナム研修生への助言ができる。彼らが何を知りたがってい

るのか、また逆に、彼らに日本のどこを学んでもらうべきかについアドバイスができる。

もちろんこういった効果は、共同研究に参加した人間の取り組み次第ということになろう。共

同研究に参加した者の意識的かつ主体的関与が望まれる。

5. 最後に

これまで述べてきたように、私にとっての日越共同研究は、知的刺激に満ちたものであると同

時に、ヴィエトナム経済の向上に多少とも資するという点で、意義深いものであった。調査研究

の便宜を図っていただいた JICA及びヴィエトナム政府には心より感謝したい。

6か年にわたる日越共同研究を通じて蓄積してきた共同研究の成果は貴重である。特に、そこで

形成され人的関係・信頼関係は、日本にとってもまたヴィエトナムにとっても大きな財産と思う。

この財産を大切に維持して、ヴィエトナムと日本の関係を拡大していくことが重要である。その

場合、忘れてならないのは、人的関係・信頼関係という財産は、継続することによってのみその

価値を維持できるような種類の財産であることである。共同研究の継続が可能ならば、維持する

ための費用は多くを要しない。日越共同研究の成果を生かすためには、形はや規模はどうあれ、共

同研究を続けることが最も大切であろう。
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ヴィエトナム市場経済化支援開発政策調査におけるコンサルタントの役割

新藤　政治

IC　Net

1. フェーズIからフェーズIIIまでの実施体制

ヴィエトナム市場経済化支援開発政策調査は、1995年 8月、両国政府の間で同プロジェクトの

S/Wの署名が行われ、実施の運びとなった。このプロジェクトは、「日越両チームの共同討議によ

る問題点の発掘、資料、研究方法の確定、頻繁な接触、討論を通じる共同研究の実施と、また調

査結果及び政策オプションの可能な限り共同による執筆、などを内容とする“共同研究”」1を意図

していた。

プロジェクトフェーズ I（1995年 8月から 1996年半ばまで）実施のための日本側の態勢は、石川

滋教授の主査のもと、計24人からなるアカデミック・グループ（以下AG）と計25人からなるコン

サルタント・グループ（以下CG）から構成され、これに対応して、ヴィエトナム側は、Nguyen Quang

Thai教授を主査に、計 29人のAGと 60人を超えるCGが結成された。また、研究のトピックとし

て、マクロ経済、財政・金融、産業政策、農業開発の 4つの部会を設けて進められた。実施にあ

たっては、各部会を中心に、AGが実施を統括するとともに、CGを監理し、指示、助言する一方、

CGはAGを補佐し、実施にあたった。なお、事業形態としては、AGは開発調査事業のプロジェ

クト研究により、CGは JICAとの間に業務実施契約を結んでいる。

フェーズ II（1996年 8月から 1998年 3月）は、同じプロジェクトの第 2段階と位置づけられてい

て、その目的や部会の構成、内容に若干の変更はあったものの、実施体制には大きな変化はなかっ

た。しかし実際には、AGとCGとのいわば「二層構造」をなくし共同作業の実を確保するため、い

くつかの変更があった。ひとつは、調整にあたるコンサルタント（役務提供）をあらたに設けたこ

とである。このコンサルタントは、両グループ間の意見、研究、作業などの調整のほか、CGのま

とめ役としての役割を果たすとともに、報告書の作成にあたって編集に参加するなど両グループ

にまたがる作業に従事した。もうひとつは、AGのメンバーがより深く共同研究に参加して、報告

書を執筆するなど、両国AGの共同研究の色彩がより強くなったことである。農業部会において

は、AGのメンバーが報告書を執筆し、あるいは農村調査に参加した。

フェーズ IIに続くフォローアップ調査を経てフェーズ III（1998年 12月から 2001年 3月）に入る

と、プロジェクトの実施体制にかなり大幅な変更が行われた。一言でいえば、AGを中心とする共

1「ヴィエトナム市場経済化支援開発政策調査報告書」フェーズ I最終報告書序文、1996年 8月。
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同研究であることが、実際上もまた体制上も明確になったことである。これに伴い、従来のCGは

なくなり、コンサルタントは、各グループ内及び両国間の調整とまとめ、並びにAGを補完する

ため、特定の分野・テーマについて調査研究について、個別に役務提供として参加することとなっ

た。農業・農村開発部会については、1名のコンサルタントが、調整のほか、部会のサブ課題につ

いて情報収集・整理などでメンバーを補佐する役割を果たした。

2. 事業実施におけるコンサルタントの役割

以上のように、フェーズ Iからフェーズ IIIの実施を通じて、コンサルタントの役割や重点が徐々

に変わってきている。総じていえば、共同研究を軸として政策提言を行うはじめての政策支援プ

ロジェクトとして、実施の経験を積み重ねるなかで、その効率的な実施を期するための適応の結

果であるといえよう。このなかで、学識経験者とコンサルタントとの補完的関係が出来上がり、将

来の類似プロジェクトに対してひとつのモデルを作り上げたともいえる。

こうした過程のなかでつくりあげられていったコンサルタントの役割は次のようにまとめられ

る。

プロジェクトの効果的で円滑な実施のための調整の役割

本プロジェクトは、政策支援プロジェクトとして、多くの分野にかかわる学識経験者をはじ

めとするエキスパートが参加し、またヴィエトナム側からも多数のカウンターパートも関与し

ているので、調査研究の指示、分担、責任などがかなり複雑である。こうしたなか、各段階に

おける様々な調整がコンサルタントのひとつの重要な役割となった。これには、部会の主査を

補佐し、各部会内の課題の調整、調査研究実施のアレンジ、AGとCG内または両者間の意見の

すり合わせ、カウンターパートとの意見の交換・調整、委託または再委託調査の実施と成果の

検討2など多岐にわたっていて、これらを計画に沿って適時、的確に実施するには、長期間にわ

たって継続的に従事でき、しかも調整能力のあるコンサルタントの役割に期待せざるを得ない。

このことは、AGメンバーのプロジェクトへの参加、参画が大きくなったフェーズ IIIで、むし

ろこうした役割を担うコンサルタントの必要性が大きくなったことからも裏づけられる。

共同研究の成果を総合化し、政策提言に結び付ける役割

共同研究の成果をまとめ、総合化（synthesize）して、政策提言にまとめ、さらにこれをプレゼ

2 本プロジェクトの場合、再委託調査は、当初、ヴィエトナムについての統計、情報、特に公開されているもの

が少ないところから、こうした統計、情報の収集を主な目的として行われた。その後、ヴィエトナム側エキス

パートの研究や、農村・農家調査、家計調査、国営企業調査などについても、ヴィエトナム側機関やエキスパー

トへの委託、再委託調査が増えてきた。
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ンするのは、基本的には部会の主査の任務である。実際には、農業・農村開発部会を含むいく

つかの部会で、コンサルタントは、主査に協力し、その指示を受けながら研究の成果を総論

（executive　summary）案にまとめ、部会や全体会議の検討に委ねてきた。この役割のなかには、

委託調査を含むヴィエトナム側エキスパートの研究成果を取りまとめて、総論又は報告書に統

合する役割も含まれている。このような役割についても、コンサルタントに期待するところが

大きい。

専門分野について共同研究に参加する役割

この役割は、フェーズ Iから IIIを通じ、特定の分野について知識と経験をもつコンサルタン

トが実際に果たしてきたものである。政策支援プロジェクトの実施とは、特定された課題につ

いて調査研究を行うことである。そこでは、課題・分野に応じた適切なエキスパートが、調査

研究に従事することが重要である。エキスパートとしてのコンサルタントのもつこうした役割

は、大きいものがある。

3. 今後の政策支援プロジェクトにおけるコンサルタントの役割

本プロジェクトは市場経済への移行国に対して行われた政策支援の嚆矢であり、したがって、

実施のなかで経験を積み重ね、適切な体制をつくりあげていった。その過程で、コンサルタント

の役割も、調整・まとめの分野と、専門分野での研究に参加する分野との 2つに分化してきたよ

うにみられる。

このような経験を踏まえ、これからの政策支援プロジェクトにおけるコンサルタントの役割と

課題は、次のようになるのではないかと考える。

ひとつは、市場経済化支援を含む政策支援支援プロジェクトは、今後、より特定分野、課題に

深化していくことが考えられる。政策支援型の協力としては、①マクロ経済改革型（市場経済化政

策支援など）、②セクター政策支援（教育、保健衛生分野の政策策定など）、③ハード型案件に付随

する政策支援（水道料金政策策定など）、に分けられている3。一国のマクロ経済支援として出発し

た本プロジェクトも、逐次マクロ支援を上位にセクター政策支援を含めていく方向へと変わって

いったように思える。さらにひとつのセクター、例えば農業・農村開発セクター政策支援にして

も、農林水産業全体の開発計画策定のほか、例えば、農民の組織化、農産物の流通改善、農業金

融の整備などのサブセクター支援へと進んでいくのではないかと考えられる。いずれにせよ、政

策支援型の協力とは、日本がその発展過程で得た社会経済、行政組織、専門技術に関する知見と

経験を途上国に移転することであり、これには、具体的、専門的な実務に通じた「多様なスペシャ

3 西牧隆壮、農林業分野における政策支援型協力にどう取り組むか、国際農林業協力、Vol. 24、No.1-2、2001。
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リスト」4が必要とされる。こうしたなかでの専門分野でのエキスパートとしてのコンサルタント

の役割は、今後とも大きいものがあろう。

さらに、政策支援プロジェクトの円滑かつ効果的な実施には、上に述べたように、相手国又は

カウンターパートとの協議、ローカル・コンサルタントへの調査委託と管理、メンバー間の意見

の調整、調査研究の成果のまとめと総合化・政策化などの役割を担うコンサルタントが、一層必

要とされていくと考えられる。

4 日本外交協会、IC Net 株式会社「開発調査（新フレームワークの形成）に関する調査研究報告書」（平成 13年）に

おいて、開発調査の新しいフレームワーク構想のなかで、大学などの高等教育機関、NGO、独立行政法人、メー

カー研究所などの「多様なスペシャリスト」が、「（新しい）コンサルタント」として事業に参加することを提言し

ている。
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ヴィエトナム市場経済化支援（日越共同研究）の回顧

1. 記述者

JICAヴィエトナム事務所

2. 市場経済化支援を振り返っての感想

1990年代はヴィエトナム経済にとって躍進の 10年であった。1986年に「ドイモイ政策」導入し

て以来の経済改革が功を奏し、1990～2000年の間、GDPは約2倍の大きさとなった。貧困率は1992/

1993年に実施したVLSS（Vietnam Living Standards Survey）では 57％だったが、1997/1998年 VLSSに

よれば37％に下がった。1990年代の後半になると、1995年のASEAN加盟に伴うAFTA参加、WTO、

APECなどの経済統合を新たな与件として加わるなかで、世界銀行、IMF支援など外部機関が出す

数多くの政策提言や 1997年のASEAN通貨金融危機後の難局にも対処しなくてならなくなり、微

妙な舵取りを迫られた困難な時期でもあった。そうしたなか、1990年代後半の JICAのヴィエトナ

ム支援において、市場経済化支援、とりわけ日越共同研究（通称「石川プロジェクト」）の残した足

跡は大きいと思う。

「1996～ 2000年」と「2001～ 2005年」の2度にわたる経済社会開発5か年計画草案への助言を行っ

た。ヴィエトナム政府にとっては、フェーズ Iが行われた1995年当時、5か年計画を立案するにあ

たって現在のように多くのドナーから支援を得られなかったため、日越共同研究を通じたサポー

トは大変貴重なものとなった。フェーズ II以降は、世界銀行、IMFとの SAC/ESAF交渉が進むな

かで、多様、かつ補完的な視点を養う機会を得られたことだろう。

ほとんどのドナーが個別業種に触れないなかで、日越共同研究はヴィエトナム政府の長年の懸

案だった産業選択の問題にも真摯に対応した。また家計部門の貯蓄調査を実施し、税制改革、農

業・農村開発、国有企業改革における実態把握に努め、ヴィエトナム政府が経済政策を立案する

うえで気にしていたイシューにきめ細やかに対応し、重要な判断材料を提供してきたと思う。ド

ナーに対しても、特にSAC/ESAF交渉中だった世界銀行、IMFに対して、有意義な問題提起をし

たと思う。途中、日本はヴィエトナムの市場経済化のスピードを遅らせるような助言をしている

との誤解を与える場面もあったが、1998年に開催したフェーズ IIの東京ワークショップなどを通

じて相互に補完関係にあると理解しあうことができた。日越共同研究が繰り返し主張してきた「市

場経済化のシナリオづくり」という考え方は、現在でもヴィエトナム政府・指導部の共感を得てい

るだろうし、世界銀行、IMFを中心とするドナーに対しても鮮明に印象づけたと思う。

JICAにとっての意義は、初めての本格的な知的支援ということであったことと、ヴィエトナム

支援の比較的早い段階で開始したため、1994年の国別援助研究とともにある種の援助指針を得ら
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れたことだろう。振り返れば、フォローアップ研究からフェーズ IIIへの移行期は一つの節目だっ

たと思う。フェーズ II終了とともに日越共同研究は終わることになっていた。しかし、ASEAN通

貨金融危機対策のため編成された 1998年度補正予算の中で「プロジェクト形成的な予算」として、

インドネシアの長期経済計画支援（BAPPENAS）とヴィエトナムの市場経済化支援が候補案件とし

てリストアップされた。それがフォローアップ研究だった。

1998年 9月に石川先生がヴィエトナムを訪問し、レ・カ・フュー書記長（当時）やグエン・マイ

ン・カム副首相と会談し、①フェーズ II後、ASEAN通貨金融危機後のヴィエトナムの社会経済開

発に関する総合的な評価、及び直面している諸問題のリストアップ、②このうち特定のイシュー

についてのアドホック調査、③その結論として今後の研究課題のリストアップを行うこととなっ

た。余談であるが、指導部 2人と会談した際、「石川先生は我々よりも大先輩にあたる。どんなに

耳の痛いことであってもどんどん指摘して頂ければ、参考にしたい」と有りがたい言葉を得たこと

が印象的だった。

さて、「節目」に話を戻す。その根拠として、第 1に、過去のフェーズでは、MPI（計画投資省）

／DSI（開発戦略研究所）をメインのカウンターパート（C/P）としたが、フォローアップ研究から中

央銀行、農業・農村開発省などLine Ministryとの関係が従来と比べてより一層緊密化したという

点を挙げたい。その結果、例えば金融部会ではヴィエトナム中央銀行が抱える問題意識をより具

体的に把握できるようになった。また、優れた人材を発掘できたし、共同研究後の「政策インパク

ト」の側面で共同研究の可能性を広げた。第 2の根拠として、フェーズ IIIを実施すべきかを議論

する過程で、JICAのヴィエトナム市場経済化支援の 3本柱が構築されたという点をあげたい。す

なわち、①中長期的な観点に立った政策助言（日越共同研究）、②行政官の育成（又は政策実施面

の支援）、③大学の経済学／経営学の質の改善（2000年度に実施した現状把握のための基礎調査に

とどまる見込みである）、の 3つである。

それまで、多方面から日越共同研究と専門家派遣や研修員など技術協力のリンケージをより一

層強くすべきとの問題提起を受けていた。②によって、日越共同研究で扱ったイシューにおける

ヴィエトナム政府の政策実現努力を専門家派遣や研修員受入れによって強力にサポートする枠組

みづくりが図られた。2000年度初めに行った議論によれば、日越共同研究の提言をヴィエトナム

政府機関が具体的施策や日常業務に取り込んでいくためには、いくつかのステップを踏む必要が

ある。そこで、仮説として、（A）より詳しいガイドライン／アクションプランの策定→（B）立法

化→（C）組織機構の構築→（D）日々の業務の改善→（E）若手人材の育成、という6つのステップを

段階的に、或いは同時並行的に進めていく作業をヴィエトナム政府の政策実現努力と考えた。例

えば、日越共同研究で示した政策オプションに基づいて、ヴィエトナム財政省が税制改革を進め

たいとする。上述のような段階論的な考え方にそって現状を分析した結果、アクションプランは

策定され（A）、立法化の作業も進み（B）、組織機構も既に存在する（C）。問題は、全国 4万人の税
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務署職員の税法を運用するノウハウが一定水準に満たないことにあるとする（D）。そうした場合、

（D）に関するキャパシティビルディングを現地国内研修コース（In-country training program）を実施

するのが良いだろう。

このように、ヴィエトナム政府からの要請の存在を前提条件にしつつ、日越共同研究で扱った

イシューを掘り下げていくことによって、適切な協力内容を、適切な技術協力スキームを組み合

わせることによって、JICA技術協力の効果を最大化し、ヴィエトナム政府の政策実現努力をサ

ポートできたら理想的だろう。②の「行政官の育成（又は政策実施面の支援）」はまさにそうした方

向を探ったものだった。2001年 4月の第 9回共産党大会に 10か年戦略は 5か年計画が提出された

後、いかに実施するかが、現在の政府・ドナーコミュニティの共通の関心事となっていることを

考えると、まさに時宜を得た考え方だった。

3. 今後の市場経済化支援のための提言

上述のとおり、1990年代後半の JICAヴィエトナム支援に大きな足跡を残した市場経済化支援

だったが、実施機関としての JICAに対して今後のチャレンジをいくつか残した。

第 1のチャレンジとして、日越共同研究によって示された提言（政策オプション）に関するヴィ

エトナム政府の政策実現努力を JICA技術協力スキームによっていかにバックアップしていくか、

をあげたい。現在、金融分野で長期専門家を派遣、財政分野で長期専門家を派遣、短期専門家に

よる現地セミナーや財政省への助言、産業貿易分野ではWTO加盟支援、中小企業振興支援、農業・

農村開発分野では数多くの長期専門家派遣、プロジェクトを実施中であるが、日越共同研究との

リンケージをますます強固にしていく必要があるだろう。このことは、日越共同研究のこれまで

の膨大な蓄積を JICAとしていかに咀嚼し、今後のヴィエトナム支援にフィードバックさせていく

かということも同時に意味する。

第2のチャレンジとして、強力な支援体制づくりをあげたい。日越共同研究が行われた約5年間

は、JICA事務所にとっては、政策助言型プロジェクトの支援体制づくりという難問に取り組んだ

5年間でもあった。MPIや中央銀行、財政省、農業・農村開発省など複数の省庁にまたがり、複雑

に利害関係がからみ合う状況で、どのようにヴィエトナム側の実施体制を組むか、それがバラバ

ラにならないようにするための工夫・動機づけの問題、日本側アカデミックスの研究ニーズにど

う応えるか、等々。改善できたものもあるし、できていないものもある。日越共同研究には、ヴィ

エトナムでODAを実施する際に遭遇するほとんどすべての事例が凝縮されており、数多くのレッ

スンを与えてくれた。今後はいかにこのレッスンを糧にするかが重要だろう。

第 3のチャレンジとして、JICAとしての特徴をいかに出していくか、をあげたい。これは、①

数多くのドナーが実施する政策助言との対比の問題でもあるし、現在、一部の関係者が提起する

「政策インパクト」をどう与えるかという問題も含まれる（「政策インパクト」を与えるべきか、そ
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もそも論として議論すべきであるが、近頃は実施機関として相当程度意識せざるを得ない問題と

感じている）。

フェーズ Iや II当時と異なり、10か年戦略草案づくりのためのUNDPのラウンドテーブル、世

界銀行、IMFによるPRSC/PRGF、二国間でもスウェーデンが10年間という長期にわたる経済政策

支援を行っていると聞く。JICAとしては、過去のフェーズの提言に込められたメッセージは何

だったのか、現在実施中の財政、金融、農業・農村開発、産業貿易の 4分野の共同研究がもつ特

徴は何なのか、あらためて自らに対し問い掛け、解答として得たことを他ドナーに対して打ち出

していく必要があるだろう。ヴィエトナム政府に対しても、日越共同研究の優れた成果を埋没さ

せることなく、積極的に政府・ドナーに問題提起し、最大限有効活用してもらうための努力や工

夫を重ねていく必要があるだろう。そのために、現地の JICA事務所には、まだまだかなりの工夫

の余地が残されていると考えている。ベーシックなレベルでは報告書を積極的に配付することが

あげられる。カラー刷りの正本をScope of Works（S/W）に基づいて配付する以外に、2001年 12月

に開催したCG会合のコーヒーブレイクでフェーズ IIIの概略報告書（英語版200部、ヴィエトナム

語版 150部）を配付した。また、現在進む CPRGS（Comprehensive Poverty Reduction and Growth

Strategy、ヴィエトナム版 Full-PRSP）の起草委員と個別に意見交換する際に配付。他機関のウェブ

サイトにNEU共同研究（2001年 8月から 2年間）のウェブサイトをリンクでつなげて貰うよう働き

かけている。また、今後、政策助言で扱うテーマを直接担当するヴィエトナム政府のLine ministry

の部局、業界団体、GC（総公司）など利害関係者を幅広く把握し、具体的にアプローチしていくた

め人的なネットワーク拡張を徐々に着手しつつある。

以　上
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ヴィエトナム市場経済化支援

氏　名：平井　敏雄

当　時：アジア第一部インドシナ課

現　在：社会開発調査部

関与期間：1999年 6月～ 2000年 9月

ヴィエトナム市場経済化支援フェーズ III

1. 印象深かった点　

ヴィエトナム市場経済化支援にかかわり始めたのは、フェーズ II後のフォローアップ調査が間

もなく終ろうとする 1999年 6月であった。

それまでは知的支援の代表的な協力事業として概要ぐらいは知っていたが、まさか自身が担当

課の一員として政策支援の実施にかかわることになるとは思っていなかった。

当時、開発調査によるフェーズ I、IIから移行し専門家派遣によるフォローアップ研究期間中で、

調査研究の成果がまとまりつつある時であった。その後 1999年 11月にフェーズ IIIへと引き継が

れ、その間 2000年 9月までインドシナ課で石川先生をはじめとする多くのアカデミックス、コン

サルタントの人達とともに仕事をさせて頂いた。

個人的な印象をまず述べると、JICAはそれまでもヴィエトナムに対して、経済政策と法制度整

備の 2つの側面からヴィエトナムの市場経済化に向けた支援を進めてきていたが、インドシナ課

では同時にこれら 2つの JICAの知的支援の代表と言われる重要プロジェクトを担当することにな

り、当該分野のバックグラウンドのない自分としては正直言って大きな不安を覚えたことを、最

初の印象として強く残っている。

また 1999年の日越政府間の政策協議の場においては、ヴィエトナムに対する市場経済化支援と

して、①中長期的な視点に立った政策提言［石川プロジェクト］、②行政官の育成、③大学の経済

学／経営学教育の質の向上を 3つの大きな柱として取り組む旨が明確に整理された。政策提言の

実施状況を把握しつつ、ヴィエトナム政府の政策実施能力の向上を図るための適切な技術支援を

含めた我が国の協力の方向性を示したものであり、改めて市場経済化支援の重要性を強く印象づ

けられた。

次にプロジェクトの意義深い特徴として 2点述べたい。

一つは日越の研究者により共同研究という新しいユニークな形式で市場経済化支援が実施され

たことである。石川プロジェクトの最大の特徴はヴィエトナム側のオーナーシップを最大限尊重

しつつ、日越共同研究形式により政策提言のオプションを提示するといった、世界銀行、IMFと
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は異なる日本独自の援助スタイルで実施されてきた点である。具体的には、ヴィエトナム側の問

題意識を丁寧に確認しつつ日越双方が知恵を出し合いながらヴィエトナムの現状に最も適してい

ると思われる政策提言のオプションを形成した点である。一方的な日本側からの提言によらない

方式を採用したことで日越間に信頼関係が醸成され、結果として提言内容が尊重されることにつ

ながったと考える。

それまでの我が国の開発途上国に対する政策・制度面での知的支援としては、日本の政策・制

度と開発途上国の政策・制度の比較において不足しているものを見いだし、それを提言するとい

う手法が多かったと思われる。一つの国の経済政策・制度の構成要因は多岐にわたることから、そ

れらの関係が十分に解明されないまま一部の政策・制度を導入しても機能しない場合が起こり得

る。

ヴィエトナムの政策支援では共同研究による新しい援助スタイルを導入することで最適な政策

提言を可能にしたが、これは JICAにとってもたいへん意義深い特徴を有した協力となった。石川

教授をはじめとする我が国の一流のアカデミックスが、多忙な時間のなかで市場経済化支援に対

して全面的に協力して頂いた結果であることはいうまでもない。

二つ目は、冷戦終結後の世界における市場経済化、民主化の大きな流れのなかでこれまで技術

協力の実施機関として JICAは様々な国に多くの支援を行ってきたが、ヴィエトナムに対する市場

経済化支援はその先駆的な役割を果たしたといえる。ラオス、ミャンマーなどのインドシナ諸国

に対する市場経済化支援の実施に際しては、ヴィエトナムの市場経済化支援の成功例としての経

験がその後の協力のモデルとなっていることは、たいへん意義深い。

2. 市場経済化支援を振り返っての感想

担当課としての感想を 3点述べる。

1番目は、市場経済化支援の実施方法の変更に取り組んだ点である。フェーズ I、IIにおいては

開発調査スキームによる業務実施契約の方式により、総研系のコンサルタントと契約を結びアカ

デミック・グループとの 2本立てにより調査を実施した。その後のフォローアップ調査ではアカ

デミックスが中心となりフォローアップ研究を実施したが、続くフェーズ IIIでもフォローアップ

研究時の方式をそのまま引き継ぎアカデミックスの大学教授が中心となり分野ごとに研究グルー

プを形成し、日越共同研究による政策提言方式を明確にした。更にはアカデミックスの研究をサ

ポートするため、総研系のコンサルタントにも短期契約ベースで共同研究に参画していただいた。

フェーズ I、IIに同じく予算上は開発調査の予算を使ったが、実質的にはアカデミックスが中心

の実施体制をさらに明確に構築したことが大きな特徴といえる。知的支援の実施例としては画期

的な試みであった。その後ミャンマーの経済政策支援にも引き継がれ知的支援の実施体制として

定着が図られつつある。
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2番目は、市場経済化支援の実施体制の強化を図るため、東京とハノイにプロジェクト支援事務

局を大幅に拡充したことである。

東京事務局には、フェーズ I、IIでは JICE支援要員2～ 3名を配置していたが、フェーズ IIIでは

研究支援要員 2名に加えて JICA職員 1名を専従で配置した。またハノイ事務局には、従来は企画

調査員 1名を配置していたところを、専門家 2名を配置した。

3番目は、可能な限りアカデミックスの皆様に十分な共同研究ができるように研究者からの要望

に柔軟に応えてきたが、JICAとしてもすべての要望に応えることは困難な状況のなか、一部のア

カデミックスの研究者との間で議論が白熱したことがあったが、今ではよい思い出として残って

いる。知的支援の協力の経験を一層積む中で改善が図られることを期待したい。

3. 今後の市場経済化支援のための提言

今後は、日越共同研究により中長期的な観点のもとで示された政策提言内容の実現化がヴィエ

トナムの市場経済化を推進するための最大の課題と考える。

政策支援としての協力の有効性を最大限に発揮するために、提言された政策がヴィエトナム政

府によって実際にどのように実現されているかを検証し、実施されていない場合の問題分析を行

い、政策遂行能力に問題があるのであれば必要に応じ政策実施能力の向上を図るための技術支援

を実施する意義は十分にあると考える。ヴィエトナムの市場経済化支援プログラムとして掲げた

市場経済化支援の 3本柱の協力の重要性を改めて確認したい。

以　上
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ヴィエトナム市場経済化支援についての所感　

寺本　匡俊

JICAアジア第一部インドシナ課

私の標記事業とのかかわりは他の関係者と比べるとごく最近になってのもので、フェーズ IIIが

既に始まった 2000年 2月に本事業を所掌するインドシナ課の課長代理を拝命して以降のことであ

る。それまではヴィエトナム担当になったこともなく、知的支援も法律分野の事業 1件を経験し

たにとどまる。

また、フェーズ IIIの期間中も、7月の東京ワークショップは同じ週に他国への出張が重なって

参加できず、12月のハノイ・ワークショップの際は本邦に残ったため、主要会議に参席する機会

も得ることがなかった。

このような経験しかないため、実地に基づく教訓や評価は語り辛いが、現役で JICAの事業部に

所属する実務担当から見た本事業の特性をまとめてみたい。

通常、JICAが運営する開発調査やプロジェクト方式技術協力においては、当該の分野とスキー

ムにおいて長年の経験の蓄積がある事業部が存在して、専門性を有する職員が事業監理にあたる。

特に開調においては、業務実施の主要部分をコンサルタント会社に外部委託する方法で事業運営

が行われる。　

ヴィエトナム市場経済化支援においては、コンサルタントの傭上が累次行われたが、全般に個

別分野で短期間の業務に対してであり、全行程一貫して一コンサルタントに事業運営を依託する

形態ではなかった。また、作業監理委員会や国内支援委員会のような外部の支援団体も特に設置

していない。

これらの伝統的方策に替えて、本事業においては JICA職員を一事業限定の専任担当者として事

務局に置き、支援要員の派遣を含む事務局運営を日本国際協力センター（JICE）に外部委託した。

JICAの置かれている諸般の環境、例えば、先述のように知的支援分野の専門事業部がないこと

や、いわゆるハードウェア系の事業と比較して特定個別の官庁と密接なつき合いが生じにくい分

野でもあり、上記の実施体制の特徴は本件に限らず知的支援分野の協力において一般的に生じ得

ることと考える。

実際にインドシナ課の実例を見ると、ヴィエトナム以降、類似の経済分野支援を開始したラオ

スやミャンマーにおいても、また、ヴィエトナムやカンボディアにおける法分野の支援において

も同様の実施体制を敷いてきた。

このような実施体制における問題点は、まず、本部にしても在外事務所にしても、経済法律分
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野の専門性を有する職員が必ずしも事業担当の指揮命令系統に配置される可能性は他分野と比較

して低く、また、国際協力専門員などの内部有識者制度もこれら分野における人材が僅少である。

この結果、JICAは学術関係者等の専門的な議論や要請に対して、組織的に対応することがしば

し困難であり、担当者は時に内部の相談相手もなく外部有識者との折衝をする必要に迫られ、ま

た、学術的で高度な理論を含む成果品を消化吸収して次段階の協力に結び付ける組織的な能力に

欠ける。

JICAは将来長期的に法律経済関連の知的支援を維持発展する意思をもつ限り、このような事業

を適切に運営すべく、長期的には専門性を有する職員の増員・育成、適正配置、また、短期的に

は国際協力専門員やジュニア専門員など契約社員による体制の強化を図る必要がある。

また、散発的な派遣要員傭上による事務局運営を改善し、継続的な事業運営を依託するコンサ

ルタントを傭上する予算制度を本格的に導入することにより、当該分野の知見を補強しつつ、膨

大な事務処理負担から職員を解放する方策も検討すべきである。

また、JICAでは謝金や手当てなどの制度改定を検討、実施中であるが、特に知的支援事業にお

いては、繰り返すがハードウェア型の事業全般に相違して本格的な業務委託の発想がないため、

学術関係者は小額の謝金等のみで専門性の高い業務から雑用に至るまでこなしているのが現状で

ある。

このような処遇制度や、往年の課題である評価手法の構築など、事業手法についても改善の余

地は多々ありと考える。

以　上
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ヴィエトナム市場経済化支援計画策定調査
知的協力の事業としての「自己評価」

1. 記述内容：記述者の基本情報（氏名、当時の役職、現役職）

関与していた期間、フェーズ名

関与期間中のイベント等印象に残っている出来事

市場経済化支援を振り返っての感想（自由記述）

今後の市場経済化支援のための提言

記述者の基本情報

不破　雅実（ふわ　まさみ）

当時の役職：社会開発調査第一課課長代理

現在の役職：中近東・欧州課長

担当期間：フェーズ I（1994年 12月より 1995年 12月）事前調査に至るまでのプロ形成と事前

調査、フェーズ I本格調査の立ち上げ、プロ研によるアカデミック・グループ立ち上げ

関与期間中のイベント等印象に残っている出来事

・1994年 12月　広野教授を団長とする市場経済化プロジェクト形成調査ミッションを派遣す

る直前、経協局審議官（服部審議官）により中止命令。その後、石川教授を中心とするアカ

デミック・グループ（AG）の設立に至る。

・1995年 4月～ 6月、基礎調査部と社会開発調査部の協同により社調一課の案として、開調本

格と開調プロジェクト研究費による実施体制を提案（不破）、採択され、AGの設立が決ま

る。このころTOR案を社会開発調査部が作成し、次回のプロ形成調査につながる。

・1995年 6月、石川教授を団長とするプロ形成ミッションをヴィエトナムに派遣、不破参加。

ヴィエトナムが策定中の 5か年計画へのコメントを夏までに作成することとなる。

・直後、社会開発調査部はヴィエトナム市場経済化調査プロジェクト事務局を設立し、三井

ビルに事務所を設置（既にインドネシアマクロ経済モデル開発プロジェクト事務所がビル内

に設立されておりこれに準拠）。以後、6年間の事務局の発足となる。当初の業務は本格コ

ンサルタントの動員はなかったので、直営体制での実行となる。社会開発調査部は、派遣、

研修等の事業部と連携し、日本からの派遣、ヴィエトナムからの受け入れを機動的に実施、

事業部には既定ルールを度外視した対応による協力を得る。

・1995年 8月、7～ 8か月の 2か月間で石川教授ご自身とAGの作業による最初のレポートを

編纂、石川教授を長とするプロ形成ミッションをヴィエトナムに派遣、5か年計画へのコメ

ントを行う。このとき 5か年計画期間のヴィエトナム経済成長目標の大幅な引き下げ提案
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をヴィエトナム側はド・ムオイ書記長の決定として受け入れた。理由は国内貯蓄率の著し

い低迷による影響が石川教授から指摘されている（成長と貯蓄率の関係から、高度成長シナ

リオが高インフレに帰結する可能性の指摘）。なお、嶋田職員が1か月以上ヴィエトナム事

務所に抑留される。開調のS/Wは形骸的に 8月末締結された（外務省がサイン）。

・1995年 9～ 11月にかけて社会開発調査部は本格調査の準備に入り調達部との協議に入る。

業務実施契約の JICAによるコントロールの原則とAGとの関係について論議が尽くされ、

また特記仕様書の内容と実際に行われるコンサルタントの調査方針の不確実性が想定され

たため、仕様書に改訂作業が延々と続く。不確実性については、方法論自体の学問上の論

争、AGによる指導、方法論の変更の可能性等が要因。さらに、ヴィエトナム各省庁が調査

に必要な情報やデータを有料でしか提供しない暗黙の要求があり対応に苦慮。局、本件の

目的達成のために現地再委託調査の活用を工夫することとになる。

・1995年 11月社会開発調査部内部で担当の変更。本件を特別案件として取り扱い、社調一課

長を特に担当官としてその下に職員。ここで不破は外れた。きっかけは石川教授の外務省

審議官への問題提起。

・1995年夏以降の経緯は不破の投稿として JICAフロンティア誌（1996年 2月 3号）に掲載され

た。

市場経済化支援を振り返っての感想（自由記述）

このような仕事は石川教授の全面的なコミットメントがこれほどまでに強く長く続かなけれ

ば不可能であった。よって、今後そのような本格的な貢献が極めてまれにしか得られないであ

ろうから、極めて特殊な経験であるといってよい。類似の案件は、大来アルゼンティン経済開

発計画調査、パラグァイ市場経済化調査等があるが似て非なるものであると思う。

私自身が直接関係したのはことの発端から1年間であり、その後6年に及んだ本件協力の冒頭

部分である。しかし、前例のないところからともかく実施する方法を模索した期間であったの

で、ほかにもこうすればよかったという感想が多く残っている。直接の当事者としては、JICA

という組織がこのような未体験に遭遇したときになかなか相互支援できる形ではないな、とい

う感を強くもった。社会開発調査部と国際協力総合研修所がかろうじてつながっていたのは、

本件が「ヴィエトナム援助研究」の成果を石川教授が生かす意思をもっておられたこと、大岩代

理（当時）という属人的な貢献があったことが唯一の理由である。したがって、我々は逆に JICA

の複数の部が協力せざるを得ない状況を生み出す必要があった。この組織で「個別案件」という

と「スキーム」から離れていってしまう。「担当部」が決まると連携という発想は消えていく。決

まる前は、基礎調査部、社会開発調査部、企画部といった部署がハンドリングをして曲がりな

りにも取り扱うのだが、「担当」を決めたが最後、他の者は力を削いでいく。1995年 11月はそう

した時期であった。
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開始当時の当事者として考えたことは多く、実行に移され、その方法は現在でも他国等で参

考にされているようである。ここに詳細に説明することは紙面の問題もあるので省略すること

にしたい。項目だけ上げておくと次のとおり。

・AGの役割と開調による契約との関係

・担当事業部における実施体制の改善（単なる 1件の個別案件から特別案件としての体制構

築）

・担当事業部と関係部の連携・責任分担・共同作業

・開調担当者の研修事業・派遣事業等の調整者としての役割指導

・業務実施契約の契約の監理と柔軟性の確保方策

・直営体制と委託体制の選択実施に関する試行錯誤、最良の方策の選択

・AGの構成メンバーの拡大傾向への対応

・成果の監理　直接の成果品の監理、ゴールと成果品との関連の追跡

今後の市場経済化支援のための提言

ローカルコストの動員が必要となる事態が予想される。この種の調査研究は、欧米、世界銀

行、IMF等が実施しているが、おおむね現地側機関や人員を動かして世界銀行等スタンダード

の統計データを編集・整理してきているはずである。その過程で多くは現地コストを負担する

形で実行されていると予想される。

データの入手可能性は調査の成否に直接影響してくるが、通常の案件ではその壁を乗り越え

ることはない。しかし、この種の調査では、これを回避することができない場合が多く、当方

の正当性を保証するための証拠を確実に抑えながら実施していくだけの周到さが要求される。

一線を越えない判断、証拠の特定等がポイントとなろう。

フロンティア誌投稿文を添付するのでご参照されたい。

以　上
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添　付

*本文書は、国際協力フロンテイア誌（1996年 2月 3号）に掲載された論文の原稿である。

途上国の総合政策支援協力への本格的な取り組みに関する問題提起

不破　雅実　

I. はじめに

II. 総合政策支援協力の定義づけ

III. 実施上の問題点と対応策の提案

IV. 終わりに

I. はじめに

社会開発調査部では、現在、ヴィエトナムに対する総合政策支援のための開発調査を開始し、佳

境に入ろうとしている段階にある。本誌NO.2（1995年 10月発行）で、ヴィエトナム援助研究に関

連して今後のヴィエトナム援助の具体的方向性（小澤勝彦氏）が議論されていたが、そこで述べら

れていた一般論の世界を越えて、現場で実際にどのような運営を行っているか、JICAの関係者に

報告し理解を得たいと思い、小文を書いている。

我々の担当している「ヴィェトナム市場経済化支援開発政策調査」は、まさにその名のとおり総

合政策支援のためのものである。後述する意味で JICAにとって初めてのこの種の調査を運営して

見ていて実感するのは、この仕事はいろいろな意味で困難な問題を内包しているということであ

る。特に、業務を進行させるために JICAの持てるスキームを活用すること自体に大きな困難と問

題点を含んでいるということを指摘したい。こうしたことは、この仕事が開始される前からある

程度予想していたことではあるが、実際に調査が進捗し、困難が現実のものになって初めて、ど

のような種の難しさが含まれていたかが理解できた。現在までの間、その困難を対症療法として

処理し、何とか仕事を先に進めてきたが、今後どういった問題に発展していくか、予断を許さな

い状況である。こうした困難は、総合政策支援という仕事のもつ本質的な性質であると現在では

考えている。先行した数々の案件ではうまくいっていると言われるかも知れないが、少なくとも

潜在している困難さは共通のものであろう。詳しくは後述するが、我々が直面した困難の主な点

は、学識経験者から構成されるアカデミック・グループの運営が最も効果的かつ効率的になるよ

うにするため協力体制をどう形作っていくかという問題、また、この種の調査を従来型の開発調

査スキームにのせて運んでいくために生じるコンサルタント契約上の問題点である。

この文章では、総合政策支援協力の実施を担当している JICAの現場でこれまでに直面し、切り
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抜けてきた問題点を整理しながら、この種の協力を JICAがどのように運営・コントロールしてい

く必要があるか、という点に絞って述べてみたい。目的は、今後、この種の政策支援協力を JICA

が実施していくうえで、最も効果的・効率的に運営されるようにするため、試行錯誤のケースス

タディ例を提供することにある。

なお、この問題提起は、個人的見解であること、現在進行中の業務に関したものであり、結論

は得られておらず、今後方針変更がなされる可能性があること、を付言する。

II. 総合政策支援協力の定義づけ

1994年度に市場経済化支援調査の予算が確保され、JICAの開発調査でも政策支援型調査が行わ

れていくこととなった。一口に政策支援と言ってもいろいろなレベルの政策があるが、ここで言

われているのは、一国の経済全体に波及する基本的な経済政策の処方箋にかかわる問題である。

これまでにも、JICAは同種の協力を実施した実績はある。研修事業では、マクロ経済管理の集

団研修コースで毎年、途上国の国家計画庁等のテクノクラートに対してマクロ経済学の講義から、

実践までひととおりの研修を行い評価を受けている。専門家派遣事業では、BAPPENAS（インドネ

シア国家開発企画庁）などの計画官庁に長年、専門家を派遣し続け、経済政策策定に対する協力を

行っている。また、開発調査事業でも、アルゼンティンに対する経済政策調査（第 1次、第 2次）

がそうであるし、鉱工業分野でもイランに対するエネルギーセクター調査や、工業開発政策調査

などを実施してきた。

しかしながら、現在開始されようとしている総合政策支援協力は、やはり従来の協力とは一線

を画していると考えられる。

第 1に、繰り返しになるが、取り扱われる政策は一国の経済全体に影響する基本的な経済政策

であって、工業開発のみ、エネルギーのみ、マクロ経済のみ、といった分離が本質的に不可能な

問題を取り扱っていることが挙げられる。

第 2は、こうした政策支援協力を他のドナー、特に世界銀行、IMF、UNIDOなどがヴィエトナ

ムに対して行ってきた後に、それらドナーの注目のなかで日本が（JICAが）実施するということ、

さらに調査の結果が相手国の基本政策に大きな影響を与える可能性が高いと考えられることであ

る。

第3は、調査の方法論に学問的レベルでも確立されていない分野も取り込まねばならないこと。

また、既に方法論は数々試行されているがどの方法論を選択するかという問題自体が学問上の論

争となっているような分野も取り扱うことである。

第 3の点が、特に実施上問題である理由は、コンサルタントに対する業務指示書が容易に作成

できないからであり、またそのような業務指示書を作成しても、今度はコンサルタントのプロ

ポーザルを評価する場合、開発経済に関するスペシャリストでないとプロポーザル評価が困難と
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いうことになりかねず、結局そのような形式をとり得ないからである。

あまりうまく定義づけできないが、以上のとおり JICAが実施監理業務を遂行するうえでの問題

点を整理しておく。同時に、従来型案件と同じ考え方で進むと、現在社会開発調査部が経験して

いるのと同様な困難に突きあたることを付言したい。

III. 実施上の問題点と対応策の提案

現在の JICAではどこの部署でもそうであろうが、実施を担当する職員は専門的能力を備えてい

ないので、サブスタンスの判断は外部に委ねつつ業務の進捗管理をしている。とはいえ、専門外

でもある程度の知識と経験は一定期間、業務に携われば備わってくるので、常識的な範囲でサブ

スタンスについてもフォローは行っている。その常識の範囲が通用するかどうか、が問われる。

いくつか実施上の問題点として提起しておきたい。

1. コンサルタント契約上の問題点

総合政策支援を開発調査事業で行うメリットの一つはコンサルタントのマンパワーを活用

できることである。しかし、この場合でも JICAは発注者として最低限の監督責任は負わねば

ならない。

通常の開発調査案件では、例えば、担当者に、都市交通計画の知識と経験が多少不足して

いても、都市交通計画そのものの方法論はある程度確立しているため、その確立した方法論

に基づいて作成されたマニュアル等を活用することにより、JICAは業務指示の内容を決める

ことができる。また、それに対応して提出されてくるプロポーザルの評価も、専門的レベル

の知識を要せずとも可能なようになっている。

しかし、方法論の確立していない部門、または、方法論の選択に大きな論点が存在する部

門については、JICAは明確な業務指示を行い得るであろうか。否、行わなくてはならないの

だが、非常に困難であることが理解されるであろう。

そうした実施上の困難に備えるためには、あらかじめ、採用するコンサルタント選定方法

を議論しておく必要がある。選定方法にはプロポーザルの評価方法を含む。

こうした問題設定には前提条件を提示せねばならない。この場合、前提条件は、国内の有

数の学識経験者によるバックアップ体制である。ヴィエトナム市場経済化支援開発政策調査

の場合、アカデミック・グループは単にバックアップ体制を構成しているのみならず、実質

的な調査研究実施グループでもある。しかし、再度問題提起したいが、コンサルタント契約

は JICAの専管事項であること、学識経験者に JICAが通常の案件で提示している業務指示書

のような内容の仕様書（Terms of Reference: TOR）を作成していただくことはなかなか難しい

ということである。業務指示書は、予定価格の積算にも利用可能なように業務量を特定でき



- 146 -

る情報が必要であるが、総合政策支援協力の場合、開始時点で調査の方法論の確定と時系列

的な作業計画を明確にして業務量とコストを積算することは実に困難である。

また、別の観点でコンサルタント関係の問題点を指摘したい。ヴィエトナムの場合はまさ

にそうであるが、総合政策支援協力に動員するコンサルタントには、一般的な意味での専門

能力・経験に加えて、当該国の経済政策に関する情報及び分析手法の知識と実際の政策分析

経験の蓄積が相当程度必要なことである。JICAから受託してはじめて勉強しはじめて対応で

きる種類の調査ではない。

経済政策の分析においては、計量経済分析や産業連関分析といった手法に関する習熟より

も、現実の途上国経済を何から読みとるか、といった問題がまず立ちはだかる。具体的には

統計・データの収集・分析・加工といった問題であるが、それらの取り扱いには、経済現象

の背後にある本質に対する洞察力、経済学的洞察力が必要である。そうした洞察力は一朝一

夕に身に付くものではない。特に特定国の問題になった場合は、コンサルタントには当該国

の蓄積がなくては、有力な戦力になりにくいのではないか、との懸念もある。もちろん、計

量的分析の作業班として参画するコンサルタントの場合はその限りではないのだが、少なく

ともキーパーソンについては上述の資質が問われるべきだろう。これはコンサルタント評価

の要点に影響を与える。

最後に、コンサルタントに求められる規範について述べたい。総合政策支援協力は、大抵

の場合、コンサルタントのみで実施するのではなく、しかるべき学識経験者の協力を確保し

たうえで実施されていくことになろう。その場合、学識経験者には専ら判断と規範が求めら

れる。単に相手国の為政者に受ける内容を提言するのではなく国際的にも通用する性質の提

言がなされる必要があるからである。一方、コンサルタントには契約に対する誠実さが第一

に求められる。契約に反しない限りコンサルタントは JICAの監督を受けながら調査を実施し

ていく責任と主体があるのが通常の状態である。しかし、総合政策支援の場合は、入手した

情報のハンドリングにも、正確さ・適切さが真に求められる。具体的に言うと、コンサルタ

ントが蓄積した情報・経験が彼らの提言しようとする内容に都合よく活用されてしまっては

失格なのである。蓄積した情報・経験の評価は、厳正な判断に基づかなくては、提言の内容

をミスリードすることになる。相手国にアピールすることをコンサルタントが密かにねらう

ような事態は回避させねばならない。そこを自己規制できる規範がコンサルタントには求め

られる。国内有数の学識経験者には当然、学問的規範（academic integrity）が皆様備わっておら

れるはずである。それに対応するものが求められる。

以上のようなコンサルタント契約上の問題認識を整理し、案件を走らせながら現場の者が

考えたコンサルタント評価のポイントは以下のとおりである。
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プロポーザルの評価基準

本件調査は、政策分析を内容とする調査であり、調査の詳細な項目・方法論を設定する

こと自体に高度の経済学的洞察力・経験を要するという性格を有する。JICAとしては、本

件調査の実施計画についてアカデミック・グループの提案とコンサルタントの提案とを調

整・検討したうえで、ヴィエトナム側とも合意を形成したうえで、最終的な調査計画を決

定することとする。

また、極めて短い期間に困難な調査業務を遂行するため、コンサルタントには一般的な

意味での調査経験に加えて、本件調査に密接に関連する情報・データ・調査手法・経験・基

本認識を既に蓄積していることが期待されている。

以上の理由により、今回のプロポーザル提出にあたって、コンサルタントの情報・経験

の蓄積を踏まえた本件調査の調査計画案を提案させることとする。

JICAは、本件調査に関連したコンサルタントの情報蓄積の質と量、調査の方法論の立て

方の妥当性等に関して、JICAの責任で決定した基準に基づいて評価することとする。

上記に加えて、本件調査では、ヴィエトナムの 5か年計画に対する助言・提言を目標と

しているが、この種の政策分析調査・研究にあたっては、事実関係の正確な認識、予見の

入り込む余地のない厳密な分析とその報告が必要である。換言すれば、大量の情報を基礎

とした精度の粗い分析よりも、慎重かつ厳密な態度によって厳選された情報・データに基

づいた精度の高い分析が求められ、その分析結果をベースに慎重な政策提言が導出される

必要がある。提言の性質は国際的に十分通用可能な質的レベルを要求されているのである。

したがって、コンサルタントには、特に、調査研究に対する規範・誠実さ（学者の academic

integrityに相当するもの）が強く求められる。これも評価のポイントの一つである。したがっ

てコンサルタントは上記の調査計画提案にあたっては、規範的な態度で、蓄積している情

報・調査経験に対する自己評価が必要であり、加えて、提案する調査計画に関する前提条

件、制約条件、不確定要因等に関して客観的な評価を加えて記述しなくてはならない。JICA

は、それらの客観的な自己評価に関して、JICAの責任で決定した基準に基づいて評価する

こととする。

なお、プロポーザルにおける調査計画の提案にあたっては、単なる調査項目の羅列では

なく、論理的かつ平易な表現をとるよう留意する必要がある。特に、使用する専門用語に

ついてはごく一般的な経済学の基本的用語のみを用いることとし、経済学プロパー以外に

は理解しにくいと考えられる用語・表現については注釈をいれることとする。

2. JICAのスキーム上の問題点

ヴィエトナムの仕事を開始するころ、学識経験者で JICAスキームにも詳しい人が警告して
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いたのは、業務を始動させる前にスキーム上の受入体制を整えてから取りかかることが肝要

だ、という点であった。その指摘の意図は我々が問題にしていることとは必ずしも同じでは

なかったかも知れない。というのは、一つの案件を実施するためにだけ制度を確立しなけれ

ばならないというのは、実施機関の業務の性格上まったく困難な話だからである。スキーム

の運用で対処するのとスキームそのものを確立することとは本質的に異なることであり、そ

もそもそのような業務を行う余裕は JICAにはないであろう。しかし、それにもかかわらず、

それは重要な警告であったと、今にして思う。

ヴィエトナムの件は、やはり、新しい制度・スキームを設計するか、現行のスキームの運

用について整理したうえで、受け皿を確保してから始動すべきだった。ヴィエトナムの案件

の政治的な重要性を考えれば、通常の案件のように、担当部署を決めたらそこの部署の能力

の範囲で可能な対応をしていけばよい、ということにはなり得ないであろう。担当部署は、案

件として実施しながらスキームの運用面も同時に検討することを余儀なくされているのであ

る。走りながら道具を用意することは困難であるばかりでなく、危険である。本当に学者グ

ループの協力とコンサルタントの動員を効果的に得るためには、周到な制度面の準備が必要

だったのである。

今後の教訓として、対応策を提案することとしたい。はじめにスキームを設計し、JICA内

部の実施組織を整える。この種の協力に必要なアクションは、一つの部署で処理できる領域

を越えてしまっているため、一つの部署に要員を投入すれば解決可能な業務量の問題ではな

く、異なる業務を行う複数の部署の連携協力で乗り切っていく必要がある。さらに、そうし

た異なる部署の連携をコーディネイトしリードしていく部署（コントロールタワー）が必要で

ある。

また、案件がスタートしてしまってから、スキームを考えるような非効率な方法はとるべ

きではない。受入体制を整えてから、計画的に仕事を開始していかないと、ある局面では、案

件を動かしながら、道具建て（スキーム）を作っていくという離れ業を余儀なくされる。それ

は、不完全な道具建てで進捗させることになり、後から問題が顕在化してくる可能性を否定

できない。調査自体の進捗に大幅な遅れを生じるおそれもある。ヴィエトナムの場合は、進

捗の遅れとスキーム上の問題点とが同時に発生している。

こうした点を反省材料として、例えば、次のような方法を検討する必要がある。

企画部に総合指揮本部を置く（地域第 1課）。　総合指揮のもとに調達部と各事業部にそれ

ぞれ事務局を設置し、受入スキームを設計・計画する。調達部は、契約制度の改変あるいは

運用に関する検討を行い、必要に応じて、その制度化もしくは運用認可をしかるべき手続き、

（コンサルタント選定審査委員会）で認証するための準備を行う。

既存のスキーム間の調整は、企画部を中心として以下の各部が連携することとする。開発
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調査事業については社会開発調査部、研修事業については研修事業、専門家派遣事業につい

ては派遣事業部、援助効率促進事業（プロジェクト形成）については基礎調査部、技術情報支

援については国際協力総合研修所調査研究課がそれぞれ責任を持ち、相互に補完・協力する。

IV. 終わりに

総合政策支援協力は、JICAの事業そのものを見直す大きな転換点になる仕事であるように思

う。ゆえに、今後、この種の仕事を進めていくうえで、無理なく、効果的に実施していけるよう

になることを祈念して、小文をまとめたものである。今後、総合政策支援協力を通じて、JICAの

組織が有機的に連携して一丸となってことにあたれる強い組織になっていくことを願わずにいら

れない。

なお、この種の協力にあたっては、国際協力専門員、あるいはインハウスコンサルタントの方々

の協力が不可欠である。これらの人材も効率的に確保していく必要があることを付言させていた

だき、拙文を終える。

了
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ヴィエトナム市場経済化支援計画策定計画調査にかかる所感

1. 記述者：森　裕之　

現　在　アフリカ・中近東・欧州部　中近東・欧州課　課長代理

当　時　社会開発調査部　社会開発調査 1課

2. 関与期間：1996.5～1998.7（主としてフェーズII）

3. 印象に残っているイベント：　

第 1には、ヴィエトナムの最高指導者であるド・ムオイ共産党書記長と日本側チーム代表の石

川滋名誉教授との会見に立ち会うことができたこと。担当期間中延べ 4回、石川教授のヴィエト

ナム出張に同行させていただいたが、毎回ド・ムオイ共産党書記長（当時）との協議が行われた。

長い時は 2時間以上にわたって、ヴィエトナムの経済の現状とその将来にかかる真剣な協議を目

の当たりにできたことは貴重な経験であった。

いま一つ印象深かったのは、世界銀行、IMF、HIID等より急速なヴィエトナム経済の自由化を

主張する諸機関とのやりとりである。日本のヴィエトナムへの政策支援が重要な影響を与えつつ

あることが明らかになるにしたがって、HIID等からの接触が増えていった。当初、ヴィエトナム

政府の強い希望で日本側のレポートが国際機関に対しても公開することができなかったために、

日本側の提言が正確に伝わらず、経済自由化を遅らせ保護主義に偏った提言を行っているとの誤

解を受けてしまった。その後の直接のコンタクトを通じて、日本側アプローチの特徴を説明し、異

なった主張も含まれているものの、基本的には共通の問題意識を持ち、共通の目標を持つパート

ナーであるとの認識が得られたように思われる。ヴィエトナムに対する本プロジェクトの立場と

意義を考える上でも、これら国際機関関係者との交渉は印象深いものであった。

4. 感想（含む今後の提言）：

このヴィエトナム市場経済化支援計画策定計画調査にかかわるなかで、私自身が学んだ主なこ

とは以下の 3点であり、それはまた、今後の市場経済化支援協力の教訓として考えていくべき点

であるように思われる。

まず、これは広く国際協力一般についていえることだが、特に政策支援型協力を進めるには、両

国関係者の人的交流が基盤であり、十分な信頼関係を築くことがまず第一歩であるこということ

である。政治的にも微妙な公開の難しい情報が政策分析の資料として必要となるが、まず相互の

信頼関係なくしてはこれらの重要な情報にアクセスすることさえ不可能となる。信頼関係を築く
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方法は、まずは相手国の置かれている状況を相手の身になって理解することであろう。このプロ

ジェクトでは、「日本側メンバーはヴィエトナムの置かれている困難な状況を十分に理解し、その

うえでヴィエトナムの味方となって支援してくれる。」ことを初期の段階から相手側が納得したこ

とが鍵であったように思われる。この早い時期でのヴィエトナム側との「邂逅」がその後のプロ

ジェクトの深化と成果に結びつくことになった。

第 2点目は日本がこの分野にかかわる基本的なスタンスについて。計画経済体制から市場経済

化への改革の速度については様々な議論があるものの、重要なことは、明確な提言を、事実乃至

具体的な数値を用いて相手方に行うことであろう。理論だけを基に経済改革の方法を提言しても

簡単には理解されないし、具体的な個々の問題をまとめるだけでは政府レベルの政策には結びつ

かない。その国の正確な実態の把握と、総合的な幅広い視野に立った分析が結びついてはじめて

高いレベルでの政策支援が成り立つということであろう。そういった基本的なスタンスをこの

ヴィエトナムプロジェクトは示したと思う。

最後の教訓は、市場経済化支援を実施する専門家を確保することの難しさである。ヴィエト

ナムプロジェクトではリーダーの強力な指導力の下に、多数の経験豊かなヴィエトナム経済の

専門家に協力いただくことができたが、これは一重に石川教授の指導力の賜物であり、通常の

JICAプロジェクトでは、これだけの人材を集めることも、一つのグループとして束ねることも

ほとんど不可能である。どのようにして政策支援を実施できる人材を選び、さらにその関係者

を組織化するか、普遍的な方法論をこのプロジェクトから導くことは残念ながらできないであ

ろう。

このプロジェクトにおいても、国立大学の教授等の学識経験者から民間会社のコンサルタン

トまで、いくつものスキームを柔軟に活用して幅広く専門家の方々に協力をいただいたが、そ

の待遇、公平性、手続きの硬直性など様々な点で、多くの専門家の方々にとっては必ずしも満

足のいく対応ではなかった。意欲と能力のある専門家が積極的に協力してくれるような、魅力

的なスキームを提供することが求められているが、金銭的なメリットだけでなく専門家の関心

を引き付ける様々な工夫をこらす必要があるように思われる。

市場経済化支援を担う専門家は、経済政策、産業政策といった直接関連する分野の専門家で

あるとともに、それぞれ個別の努力を試行する市場経済化移行国の実態を分析、検討し、現実

に即したオーダーメイドの提案をしていくことが重要な要素になる。先が見えずかつ困難の多

い業務であり、その責を担う専門家の確保にあたっては、更なる工夫と配慮が必要と言えよう。

おそらく、この人材確保のための工夫と配慮については、今後益々拡充を求められるソフト

分野における国際協力において、質の高い支援を続けていくためには、広く念頭に置かなくて

はならないことであるように思われる。

以　上
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「ヴィエトナム市場経済化支援フェーズ Iは私に何を残したか？」

記述者：嶋田　晴行

現　在：社会開発調査部計画課

当　時：社会開発調査部　社会開発調査第一課

関与期間：1995年 6月～ 1996年 5月

はじめに

JICAの事業として「政策支援（当時の市場経済化支援）」が始まったのは 1994年。当時、JICAの

援助にとって新しい試みであった本件の開始に希望を感じ、自分で言うのも何であるが、筆者は

極めてまじめに本件に取り組んだ。その1年弱の担当の期間中、心に刻まれたは、混乱、怒り、驚

き、発見、喜び、安堵・・・。

当時の状況と比較して、関係者の努力により、政策支援は様々な工夫がなされ現在にまで至っ

たことは評価されるべきものであろう。しかし、大局的に見れば、何か大きな変化が起きている

とはいいがたく、JICAでの実施方法、さらには JICAでの実施そのものが本当にふさわしいものな

のかどうかを考えてみる必要もあるのかもしれない。

しかし、そのような大きなテーマは、別途考えるとして、本稿では、極めて個人的なフェーズ

Iを中心とした感想を書かせていただく。私にとってのフェーズ Iである。

開発調査とアカデミックス

「ヴィエトナム市場経済化支援」を JICA事業として実施する場合、その業務内容及びそれに伴う

予算規模についての不明確さから、柔軟性と大きな予算枠をもつ「開発調査事業」でしか結果的に

受けられなかったという、積極的とはいいがたい経緯があった。

どこかで他の方が書いていることであろうが、その「開発調査」そのものが、インフラ整備を中

心とした計画策定のためのコンサルタントとの契約であり、研究的要素を含んだプロジェクトの

実施を想定したものでは決してなかった。

ここでは、現在に至るまでの大きな課題である、JICAと研究者グループ（以下、アカデミック

ス）との関係だけに絞って書く。

「内容についてを話す前に、JICAの事業の仕組み」を説明することから、我々とアカデミックス

との関係は始った。我々にとり当然の開発調査の手続きと方法は、しかし、外部の人々には理解

も従いもできない世界でもあるのかもしれない。

「なぜコンサルタントを雇うのか？」という点は、その端的な例である。「見ず知らずの人間と一
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緒に働くより、自分たちで調査した方がよいですよ。第一、今までそうしてきたから。」というア

カデミックス。

「でも開発調査というのは、コンサルタントが主として現地で滞在し、情報収集や解析を行うも

のでして・・・。」という説明は我々。「という訳で、開発調査という点をご理解いただきまし

て・・・・。」

「では、我々は何をどうするのですか？」

「先生方はですね、コンサルタントに対する内容面でのアドバイスを・・・」

もう、この段階で混乱している。開発調査では、コンサルタントへの指示は、JICAが行うもの

である。でも、このような言い方しかできない。

常に、新しい問題にぶつかり、それに対して、何とか答えを見つけ出していくことが作業の大

きな部分を占めた。コンサルタントとの契約方法、アカデミックスとコンサルタントとの関係を

既存のルールに読み込ませるための作業に、当初の作業のほとんどが当てられた。それは、コス

トと言えるかもしれないが、その過程なくして、前には進めなかった。

しかし、残念ながら、お互いが満足するかたちには、とても到達できていない。日本では、特

に社会科学分野において、大学、民間、政府機関のそれぞれの垣根を越えての交流が、特に援助

の世界においては、極めて限定的に行われてきたにすぎない。例えば世界銀行の調査部門

（Development Economics and Cheaf Economist：DEC）が、実際の融資業務からは乖離があると批判

されつつ、経済学をはじめとする社会科学分野の最新の理論を実践し、それをまた理論にフィー

ドバックする機能していることとは大きく状況は異なる。

ただ、現実的に、日本で、①アカデミズム、②援助という実践、③役所的な手続きの、3つを上

手に組み合わせることは難しく、例えできたとしても、それはいい加減な妥協となり、それぞれ

の不満を募らせる原因ともなるおそれもある。

以上のような問題は、13年度に開発調査事業として開始された「セクター・プログラム開発調

査」実施にもあてはまる課題である。

新しい試みは、担当者たちの個性と努力によって支えられてる部分がいまだ大きい。

謝　辞

難しいことはさておき、6年の歳月を経て、私が一番書きたかったのは、この部分である。

私が担当したフェーズ Iに限らせていただくが、本件実施にあたっては、通常の開発調査の枠を

超えて、時には無理を承知で頼み込み、内外の協力を得ることにより、社会開発調査部は本件を

実施できた。

JICA内部では、当時の研修一課、派遣一課、国際協力総合研修所（調査研究課、管理課）、調達

部（管理課、契約 3課）、経理部財務一課さらに企画部地域一課、基礎調査部一課、そして社会開
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発調査部内部の方々に大変なご迷惑をおかけした。

そして在ハノイの日本大使館、ヴィエトナム事務所には開発調査の一案件としての取り扱いを

遥かに超えるサポートをいただいた。

ヴィエトナムMPIには、アポイント無しで突然訪ねていくというような、今思えば申し分けな

いことを繰り返していた。でもそのおかげで仲良くななれたと思う。

もちろん、内外から少なからずのクレームも寄せられた。「何でこんなことやってるのか？」と

いう類の。ちなみに、「よくわからないけど、やることに意味があるんです」と答えた私は、今考

えると、説得力は弱いが、勢いを感じる。

東京に設置されたヴィエトナム事務局のスタッフ（古谷さん、高戸谷さん、佐藤さん）さらに

JICEの方々とは、東京とハノイで合宿でもしているかのような長時間の裏方の作業を共にした。

矢野氏をはじめとするハノイのVIDECOのスタッフには、初期のワークショップ準備をはじめ

とした苦労のなかで、単なる仕事の間柄を超える友情を築けた。

初鹿野マイさんは、通訳という枠を超え、本件の実施にあたっての重要な役割を担っていただ

いた。また、ヴィエトナム戦争やヴィエトナムというものに対するマイさんなりの見方をうかが

えることは、出張ごとの楽しみであった。

そしてもちろん、石川先生はじめとアカデミック・グループの方々、さらに大和総研、日本経

済研究所をはじめとするコンサルタントとして参加されたの方々からは、多くのことを学び、今

に至るまで私の考え方や仕事について多大な影響を及ぼしている。

特に、当時 80歳にならんとする石川先生の、本件に対する真摯な取り組みの姿勢を見て、「こ

れは、こちらもやらないわけにはいかんな」と思ったのが、知的な興味や業務という、「あたま」で

理解する部分を超えたところの私の原動力であった。

当時「社会開発調査部」という、ともすれば他の部署との関係が疎遠になりがちな部署にいなが

ら、本件のおかげで、他の部署、他の組織、そして他の世界の方々を知り、その仕事をわずかで

はるが垣間見ることができたことは、私にとり何よりの貴重な経験であった。

ほとんど組織的な教訓を残せなかったことについては責任も感じる。ただ、言い訳としては、そ

れは私一人で変えられることではなく、関係した人々の期待と不満を集約することで変わってい

くことだと思う。

最後に、このようなタイプの案件を担当する際に必要なのは、「自分なりの考えをもちつつ、現

実に向き合ったとき、自分の考えを乗り越えていく柔軟性と大胆さ」、もっと簡単にいえば、「ま

じめに考え、適当にやる」ことだと感じている。第一、「まじめに考え、まじめに行動」してたの

では心と体がもたない（実際、もたなくなりそうになった人間が言うのだから多少は信頼できる）。

でも、残された問題は山ほど有る。まだまだ長い道のりの途中である。

以　上
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ヴィエトナム市場経済化支援計画策定計画

氏　名：橋本　和華子（はしもと　わかこ）

当　時：企画調査員

現　在：ジュニア専門員

関与期間：1997年 9月～ 1998年 9月、フェーズ II、フォローアップ

1. 印象に残った出来事

（1）書記長表敬

市場経済化のカウンター・パート長であるド・ムオイ書記長（1994～ 1997年）、レ・カフュー

書記長（1997～ 2001年）を石川先生が表敬したのに随行し、両書記長を表敬させていただきま

した。表敬の際、ド・ムオイ書記長は非常に熱心に石川先生の話に聞き入り会見は 2時間に

も渡りました。書記長はヴィエトナム政府のトップであり、表敬の際は大使を初め一同たい

へん緊張しておりましたが、書記長は周囲の者へも配慮をされる方で、一人ずつご挨拶した

おりお声をかけていただきました。

ド・ムオイ書記長に代わり書記長に就任したレ・カフュー書記長は、1997年 12月に就任し

てから半年あまりしてからの表敬でしたが、軍出身であるにもかかわらず経済分野に精通し

ており、ド・ムオイ書記長同様会見の時間は 2時間にも及び、現地の新聞等でよく取り上げ

られていた経済分野に感心が薄いという周囲の心配も払拭されました。

（2）友好勲章受勲

1997年 12月にカウンター・パートのタイ総括主査から突然電話があり、ヴィエトナム政府

が外国人に与える勲章の中で最高の勲章である「友好勲章」を石川先生が授与されることが決

まったと伝えてきました。石川先生はヴィエトナム訪問する予定は当分なかったので、どの

ように先生にお渡しするか関係者で協議していたところ、支援国会合のため副首相が来日中

だったので、急遽関係者の中で近日帰国する方に勲章を日本に持ち帰って頂き、日本の在日

本ヴィエトナム大使館にて副首相から先生に授与されました（ちなみに杉良太郎氏もヴィエト

ナムへの多大なる援助の功績を称えられ同じ日に受勲が決定した）。

（3）世界銀行の歩み寄り

当時世界銀行、IMFは構造調整融資の条件として、各融資先に厳しい条件を提示し、それ

は「ショック療法」と呼ばれていましたが、ヴィエトナムに関しても市場経済化への移行戦略
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について同様の姿勢をとっていました。そのような状況のなか、世界銀行は「石川プロジェク

ト」の「漸進的」提言に対して初めは「ショック療法的」提言を変えなかったものの、ヴィエト

ナム側と日本側との協議の中で徐々にその提言に歩みよるようになり、ついには、ヴィエト

ナムは徐々に市場経済化していく方法が適していると公に発表するようになりました。

（4）経済開発国際ワークショップ

1997～ 1998年当時はまだヴィエトナム政府はかなり保守的で、当石川プロジェクトの報告

書は外部者には配布許可がおりませんでした。したがって、援助機関同士、援助を通して得

た情報についてすべてオープンにし、共通の認識を得るということは、ほとんど不可能でし

た。そこで、石川先生がミッションでヴィエトナム入りしたおり、世界銀行所長からワーク

ショップを行い、お互いの意見交換の場を設けることが提案され、フェーズ IIの終了時に場

を設けることになりました。当初は世界銀行と JICAのみであったものの、他援助機関も高い

関心を寄せ、1998年 3月のフェーズ IIの終了に伴い、ヴィエトナム側グループ代表と世界銀

行所長（ステア氏）、UNDP所長（ワッツ氏）、IMF所長（オファーダル氏）ADB所長（ジョン－

ピエール氏）、ハーバード大学国際開発研究所代表を集め東京にてワークショップが開催され

ました（場所が東京であったのは、ヴィエトナムで開催した場合の国内の反応を配慮してのこ

とでした）。ここで、お互いのヴィエトナム政府への提言はモダリティーこそ違えど、目的は

同じであるこという共通認識が得られたのでした。

（5）通貨危機とヴィエトナム

1998 年はプロジェクト以外にも大きな転機があり、1997 年から始まる通貨危機の余波が

ヴィエトナムにも徐々に広がり、1997年 7月に通貨危機が起きてから半年経ち、タイや韓国

等の周辺国からの投資額が激減するという形で現れてきました。さらに 1998年度の経済成長

率予測は前年の 8％から 5％へ下がるとともに、周辺国の通貨は安値になっているのにもかか

わらずヴィエトナム通貨レートは政府によって管理され、周辺国の状況に合わせて切り下げ

を行っていなかったので、通貨が周辺国に比べオーバー・バリューとなり、それへの外資か

らの不満もありました。市場経済化支援が始まった時は予想していなかった事態が起き、

フォローアップで通貨危機への対応策を提示したものの、ヴィエトナム側には市場経済化

フェーズ IIの終了後どのように対処していけばよいか不安感がありました。これらのような

諸事情が重なり、当初フェーズ IIIは日本側及びヴィエトナム側でも予定していなかったので

すが、引き続き協力が必要ではないかという認識が両国に高まりました。
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（6）市場経済化支援の商業本出版

ヴィエトナム政府は 1996年にAFTAに加盟し、ようやく国際社会に門戸を開いたばかりで

あり、また国内には外国勢力への不信感も根強く残っていたので、プロジェクトのための

データの入手は困難を極めたばかりでなく、ようやく入手したデータを用いた報告書は関係

者以外には公表することが禁じられました。しかし、両国の政府高官、学者、高級専門家を

集めたこの調査研究は内外の開発関係者の関心を呼び、報告書を公開することへの周囲の要

請が多く出たのを受け、ヴィエトナム側と協議し、日本国内のみの商業出版でかつ、ヴィエ

トナム側の関係者の担当部分は載せないことを条件に商業本の出版が実現しました。

2. 感　想

市場経済化支援はヴィエトナムの社会経済開発 5か年計画草案への提言を作成するもの（フェー

ズ I）でありかつ、同 5か年計画の実行とその過程で生じた新しい諸問題についての分析及び政策

提案の実施（フェーズ II）を総目的としていたため、このプロジェクトに参加することにより 1つ

の国の開発計画全体をマクロな視点で概観することができかつ、プロジェクトが日本の援助方針

に深くかかわっていたので、私個人としてはたいへん勉強になりました。

ヴィエトナム側は政府高官、学者、高級専門家がプロジェクトに参加していましたが、皆とて

も気さくでかつ、配慮のある方々でずいぶん助けて頂きお世話になりました。今年 6月に計画投

資省のミン局長が日本を訪問したので元ヴィエトナム事務所関係者が集まり、当時の思いで話し

をしていた折り、プロジェクト開始時からフェーズ III終了まで産業・貿易部門を担当してこられ

た開発研究所のハム局長が定年を迎え、引退した旨うかがい、一つの時代が終わったように感じ

ました。

3. 提　言

ヴィエトナムの市場経済化支援計画では、関係者であるヴィエトナム側、日本側主査、在日本

国大使館、JICA事務所、JICA本部が一丸となり、ヴィエトナムでは何が必要か熟考し、支援内容

をオーダーメイド形式で策定していきました。私はヴィエトナムの市場経済化をモデルに派生し

たモンゴル国の市場経済化にフェーズ II終了後、企画調査員として参加しましたが、両案件共に、

型にはまった形の経済政策支援ではなく、それぞれの国に合った支援方法を関係者が一丸となっ

て検討し適格に実行したことで両プロジェクト共に成功することができたと思います。このよう

な姿勢は、世界銀行等による構造調整融資に付随する厳しいコンディショナリティーへの反感が

途上国から出ていたなか、相手国政府の共感を呼び、両国間の信頼関係をより深めることができ

ました。実際、知的支援には相手国側と日本側内関係者にかなりのコミットメントが求められ、他

の案件に比べて非常に手が掛かるものですが、今後市場経済化で培ったこれらのノウハウを生か
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し、知的支援が広がることを期待いたします。

以　上
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氏　名：太田　美穂

当　時：現地コーディネーター（在ハノイ）

現　在：ジュニア専門員（人材資源開発）／国際協力総合研修所調査研究第一課所属

（キューバ国別援助研究担当）

関与期間：1999年 8月～ 2001年 3月

フェーズ III準備期間から終了まで

（関与期間中のイベント等印象に残っている出来事）

2000年 12月ハノイにて、フェーズ IIIの研究成果を発表するワークショップが開催された。日

本から、石川教授他ほとんどすべての関係者が来越。また、ヴィエトナム計画投資省（MPI）をは

じめとするカウンターパート機関に加え、商工会議所等のヴィエトナム関連機関から多数のヴィ

エトナム側関係者、世界銀行ハノイ事務所ステア所長らドナーコミュニティからも多数が参加。

立ち見も出る等、2日間にわたるワークショップは大盛況のうちに終了した。

（市場経済化支援を振り返っての感想）

ワークショップ開催中、何度も呼び止められ、ワークショップ成功への祝辞と、研究内容に対

する賛辞が寄せられた。ワークショップ終了後も、評判を聞きつけた多数のヴィエトナム人・外

国人関係者から資料請求がなされ、用意した英語200部、ヴィエトナム語150部の資料のほとんど

すべてを配布した。

こうした成功の第一の理由は、ワークショップで発表された研究が、質量共に充実していたこ

とにある。数多くのヴィエトナム機関及び国際援助機関が様々な分野で調査研究活動を行ってい

るが、長期にわたってじっくりと取り組んだ研究はそれほど多くない。一方、当プロジェクトは、

1996年の開始から、フェーズ I、II及びフォローアップ研究の蓄積のうえにフェーズ IIIが実施さ

れ、研究内容もその歴史とともに深まっている。

また、日本側研究者による研究活動だけでなく、ヴィエトナム側関係者による研究も多く発表。

ワークショップ当日も、ヴィエトナム側関係者が比較的自由に意見を発表し、活発に意見が交換

された。これは、過去6年にわたる活動に加え、フェーズIIIにおいて、合同調査、ミニワークショッ

プ開催等を通じ、日越研究者が一緒に活動。研究者間に、信頼関係もしくは仲間意識のようなも

のが生まれ、自由に意見を交換する雰囲気があったように思う。また、部会によってはヴィエト

ナム側がリーダーシップを発揮する等、ヴィエトナム側の研究活動におけるオーナーシップが高

まりつつあった。
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（今後の市場経済化支援のための提言）

市場経済化支援というとき、様々な協力形態が想定されるが、ヴィエトナムにおける市場経済

化支援プロジェクトのように共同研究を通した協力活動を行うのであれば、第一に重要なことは、

質の高い研究成果を提出することだと思う。経済発展に係る研究は、中央政府機関、国際援助機

関はじめ多数行われるのが一般的で、そのなかで注目を得るのに何よりも必要なことは、成果品

の質の高さである。あわよくば、欧米援助機関とは異なる分析視点を相手国側に提示できれば、欧

米援助機関の経済分析、政策提言のオルタナティブとしての役割もしくは補完的な役割を果たす

ことができる。

この目的のためには、事前のプロジェクトデザインが重要であろう。より踏み込んだ分析を行

うために、アカデミクスの先生方、コンサルタントの方々に、長期にわたり継続的にご参加いた

だくことが必要であり、また、相手国とより密接な協力関係を構築できるよう、共同調査やミニ

ワークショップの定期的な開催等、一緒に研究活動を行う機会をできるだけ増やすことが望まし

い。また、そのために、サポート体制を充実させる必要があることはいうまでもない。

さらに、共同研究の成果が単に関係者内にとどまることのないよう、意識的に広報活動を行う

ことも重要。過去、ヴィエトナム側は研究成果の公表に消極的であったが、研究成果をカウンター

パート以外のヴィエトナム側政府機関や援助機関と共有するため、フェーズ III期間中、MPIに対

して石川教授や現地関係者が何度もアプローチした。その結果、ハノイワークショップ開催時に

は、ヴィエトナム側からワークショップを公開することに反対の声はあがらず、広く外部関係者

を招待できた。またドキュメント配布により、フェーズ IIIの研究成果をより広く公表できた。こ

れは、当市場経済化支援プロジェクトだけでなく、JICAヴィエトナムの大変インパクトある宣伝

になったと思う。

このように、調査報告書の出版、ミニワークショップの開催、適宜外部関係者のワークショッ

プへの招待等を通じて、中央政府機関や欧米援助機関と政策について議論する機会が増え、その

結果、より高いレベルの成果品が期待でき、より良い政策提言を行えるようになる。中央政府機

関、欧米援助機関と並び称される研究基地として、常に情報が集積、発信される体制づくりがで

きれば、とてもすばらしいプロジェクトになることと思う。

最後に、このプロジェクトに参加できたこと、石川教授はじめ皆様のご指導のお陰でフェーズ

IIIを無事終了できたことを誇りに思います。どうもありがとうございました。

以　上
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第４編についてのおことわり

本調査に関する資料・書類は、今後の日本のODA、特に政策支援型協力にかかわる調査研究・

協力等に広く活用されることを期待し、JICA国際総合研修所図書館及び一橋大学経済研究所図書

館に保管される。

本来、第 4編は、それら資料の目録が掲載されることとなっているが、その数が膨大であるた

め、現時点ではすべての資料の整理がついておらず、それに伴い本目録は暫定的なものである。

今後、改めて資料を整理し、リストをまとめたうえで、第 4編を完成させ、本報告書の改訂版

に掲載することとしたい。

以　上
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